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年度評価 

項目別 

調書№ 
頁数 備考 令和

５年

度 

令和

６年

度 

令和

７年

度 

令和

８年

度 

令和

９年

度 

第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

  
１．広報事業 Ａ Ａ     ３  

 （１）国民への情報提供 Ａ Ａ    【１】 ５  

  
（２）消費者教育の推進に関する情報の

提供 
Ａ Ａ    【２】 13  

  

２．情報収集・分析事業  Ｂ Ｂ     19  

 
（１）ＰＩＯ－ＮＥＴ等の刷新 Ｂ〇 Ｂ〇    【３】 21  

  
（２）関係機関への情報提供及び情報交

換 
Ｂ Ｂ    【４】 27  

  
３．相談事業  Ｂ Ｂ     31  

 （１）苦情相談 Ａ Ａ    【５】 33  

  （２）国民への情報提供 Ａ Ａ    【６】 41  

  
（３）関係機関への情報提供、情報共有

及び情報交換 
Ｂ Ａ    【７】 45  

  （４）関係行政機関等に対する改善要望 Ｂ Ｂ    【８】 49  

  
（５）消費生活相談員の処遇改善を通じ

た相談事業の質の維持・向上 
Ｂ Ｂ    【９】 53  

  
４．商品テスト事業  Ａ Ａ     55  

 （１）商品テストの実施 Ｂ Ｂ    【10】 57  

  （２）国民への情報提供 Ａ Ａ    【11】 61  

  
（３）関係機関への情報提供、情報共有

及び情報交換 
Ａ Ａ    【12】 65  

  （４）関係行政機関等に対する改善要望 Ａ Ａ    【13】 71  

  
５．教育研修事業  Ｂ Ｂ     75  

 （１）実務能力向上のための研修 Ａ Ｂ    【14】 77  

  （２）消費者教育推進のための研修 Ｂ Ｂ    【15】 81  

  （３）試験業務 Ｂ Ｂ    【16】 85  

  
（４）調査研究及び海外の消費者行政の

情報収集・提供 
Ｂ Ｂ    【17】 89  

  （５）教育研修の合理化と経費の節減 Ｂ Ｂ    【18】 91  

 ６．適格消費者団体援助事業 Ｂ Ｂ     93  

 

 

（１）適格消費者団体及び特定適格消費

者団体との連携 
Ｂ Ｂ    【19】 95  

 （２）適格消費者団体への援助 Ｂ Ａ    【20】 97  

 （３）特定適格消費者団体立担保援助 Ａ Ｂ    【21】 101  

  

７．裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）事業 Ｂ Ｂ     103  

 （１）ＡＤＲの適切な実施及び利用しや

すいＡＤＲへの改善 
Ｂ Ｂ    【22】 105  

  
（２）ＡＤＲ結果の相談業務等への活用

推進 
Ｂ Ｂ    【23】 109  

  （３）和解内容の履行確保 Ｂ Ｂ    【24】 111  

  （４）消費者裁判手続特例法への対応 Ｂ －    【25】 113  

  （５）国民への情報提供 Ｂ Ｂ    【26】 115  

第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

  

１．業務及び運営体制の効率化 Ｂ Ｂ    【27】 117  

２．一般管理費（人件費を除く。）及び業務経費の削

減 
Ｂ Ｂ    【28】 119  

３．適正な給与水準の維持 Ｂ Ｂ    【29】 123  

４．適正な入札・契約の実施 Ｂ Ｂ    【30】 125  

５．保有資産の有効活用 Ｂ Ｂ    【31】 127  

６．自己収入の拡大・経費の節減 Ｂ Ｂ    【32】 129  

第３ 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及

び資金計画 
Ｂ Ｂ    【33】 133  

第４ 短期借入金の限度額 － －    【34】 134  

第５ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財

産がある場合の当該財産の処分に関する計画 
－ －    【35】 135  

第６ 重要な財産の処分等に関する計画 － －    【36】 136  

第７ 剰余金の使途 － －    【37】 137  

第８ 財務内容の改善に関する事項 Ｂ Ｂ    【38】 138  

第９ その他業務運営に関する事項 

  １．市場化テストの実施 Ｂ Ｂ    【39】 139  

  ２．情報セキュリティ対策 Ｂ Ｂ    【40】 140  

  ３．内部統制の充実・強化 Ｂ Ｂ    【41】 143  

 ４．情報システムの整備及び管理 Ｂ Ｂ    【42】 145  

第 10 その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

  １．施設及び整備に関する計画 － －    【43】 147  

  ２．人事に関する計画 Ｂ Ｂ    【44】 148  

  ３．中期目標期間を超える債務負担 － －    【45】 149  

  ４．積立金の処分に関する事項 Ｂ －    【46】 150  

※重要度を「高」と設定している項目については各評語の横に「○」を付す。 
 難易度を「高」と設定している項目については各評語に下線を引く。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

１.広報事業 広報事業全般 

関連する政策・施策 「消費者基本計画」（令和２年３月 31日閣議決定）（令和３年６月 15日改定） 

 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

「独立行政法人国民生活センター法」（平成 14年法律第 123号）第３条、第 10条第１号 

「消費者基本法」（昭和 43年法律第 78号）第 25条 

当該項目の重要度、難易 

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（令和３年度

実績値） 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度  令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

        予算額（千円） 202,927 232,891    

        決算額（千円） 196,095 198,786    

        経常費用（千円） 203,176 201,796    

        経常損益（千円） 9,138 4,187    

        
行政コスト 

（千円） 
203,176 201,796    

        従事人員数 12 14    

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画  

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 １．広報事業 

  ＜以下略＞ 

１．広報事業 

  ＜以下略＞ 

１．広報事業 

  ＜以下略＞ 

 （１）国民への情報提供【Ａ】 

（２）消費者教育の推進に関する情報の提供【Ａ】 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

 各項目を通じて、所期の目標を十分に達成し

たものと評価した。 

 

＜課題と対応＞ 

なし 

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【１】 

１.広報事業 （１）国民への情報提供 

関連する政策・施策 「消費者基本計画」（令和２年３月 31日閣議決定）（令和３年６月 15日改定） 

 

 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

「独立行政法人国民生活センター法」（平成 14年法律第 123号）第３条、第 10条第１号 

「消費者基本法」（昭和 43年法律第 78号）第 25条 

当該項目の重要度、難易 

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（令和３年度

実績値） 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度  

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 

記者説明会等の 

実施回数 
24回以上 － 

24回＋３回

（理事長と記者

との懇談会） 

18 回＋３回 

（理事長と記者

との懇談会）＋ 

記者説明会以外

の公表 26 回 

   予算額（千円） 202,927 232,891    

ウェブ版「国民生

活」読者へのアン

ケート結果  

５段階評価中

平均４以上 
－ 4.5 4.5    決算額（千円） 196,095 198,786    

「くらしの豆知

識」購入者へのア

ンケート結果 

５段階評価中

平均４以上 
－ 4.8 4.8    経常費用（千円） 203,176 201,796    

マスコミ媒体（新

聞（在京６紙、イ

ンターネット掲載

を含む。）、テレ

ビ・ラジオ（ＮＨ

Ｋ及び在京キー局

（インターネット

配信を含む。））

掲載又は放送回数 

－ 107回 345回 260回    経常損益（千円） 9,138 4,187    

地方紙掲載回数

（インターネット

掲載を含む） 

－ 402回 1,095回 849回    
行政コスト 

（千円） 
203,176 201,796    

ウェブ版「国民生

活」全記事総アク

セス数 

－ 5,083,684件 3,050,699件 4,208,723件    従事人員数 12 14    
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「くらしの豆知

識」販売部数 
－ 195,422部 175,658部 165,286 部          

災害等関連情報の

提供件数 
－ 31件 18件 60件          

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ① 報道機関等を通じ

た情報提供 

相談事業や商品テス

ト事業において分析

し、取りまとめた情報

について、記者説明会

の機動的な開催や、ウ

ェブサイト上での公表

など記者説明会以外の

方法による公表によ

り、報道機関等を通じ

た国民への情報提供を

時宜に応じて積極的に

行う。 

 

【指標】 

・記者説明会等の実施

回数 

 

【目標水準の考え方】 

国民への情報提供を

広く行う手段として、

新聞やテレビ・ラジオ

などのマスメディアに

よる報道を通じた広報

が有効であり、その報

道につなげる重要な手

法が記者説明会等の実

施である。そのため、記

者説明会等の実施回数

を目標とし、年間24回

（平成30年度～令和３

年度の平均）以上とす

る。 

 

【関連指標】 

・マスコミ媒体（新聞

① 報道機関等を通じ

た情報提供 

相談事業や商品テス

ト事業において分析

し、取りまとめた情報

について、記者説明会

の機動的な開催や、ウ

ェブサイト上での公表

など記者説明会以外の

方法による公表によ

り、報道機関等を通じ

た国民への情報提供を

時宜に応じて積極的に

行う。 

 

【指標】 

・記者説明会等の実施

回数 

 

【関連指標】 

・マスコミ媒体（新聞

（在京６紙、インタ

ーネット掲載を含

む。）、テレビ・ラジ

オ（ＮＨＫ及び在京

キー局（インターネ

ット配信を含む。））

掲載又は放送回数 

（令和３年度実績：

107回） 

・地方紙掲載回数（イ

ンターネット掲載を

含む。） 

（令和３年度実績：

402回） 

 

 

① 報道機関等を通じ

た情報提供 

相談事業や商品テス

ト事業において分析

し、取りまとめた情報

について、記者説明会

の機動的な開催や、ウ

ェブサイト上での公表

など記者説明会以外の

方法による公表によ

り、報道機関等を通じ

た国民への情報提供を

時宜に応じて積極的に

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜指標＞ 

① 

・記者説明会等の実施回

数 

 

② 

・ウェブ版「国民生活」読

者へのアンケート結果 

５段階評価中平均４以

上 

・「くらしの豆知識」購入

者へのアンケート結果 

５段階評価中平均４以

上 

 

＜関連指標＞ 

① 

・マスコミ媒体 

（新聞（在京６紙、インタ

ー ネ ッ ト 掲 載 を 含

む。）、テレビ・ラジオ

（ＮＨＫ及び在京キー

局（インターネット配

信を含む。））掲載又は

放送回数（令和３年度

実績：107回） 

・地方紙掲載回数 

（インターネット掲載

を含む。）（令和３年

度実績：402回） 

 

② 

・ウェブ版「国民生活」全

記事総アクセス数（令

和 ３ 年 度 実 績 ：

5,083,684件） 

・「くらしの豆知識」販売

＜主要な業務実績＞ 

①  報道機関等を通じた情報提供 
相談事業や商品テスト事業において分析し、

取りまとめた情報等を広く国民に情報提供す

るため、記者説明会を年間 18 回実施した。ま

た、「理事長と記者との懇談会」を３回実施し

た。 

記者説明会を実施した公表に加えて、記者説

明会を実施しないウェブサイトでの公表（ホー

ムページ公表）を年間 26回実施した。 

なお、毎回記者説明会終了と同時に遅滞なく

当センターウェブサイトに情報を公開した。 

また、当センターウェブサイトへの定期公表

物の掲載も着実に行った。 

 

※詳細は【資料１、２】参照 

 

公表した情報については、新聞（在京６紙、

ネット掲載を含む）に 176回、テレビ・ラジオ

（ＮＨＫ及び在京キー局）に 84回、地方紙（ネ

ット掲載含む）に 849回取り上げられた。 

  なお、記者説明会の実施については、令和４

年９月より、オンライン会議システムを活用し

て、報道関係者の利便性を高める取組を開始し

ている。令和６年度はネットメディア 10 社に

対して記者説明会への参加を促すため、記者説

明会の案内リストへの登録を案内するダイレ

クトメールを送付する取組を行った。 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

① 報道機関等を通じた情報提供 

・ 記者説明会を年間 18回機動

的に実施した。また、「理事長

と記者との懇談会」を３回実

施した。 

記者説明会はオンライン会

議システムも併用し、報道関

係者の利便性向上に努めると

ともに、新たにネットメディ

アの参加にも積極的に取り組

んだ。また、若年層をはじめ各

世代の利用が広がっているＳ

ＮＳを通じた情報提供にも力

を入れる観点から、ＳＮＳで

のダイレクトな情報発信をあ

らかじめ想定した「ＳＮＳシ

リーズ」の情報発信にも注力

した。「ＳＮＳシリーズ」の公

表時は、当センターの公式Ｓ

ＮＳアカウントから投稿を行

うとともに、当センターウェ

ブサイトにも情報を掲載し、

このことを報道各社に通知し

た。 

迅速な公表が求められる案

件については、記者説明会に

代わって「ホームページ公表」

を実施した。 

このようなさまざまな取組

を通じて、報道機関等を通じ

た国民への情報提供を時宜に

応じて積極的に行った。これ

に加え、記者説明会への参加

を促す取組を実施したこと

で、新聞（在京６紙、ネット掲

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 
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（在京６紙、インタ

ーネット掲載を含

む。）、テレビ・ラジ

オ（ＮＨＫ及び在京

キー局（インターネ

ット配信を含む。））

掲載又は放送回数

（令和３年度実績：

107回） 

・地方紙掲載回数（イ

ンターネット掲載を

含む。） 

（令和３年度実績：

402回） 

 

② ウェブサイト、出

版物等による情報提

供 

相談事業や商品テス

ト事業において分析

し、取りまとめた情報

を活用して、ウェブサ

イト、出版物等を通じ

て国民生活の諸問題に

係る情報を適時適切に

国民に提供する。また、

消費者問題に関する専

門的情報を編集したウ

ェブ版「国民生活」のウ

ェブサイトへの掲載、

消費者トラブル対策に

役立つ情報をコンパク

トにまとめた年１回発

行の冊子「くらしの豆

知識」の販売推進（電子

書籍版、無料の視覚障

害者向け録音図書「デ

イジー版くらしの豆知

識」の配布推進を含

む。）、高齢者・障害者

等に最新の消費者被害

状況を迅速に伝えるこ

とを目的とする「見守

り新鮮情報」のメール

マガジン発行及びウェ

ブサイトへの掲載など

によって、高齢者・障害

者等を含めたより広い

国民や全国の消費生活

センター等に必要な情

報が行き渡るよう取り

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ウェブサイト、出

版物等による情報提

供 

相談事業や商品テス

ト事業において分析

し、取りまとめた情報

を活用して、ウェブサ

イト、出版物等を通じ

て国民生活の諸問題に

係る情報を適時適切に

国民に提供する。また、

消費者問題に関する専

門的情報を編集したウ

ェブ版「国民生活」のウ

ェブサイトへの掲載、

消費者トラブル対策に

役立つ情報をコンパク

トにまとめた年１回発

行の冊子「くらしの豆

知識」の販売推進（電子

書籍版、無料の視覚障

害者向け録音図書「デ

イジー版くらしの豆知

識」の配布推進を含

む。）、高齢者・障害者

等に最新の消費者被害

状況を迅速に伝えるこ

とを目的とする「見守

り新鮮情報」のメール

マガジン発行及びウェ

ブサイトへの掲載など

によって、高齢者・障害

者等を含めたより広い

国民や全国の消費生活

センター等に必要な情

報が行き渡るよう取り

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ウェブサイト、出

版物等による情報提

供 

相談事業や商品テス

ト事業において分析

し、取りまとめた情報

を活用して、ウェブサ

イト、出版物等を通じ

て国民生活の諸問題に

係る情報を適時適切に

国民に提供する。また、

消費者問題に関する専

門的情報を編集したウ

ェブ版「国民生活」のウ

ェブサイトへの掲載、

消費者トラブル対策に

役立つ情報をコンパク

トにまとめた年１回発

行の冊子「くらしの豆

知識」の販売推進（電子

書籍版、無料の視覚障

害者向け録音図書「デ

イジー版くらしの豆知

識」の配布推進を含

む。）、高齢者・障害者

等に最新の消費者被害

状況を迅速に伝えるこ

とを目的とする「見守

り新鮮情報」のメール

マガジン発行及びウェ

ブサイトへの掲載など

によって、高齢者・障害

者等を含めたより広い

国民や全国の消費生活

センター等に必要な情

報が行き渡るよう取り

部数（令和３年度実績：

195,422部） 

 

④ 

・災害等関連情報の提供

件数（令和３年度実績：

31件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ウェブサイト、出版物等による情報提供 

イ．ウェブサイト 

・ ウェブサイト 

 相談事業や商品テスト事業において分析し、

取りまとめた情報等を活用してウェブサイト

に掲載するに当たり、障害者に配慮したコンテ

ンツを提供するためのウェブアクセシビリテ

ィ対応を日々実施した。令和６年度は総務省よ

りウェブアクセシビリティに関する講義への

講師出演依頼を受け、職員が対応した。 

ウェブサイト来訪者の利便性向上のため、ウ

ェブサイト上の表記や公表情報などの見せ方

等のばらつきの修正を順次行い、改善を行っ

た。 

また、記事の掲載期間のルールに従い、「新

鮮で正確な情報を迅速に提供する」というウェ

ブサイトの目的に沿うよう、掲載記事の整理を

実施した。 

・ ウェブ版「国民生活」 

消費者問題の専門情報誌として毎月１回ウ

ェブ版「国民生活」のコンテンツを作成し、年

間 12本ウェブサイトへ掲載した。 

前年度末に読者アンケートを実施し、取り上

げて欲しいテーマ等についての意見や要望を

令和６年度の誌面に反映した。 

（連載記事：３本、特集・単発記事：24本） 

取り上げて欲しいテーマとして多かったも

のは、「法律」「悪質商法、手口等」「情報通

信」「若者に多い相談・トラブル」「高齢者に

多い相談・トラブル」など。 

 （特集・連載・単発記事等の例） 

  ・誌上法学講座（刑法、多重債務） 

・新社会人の消費者力ＵＰ！－消費者トラ

ブル事例とクーリング・オフ－ 

・資産形成の落とし穴－投資話にだまされ

ないために－ 

載を含む）に 176 回、テレビ・

ラジオ（ＮＨＫ及び在京キー

局）に 84回、地方紙（ネット

掲載含む）に 849回取り上げら

れるなど、それぞれ基準値（令

和３年度実績値）を倍以上、上

回る実績となった。 

 

② ウェブサイト、出版物等によ

る情報提供 

・ ウェブアクセシビリティに

対するセンターの取組が評価

され、令和５年度に総務省の

「みんなの公共サイト運用ガ

イドライン」（2024 年版）の中

で、好取組事例として紹介さ

れたところであるが、その後

も着実に実施した結果、令和

６年度には総務省よりウェブ

アクセシビリティに関する講

義への講師出演依頼につなが

り、職員が対応した。 

・ ウェブ版「国民生活」につい

ては、読者アンケートを実施

し、取り上げてほしいテーマ

や意見、要望を聞き、これらを

誌面に反映することによっ

て、より満足度の高い誌面作

りを行った結果、達成目標を

上回る読者満足度「4.5」を得

た。加えて、消費生活センター

等への個別ヒアリングも行

い、利用実態や編集企画への

要望等に関する情報を収集す

ることによって、読者のニー

ズ把握に努め、より良い誌面

の作成につなげた。 

また、ウェブサイトのアク

セス数を増やすための工夫も

積極的に実施し、ＳＮＳ

（Facebook、Ｘ、LINE）に掲載

記事の案内を投稿するなどし

た結果、前年度のアクセス数

の 138％に達するアクセスを

得ることができた。 

 ・ 「見守り新鮮情報」について

は、ＳＮＳを活用しながら広

く国民や全国の消費生活セン

ター等の関係者に必要な情報

を行き渡らせることができ

た。 
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組む。 

 

【指標】 

・ウェブ版「国民生活」

読者へのアンケート

結果 ５段階評価中

平均４以上 

・「くらしの豆知識」購

入者へのアンケート

結果 ５段階評価中

平均４以上 

 

【目標水準の考え方】 

毎月発行するウェブ

版「国民生活」を着実に

作成し、ウェブサイト

へ掲載する。その際、重

要なテーマに関する特

集を組むなど時宜に応

じた編集の工夫を行

い、その内容の有用性

を広く国民に周知する

とともに、特集記事等

の内容に対し読者の満

足度を測る項目をアン

ケートに盛り込み、５

段階評価で平均４以上

の読者評価が得られる

ことを目標とする。「く

らしの豆知識」につい

ても、アンケートにお

いて購入者の満足度を

測る項目を 

盛り込み、５段階評

価で平均４以上の購入

者評価が得られること

を目標 

とする。 

 

【関連指標】 

・ウェブ版「国民生活」

全記事総アクセス数

（令和３年度実績：

5,083,684 

件） 

・「くらしの豆知識」販

売部数（令和３年度

実績：195,422部） 

 

 

 

組む。 

令和６年度補正予算

（第１号）により追加

的に措置された運営費

交付金については、地

方公共団体の利便の向

上にも資するようなウ

ェブサイト改修のため

に活用する。 

 

【指標】 

・ウェブ版「国民生活」

読者へのアンケート

結果 ５段階評価中

平均４以上 

・「くらしの豆知識」購

入者へのアンケート

結果 ５段階評価中

平均４以上 

 

【関連指標】 

・ウェブ版「国民生活」

全記事総アクセス数

（令和３年度実績：

5,083,684件） 

・「くらしの豆知識」販

売部数（令和３年度

実績：195,422部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組む。 

令和６年度補正予算

（第１号）により追加

的に措置された運営費

交付金については、地

方公共団体の利便の向

上にも資するようなウ

ェブサイト改修のため

に活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＳＮＳをきっかけとした消費者トラブル

の現状と対策 

・子どもとデジタル社会 

  ・若者への金融経済教育を考える 

・なくならない高齢者への過量販売 

                 など 

 

過去の発行号における記事の掲載期間を短

縮した影響等により、アクセス数の減少が続い

ていたが、全記事の総アクセス数は 4,208,723

件（前年度のアクセス数の 138％）となった。 

消費生活センター等及び消費者団体を対象

とした読者アンケートを実施し、満足度につい

て５段階評価で「4.5」を得た。また、取り上

げてほしいテーマ等についての意見や要望を

聞き誌面に反映した。 

 

・ 「見守り新鮮情報」を、相談情報や事故情報・

商品テスト等を活用してテーマを選定し、29

回発行した。メールマガジンの配信やウェブサ

イトへの掲載のほか、定期購入等、その時々で

増加しているトラブルについて取り上げた。ま

た、「見守り新鮮情報」の発行に合わせて

Facebook やＸ、LINE で積極的に発行のお知ら

せを発信した。 

 

ロ．出版物等 

・ ウェブ版「国民生活」 

消費者問題の専門情報誌として毎月１回ウ

ェブ版「国民生活」のコンテンツを作成し、年

間 12本ウェブサイトへ掲載した。 

加えて、消費生活センター等への個別ヒアリ

ングを行い、利用実態や編集企画への要望等に

関する情報収集に努めた。 

また、読者ニーズの高かった連載（2022年６

月号～2023年 10月号）「多様化・重層化する

キャッシュレス決済」を書籍化した、いわゆる

「ムック本」を 12月に発行・発売した。 

 

※詳細は【資料３】参照 

 

・ 「くらしの豆知識」 

2025 年版「くらしの豆知識」を９月に発行

した。 

特集は、前年度テーマの「デジタル社会を生

きる」を拡充し新たな視点を加えた「知ってお

きたいデジタル社会―潜むリスクと生き抜く

知恵」とした。 

色覚障害者を含めより多くの人に見やすい

配色の誌面とするため、発行に当たり、引き続

きＮＰＯ法人カラーユニバーサルデザイン機

 ・ 「くらしの豆知識」において

は、執筆者の協力も得ながら、

消費者トラブルに関する情報

等を分かりやすく冊子にまと

めた結果、購入者アンケート

では、達成目標を上回る購入

者満足度「4.8」を得た。 

また、従来の書店に加え、電

子書籍版を 15のサイトで販売

しているほか、新たにネット

書店（楽天ブックス、ヨドバ

シ・ドット・コム、Amazon）で

の販売を実施し、より多くの

方に冊子を手にしてもらえる

よう努めた。 

さらに、販路の拡大の観点

から、大学や高校等での活用

を想定し、若年層に必要な知

識や事例などをコンパクトに

まとめた「セレクト版」を初め

て作成した。 

「セレクト版」は、埼玉県教

育委員会の高校教育指導課が

主催する県下県立高校の家庭

科教員対象の会議において紹

介されたほか、全国大学生協

連通常総会のブース出展にて

見本誌やチラシの展示等を実

施するなど、積極的なＰＲを

実施した。 

・ ＳＮＳによる情報発信につ

いては、３種類のＳＮＳ

（Facebook、Ｘ、LINE）を利用

し、年間を通じて随時積極的

に情報発信を行った結果、特

にＸでは昨年度（196 回）の

1.24 倍の投稿数となったこと

に加え、フォロワー数は、令和 

５年度末時点と比べ、3,000人

以上増加した。 

  また、公式 YouTubeチャンネ

ルにおいても、悪質商法や製

品事故などについて国民に分

かりやすく伝える動画制作に

努めた結果、昨年度を大幅に

上回る延べ再生数となり、チ

ャンネル登録者数も令和５年

度末時点と比べて約２倍にま

で増加した。 

  こうした情報発信ツールを

用いることによって、関連す
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構の「ＣＵＤ（カラーユニバーサルデザイン）

マーク」の認証を取得した。 

また、2025年版「くらしの豆知識」のデイジ

ー版を作成し、全国の消費生活センター等及び

点字図書館等にＣＤ1,316 部を配布するとと

もに、国立国会図書館視覚障害者等用データ送

信サービスに登録した。 

自治体による購入のほか、一般には書店に加

え、ネット書店での販売、電子書籍（15 サイ

ト）の販売を行った。 

「くらしの豆知識」（紙媒体）の販売部数は、

令和６年度末で 165,286 部（令和 5 年度末

175,658 部）であった。 

 

本誌の購入団体等にアンケートを実施した

ところ、満足度については５段階評価で「4.8」

を得た。 

 

前年度に試行として作成した「若者版」のユ

ーザー調査結果を踏まえ、2025 年版「くらし

の豆知識」の記事のうち、若者向けの記事をピ

ックアップした別エディションとして「セレク

ト版」を発行した。 

 

※詳細は【資料４】参照 

 

ハ．ＳＮＳ等による情報発信 

３種類のＳＮＳ（Facebook、Ｘ、LINE）を利

用し、随時積極的に情報発信を行った。 

  相談事業や商品テスト事業において分析し、

取りまとめた発表情報はもちろんのこと、自然

災害時の悪質商法、年末年始の子どもの事故防

止など、過去に発信した情報を時宜に応じて再

発信するなど、ＳＮＳでも積極的な情報提供を

行った。 

  Facebookでの発信：142回 

  Ｘでの発信：243回 

  LINEでの発信：140回 

なお、２月 22 日付で、国民生活センターの

Ｘの公式アカウントがＸの運営会社よりグレ

ーチェック（政府機関認定アカウント）の認定

を受けた。 

また、新たな取組として、令和５年９月に開

設した公式 YouTube チャンネルを引き続き活

用し、令和６年度は 42 本の動画を掲載した。

再生回数については、昨年度の約２倍となる延

べ約 17万回となった（昨年度 8.6万回再生）

ほか、令和６年度末時点のチャンネル登録者数

も令和５年度末と比して約２倍となった。さら

に「全国消費者フォーラム」のアーカイブ配信

や「消費生活相談員資格試験」のＰＲ動画の配

る他の情報へのアクセスにも

つながり、センターの情報を

より効果的に発信することに

つながった。 

 そのほか、新たな取組とし

て「全国消費者フォーラム」

（当センター主催）のアーカ

イブ配信や「消費生活相談員

資格試験」（国家資格）のＰＲ

動画の配信を行うなど、セン

ターの取組に関する情報発信

を積極的に実施した。このう

ち、アーカイブ配信について

は、約 1,500回再生され、国民

生活の諸問題に係る情報を適

時適切に国民に提供すること

ができた。 

 

③ 消費者庁が行う注意喚起への

協力 

「中央省庁からの情報」コ

ーナーで、消費者庁が行った

注意喚起情報 453件、他省庁が

行った注意喚起情報 385 件を

ウェブサイトで紹介し、メー

ルマガジン等でも周知した。 

 

④ 災害時、消費者事故発生時そ

の他の緊急時等における情報提

供 

  災害時、緊急時に迅速に情

報提供ができるよう、情報提

供に当たっての業務フローや

体制を整えているところ、令

和６年度においては、新紙幣

発行直前に新紙幣に関する注

意喚起をウェブサイトに掲載

したほか、能登半島地震に関

連する注意喚起の掲載も引き

続き実施するなど、基準値（令

和３年度実績値）の約２倍に

上る対応を行った。 

 

上述のとおり令和６年度

は、報道機関等を通じた情報

提供において、国民の情報収

集手段の多様化という時代の

変化を適切にとらえるため、

新聞、テレビといった既存メ

ディアの活用を引き続き重視

しつつ、国民各層の利用が進
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③ 消費者庁が行う注

意喚起への協力 

消費者庁が行う注意

喚起について、消費者

の行動の変化に応じて

可能な限りの媒体を利

用して消費者に情報提

供する。 

 

④ 災害時、消費者事

故発生時その他の緊

急時等における情報

提供 

消費者基本計画で

は、災害時に一時的に

ぜい弱性が増大する被

災者が悪質商法による

被害に遭わないよう、

一人一人に届く情報発

信の仕組みを構築する

とともに、全ての消費

者に対し苦情処理や紛

争解決に資する専門的

知見に基づくサポート

を行うため、ＳＮＳ・Ａ

Ｉ等のＩＣＴを活用し

た情報提供等を求めて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 消費者庁が行う注

意喚起への協力 

消費者庁が行う注意

喚起について、消費者

の行動の変化に応じて

可能な限りの媒体を利

用して消費者に情報提

供する。 

 

④ 災害時、消費者事

故発生時その他の緊

急時等における情報

提供 

消費者基本計画で

は、災害時に一時的に

ぜい弱性が増大する被

災者が悪質商法による

被害に遭わないよう、

一人一人に届く情報発

信の仕組みを構築する

とともに、全ての消費

者に対し苦情処理や紛

争解決に資する専門的

知見に基づくサポート

を行うため、ＳＮＳ・Ａ

Ｉ等のＩＣＴを活用し

た情報提供等を求めて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 消費者庁が行う注

意喚起への協力 

消費者庁が行う注意

喚起について、消費者

の行動の変化に応じて

可能な限りの媒体を利

用して消費者に情報提

供する。 

 

④ 災害時、消費者事

故発生時その他の緊

急時等における情報

提供 

消費者基本計画で

は、災害時に一時的に

ぜい弱性が増大する被

災者が悪質商法による

被害に遭わないよう、

一人一人に届く情報発

信の仕組みを構築する

とともに、全ての消費

者に対し苦情処理や紛

争解決に資する専門的

知見に基づくサポート

を行うため、ＳＮＳ・Ａ

Ｉ等のＩＣＴを活用し

た情報提供等を求めて

いる。 

信などにも取り組んだ。このうち、アーカイブ

配信については、第１分科会、第２分科会、ポ

スターセッションおよび全体会の３本の動画

で約 1,500回視聴された。 

 

  商品テスト動画：18本 

  啓発動画等：11本（「見守り新鮮情報」等を

基にしたショート動画、注意喚起に

係るショート動画等含む） 

  アーカイブ配信：３本  

資格試験受験等案内：２本 

限定公開：８本 

  登録者数：1,860人（令和７年３月末） 

 

ニ．次期ホームページシステム更改 

令和６年度補正予算（第１号）が追加的に措

置され、次期ホームページシステムの運用を令

和８年 10 月１日より開始するスケジュールで

調達の準備を進めることとなった。当センター

ウェブサイトのリニューアルに向けて、調達仕

様書や要件定義書を作成する準備を行った。 

 

 

③ 消費者庁が行う注意喚起への協力 

「中央省庁からの情報」コーナーで、消費者

庁が行った注意喚起情報を 453件、他省庁が行

った注意喚起情報を 385件紹介した。 

 

 

 

 

 

④ 災害時、消費者事故発生時その他の緊急時等

における情報提供 

 ・ 自然災害等の発生直後に便乗商法が発生す

ることが多いことから、より迅速に情報発信

することで被害の未然防止・拡大防止を図る

ため、既存の公表情報（「見守り新鮮情報」

や「子ども・若者サポート情報」、動画等）

も活用してＳＮＳで発信を行うなど、年間

59件情報提供した。 

加えて、７月３日の新紙幣発行に当たって

は、「旧紙幣は使えなくなる」「新紙幣と交換

する」などと紙幣をだまし取る事例の発生が

予想されたことから、新紙幣発行前の７月１

日に、新紙幣に関する注意喚起を当センター

ウェブサイトに掲載した。 

  また、令和６年１月に発生した能登半島地

震の被災者に対する、消費者庁や国土交通省

等の関係省庁や住宅リフォーム・紛争処理支

援センター等の関係機関における相談窓口

の情報、及び当センターが実施した「能登半

むＳＮＳも活用した情報発信

の工夫を行った。 

また、ウェブサイト、出版物

等による情報提供において

は、閲覧者や読者のニーズを

踏まえ、ウェブサイトのアク

セス数を増加させる工夫を行

うとともに、「くらしの豆知

識」について若年層向けの「セ

レクト版」を新刊として発行

するなど、新たな試みを積極

的に実施した。 

さらに、災害時、消費者事故

発生時その他の緊急時等にお

ける情報提供においては、Ｓ

ＮＳを活用して情報発信回数

を大幅に増やすなどの取組を

行った。 

 

これらを踏まえ、Ａと評価す

る。 

 

＜課題と対応＞ 

   引き続き、報道機関等を通

じた情報提供を積極的に行

い、国民への情報提供を広く

迅速に行う。 

   また、ウェブサイト、ＳＮ

Ｓ、出版物等による情報提供

にも積極的に取り組み、相談

事業や商品テスト事業におい

て分析し、取りまとめた国民

生活の諸問題に係る情報や広

報部のオリジナル情報を適時

適切に提供する。 

   加えて、ウェブ版「国民生

活」のアクセス数の減少が続

いていたことから、掲載日の

ほか掲載後もＳＮＳによる発

信を積極的に実施し、令和６

年度はアクセス数が増加した

ことから、引き続きアクセス

数を増やす取組を実施する。 
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これらを踏まえ、災

害発生又は消費者事故

発生により収集した情

報、相談事業において

緊急対応で設置した特

設電話相談や都道府県

では相談対応が困難な

事例に関する特設電話

相談等により収集した

情報を、ウェブサイト・

ＳＮＳ等を通じて適時

適切に提供する。 

 

  

【関連指標】 

・災害等関連情報の提

供件数（令和３年度

実績：31件） 

 

これらを踏まえ、災

害発生又は消費者事故

発生により収集した情

報、相談事業において

緊急対応で設置した特

設電話相談や都道府県

では相談対応が困難な

事例に関する特設電話

相談等により収集した

情報を、ウェブサイト・

ＳＮＳ等を通じて適時

適切に提供する。 

 

 

【関連指標】 

・災害等関連情報の提

供件数（令和３年度

実績：31件） 

これらを踏まえ、災

害発生又は消費者事故

発生により収集した情

報、相談事業において

緊急対応で設置した特

設電話相談や都道府県

では相談対応が困難な

事例に関する特設電話

相談等により収集した

情報を、ウェブサイト・

ＳＮＳ等を通じて適時

適切に提供する。 

島地震関連 消費者ホットライン」につい

て、令和６年度も引き続き、ウェブサイト・

ＳＮＳ等を通じて適時適切に情報提供した。 

 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【２】 

１.広報事業 （２）消費者教育の推進に関する情報の提供 

関連する政策・施策 「消費者基本計画」（令和２年３月 31日閣議決定）（令和３年６月 15日改定） 当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

「独立行政法人国民生活センター法」（平成 14年法律第 123号）第３条、第 10条第１号 

「消費者基本法」（昭和 43年法律第 78号）第 25条   

当該項目の重要度、難易 

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（令和３年度

実績値） 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度  令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

「見守り新鮮情報」

メールマガジン 

登録者数 

 

 

22,909人以上 － 23,459人 23,623人    予算額（千円） 202,927 232,891    

ウェブサイトにお

ける先進的な取組

専用ページの更新

回数 

13回以上 － 24回 24回    決算額（千円） 196,095 198,786    

相談情報等を活用

した「見守り新鮮

情報」発行回数 

28回以上 － 31回 29回    経常費用（千円） 203,176 201,796    

「見守り新鮮情

報」（メールマガ

ジン）発行回数 

－ 29回 31回 29回    経常損益（千円） 9,138 4,187    

録音図書「デイジ

ー版くらしの豆知

識」作成部数 

－ 1,310部 1,310部 1,316部    
行政コスト 

（千円） 
203,176 201,796    

ウェブ版「国民生

活」における先進的

な取組の紹介回数 

－ 12回 12回 12回    従事人員数 12 14    

              

 

  

第１．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

14 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 「消費者教育の推進

に関する法律」（平成24

年法律第61号。以下「消

費者教育推進法」とい

う。）及び変更中の「消

費者教育の推進に関す

る基本的な方針」（平成

25年６月 28日閣議決

定。以下「消費者教育推

進基本方針」という。）

を踏まえ、消費者教育

の推進に関する以下の

取組を実施する。 

 

 

 

 

① 高齢者、障害者等

及びこれらの者への

支援を行う関係者等

への情報提供 

消費者教育推進法第

13条第１項の規定及び

消費者教育推進基本方

針に基づき、センター

は、地域において高齢

者、障害者等に対する

消費者教育が適切に行

われるようにするた

め、「見守り新鮮情報」

等の情報提供につい

て、センターのウェブ

サイトや、センターが

主催又は参加する各種

フォーラムやイベン

ト、講演会、研修等の

様々な場で積極的に紹

介し、登録を呼び掛け

るものとする。さらに、

消費者庁が開催する

「高齢消費者・障害消

費者見守りネットワー

ク連絡協議会」構成員

及び地方公共団体に対

して行うほか、消費者

庁と連携し、消費者安

全法に基づく「消費者

「消費者教育の推進

に関する法律」（平成24

年法律第61号。以下「消

費者教育推進法」とい

う。）及び「消費者教育

の推進に関する基本的

な方針」（平成25年６月

28日閣議決定。平成30

年３月20日変更。令和

５年３月中に２回目の

変更を予定。以下「消費

者教育推進基本方針」

という。）を踏まえ、消

費者教育の推進に関す

る以下の取組を実施す

る。 

 

① 高齢者、障害者等

及びこれらの者への

支援を行う関係者等

への情報提供 

消費者教育推進法第

13 条第１項の規定及び

消費者教育推進基本方

針に基づき、センター

は、地域において高齢

者、障害者等に対する

消費者教育が適切に行

われるようにするた

め、「見守り新鮮情報」

等の情報提供につい

て、センターのウェブ

サイトや、センターが

主催又は参加する各種

フォーラムやイベン

ト、講演会、研修等の

様々な場で積極的に紹

介し、登録を呼び掛け

るものとする。さらに、

消費者庁が開催する

「高齢消費者・障害消

費者見守りネットワー

ク連絡協議会」構成員

及び地方公共団体に対

して行うほか、消費者

庁と連携し、消費者安

全法に基づく「消費者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 高齢者、障害者等

及びこれらの者への

支援を行う関係者等

への情報提供 

消費者教育推進法第

13 条第１項の規定及び

消費者教育推進基本方

針に基づき、センター

は、地域において高齢

者、障害者等に対する

消費者教育が適切に行

われるようにするた

め、「見守り新鮮情報」

等の情報提供につい

て、センターのウェブ

サイトや、センターが

主催又は参加する各種

フォーラムやイベン

ト、講演会、研修等の

様々な場で積極的に紹

介し、登録を呼び掛け

るものとする。さらに、

消費者庁が開催する

「高齢消費者・障害消

費者見守りネットワー

ク連絡協議会」構成員

及び地方公共団体に対

して行うほか、消費者

庁と連携し、消費者安

全法に基づく「消費者

＜指標＞ 

① 

・「見守り新鮮情報」（メ

ールマガジン）登録者

数 

② 

・ウェブサイトにおける

先進的な取組専用ペー

ジの更新回数 

③ 

・相談情報等を活用した

「見守り新鮮情報」発

行回数 

 

＜関連指標＞ 

① 

・「見守り新鮮情報（メー

ルマガジン）発行回数 

（令和３年度実績：29回） 

・録音図書「デイジー版く

らしの豆知識」作成部

数（令和３年度実績：

1,310部） 

② 

・ウェブ版「国民生活」に

おける先進的な取組の

紹介回数（令和３年度

実績：12回） 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 高齢者、障害者等及びこれらの者への支援を

行う関係者等への情報提供 

 ・ 地域において高齢者、障害者等に対する消

費者教育が適切に行われるようにするため、

「見守り新鮮情報」等の情報提供について、

東京都主催の｢見て、聞いて、話そう！交流

フェスタ 2024｣（令和６年 10 月 25 日、26

日）、文部科学省主催の「消費者教育フェス

タ」（令和６年 12月 10日）において、「見

守り新鮮情報」をはじめとした、展示やチラ

シの配布等を行うなど積極的に紹介し、メー

ルマガジン配信の登録を呼び掛けた。 

・ メールマガジン「見守り新鮮情報」の登録

者数は令和６年度末で 23,623人 であった。 

・ 消費者庁が開催する「高齢消費者・障害消

費者見守りネットワーク連絡協議会」構成員

32 機関・36 名及び地方公共団体に対して、

「見守り新鮮情報」で 29 回の情報提供を行

った。 

・ センターの情報が高齢者、障害者等に到達

しやすくなるようにするための情報提供の

方法について、令和５年度は、令和４年度に

実施したメールマガジンの利用者へのアン

ケート結果及び報告書等を分析し、効果的な

周知方法の検討を実施したところであるが、

令和６年度はこれらを踏まえ、既存のメール

マガジン以外の方法として、国民各層におい

て利用が急拡大している YouTubeに、「見守

り新鮮情報」「子ども・若者サポート情報」

のリーフレット等をベースしたショート動

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

 

① 高齢者、障害者等及びこれら

の者への支援を行う関係者等へ

の情報提供 

・「見守り新鮮情報」を地域の関

係者に確実に届け、活用を促進

するため、他団体主催のイベン

トでの展示やチラシの配布、イ

ベント参加者との交流を図るな

どして、積極的にメールマガジ

ン配信の登録を呼び掛けた。こ

のような地道なＰＲ活動の結

果、メールマガジン「見守り新

鮮情報」の登録者数は令和６年

度末において 23,623人となり、

目標水準値の 22,909人（平成 30

年度～令和３年度の平均）以上

の登録者数を達成できた。 

・ メールマガジン以外の方法と

して、YouTube を活用したショ

ート動画（１分程度）の制作投

稿を試行的に実施した。想定よ

りも前倒しで実施することによ

り、「見守り新鮮情報」「子ども・

若者サポート情報」の周知拡大

につなげた。 

・ その他、2025年版「くらしの

豆知識」のデイジー版ＣＤの作

成、全国の消費生活センター等

及び点字図書館等への配布、国

立国会図書館視覚障害者等用デ

ータ送信サービスへの登録、在

留外国人向けリーフレットの作

成、配布、ウェブサイト及びＳ

ＮＳでの情報発信を着実に実施

した。 

在留外国人向けリーフレッ

トについては、関係団体への周

知を積極的に行い、その結果、

例えば、国立大学から「１年生

の留学生に消費者教育の講義

で使いたい」との問合せをいた

だくなど、情報提供先での活用

につなげた。 

  このような取組を通じて、

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 
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安全確保地域協議会」

（見守りネットワー

ク）構成員や民生委員

協議会・社会福祉協議

会・介護福祉士の活動

組織等の支援機関及び

その構成員に対し、消

費生活センター等を経

由して情報の提供を行

うことなどにより、セ

ンターの情報が高齢

者、障害者等に到達し

やすくなるよう積極的

な広報活動に努める。 

さらに、センターの

情報が高齢者、障害者

等に到達しやすくなる

ようにするための情報

提供の方法について、

既存のメールマガジン

以外の方法も検討し、

目標期間中に適宜実施

していくものとする。 

 

【指標】 

・「見守り新鮮情報」（メ

ールマガジン）登録

者数 

 

【目標水準の考え方】 

「見守り新鮮情報」

（メールマガジン）に

ついても「国民生活」と

同様に、その内容がよ

り多くの人に認識さ

れ、より多くの人に読

まれることに意義があ

ることから、発行回数

そのものを単に増加さ

せることよりも、発行

されたものがより多く

の人に読まれるよう、

登録者数を着実に増加

させることを重視する

目標とし、22,909人（平

成30年度～令和３年度

の平均）以上の登録者

数とする。 

 

【関連指標】 

・「見守り新鮮情報」（メ

安全確保地域協議会」

（見守りネットワー

ク）構成員や民生委員

協議会・社会福祉協議

会・介護福祉士の活動

組織等の支援機関及び

その構成員に対し、消

費生活センター等を経

由して情報の提供を行

うことなどにより、セ

ンターの情報が高齢

者、障害者等に到達し

やすくなるよう積極的

な広報活動に努める。 

さらに、センターの

情報が高齢者、障害者

等に到達しやすくなる

ようにするための情報

提供の方法について、

既存のメールマガジン

以外の方法も検討し、

目標期間中に適宜実施

していくものとする。 

 

【指標】 

・「見守り新鮮情報」（メ

ールマガジン）登録

者数 

 

【関連指標】 

・「見守り新鮮情報」（メ

ールマガジン）発行

回数（令和３年度実

績：29回） 

・録音図書「デイジー版

くらしの豆知識」作

成部数（令和３年度

実績：1,310部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全確保地域協議会」

（見守りネットワー

ク）構成員や民生委員

協議会・社会福祉協議

会・介護福祉士の活動

組織等の支援機関及び

その構成員に対し、消

費生活センター等を経

由して情報の提供を行

うことなどにより、セ

ンターの情報が高齢

者、障害者等に到達し

やすくなるよう積極的

な広報活動に努める。 

さらに、センターの

情報が高齢者、障害者

等に到達しやすくなる

ようにするための情報

提供の方法について、

既存のメールマガジン

以外の方法も検討し、

適宜実施する。 

令和６年度において

は、高齢者が行う情報

収集に関する動向やメ

ールマガジンの利用者

へのアンケート結果の

情報などを参考に、効

果的な周知方法を引き

続き検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画（１分程度）を制作して投稿することで、

「見守り新鮮情報」「子ども・若者サポート

情報」を知るきっかけにしてもらい、当セン

ターのウェブサイトの関連記事への遷移を

促す方法を試行して実施した。 

・ その他の取組として、2025年版「くらしの

豆知識」のデイジー版ＣＤを 1,316 部作成

し、全国の消費生活センター等及び点字図書

館等へ配布するとともに、国立国会図書館視

覚障害者等用データ送信サービスに登録し

た。 

・ その他の更なる取組として、地方消費者行

政の在留外国人支援に資するため、在留外国

人に比較的多くみられる消費者トラブルを

題材にし、トラブル防止を目的としたリーフ

レットを作成している。令和６年度は、「電

力契約の切り替えを迫る手口に注意！」をテ

ーマとして 10言語（英語、中国語（簡体字、

繁体字）、韓国語、タイ語、ベトナム語、ポ

ルトガル語、タガログ語、スペイン語、日本

語）で作成し、ウェブサイトへ掲載するとと

もに、全国の消費生活センター等にも案内し

た。 

  ウェブサイト掲載後には、FacebookやＸ、

LINE にて発信したほか、外国人総合相談セ

ンター、ＮＰＯ法人国際留学生協会、（一財）

日本語教育振興協会（日本語教育学校の組

織）等に周知した。また、新たに消費者庁の

消費者教育ポータルサイトへの掲載、東京都

多文化共生ポータルサイトに登録されてい

る国際交流協会、外国人支援団体等（計 233

か所）への周知を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様々な特性を持つ消費者に対

して、積極的な広報活動を展

開した。 

 

② 消費者教育の推進に関する先

進的な取組の情報提供 

・ ウェブ版「国民生活」は時宜

を得たテーマを選定し着実に

発行した。３月号では連載 130

回を記念して、消費者庁消費者

教育推進課に「学校や地域での

消費者教育の実践・取組の推進

に向けて」というテーマで寄稿

いただき、消費者教育について

分かりやすく情報提供するこ

とにつなげた。 

・ ウェブサイトにおける、消費

者教育用教材や消費生活セン

ター等の取組紹介の更新頻度

を令和５年度より月１回から

２回に倍増させ、令和６年度も

この頻度を維持し 24 回実施し

た。 

・ ＳＮＳによる 188（消費者ホ

ットライン）の広報を積極的に

行った。 

 

③ 消費生活相談実例等の消費者

教育への活用 

・ 「見守り新鮮情報」を、相

談情報や事故情報・商品テス

ト等を活用してテーマを選定

し、29回発行した。 

・ 18歳前後の若者に直接情報

を届ける取組（「若者向け情

報提供シリーズ」）として、

啓発対象とする世代の利用が

多い Instagramでの広告動画

配信を新たに行い、令和７年

２月 27日～３月 18日の 20日

間の配信で、動画再生回数

708,995回を達成した。 

・ 令和５年９月に開設した公式

YouTube チャンネルの活用につ

いては、令和６年度は新たに

「見守り新鮮情報」「子ども・

若者サポート情報」のリーフレ

ット等をベースに、読み上げソ

フトを用いたショート動画を

制作し投稿するなど、センター

の情報発信ツールとして新た
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ールマガジン）発行

回数（令和３年度実

績：29回） 

・録音図書「デイジー版

くらしの豆知識」作

成部数（令和３年度

実績：1,310部） 

 

② 消費者教育の推進

に関する先進的な取

組の情報提供 

消費者教育推進法第

18条第１項の規定及び

消費者教育推進基本方

針に基づき、センター

は、学校、地域、家庭、

職域その他の様々な場

において行われている

消費者教育に関する先

進的な取組の情報を提

供するため、ウェブサ

イトにおける先進的な

取組専用ページへの掲

載を積極的に行う。さ

らに、若者向けの取組

として、若者が慣れ親

しむＳＮＳ（ソーシャ

ル・ネットワーキング・

サービス）を活用した

188（消費者ホットライ

ン）の広報を積極的に

行う。 

 

【指標】 

・ウェブサイトにおけ

る先進的な取組専用

ページの更新回数 

 

【目標水準の考え方】 

学校、地域、家庭、職

域その他の様々な場に

おいて行われている消

費者教育に関する先進

的な取組の情報を提供

することは重要である

ことから、ウェブサイ

トにおける先進的な取

組専用ページの更新回

数を目標とし、13回（平

成30年度～令和３年度

の平均）以上の更新を

 

 

 

 

 

 

 

 

② 消費者教育の推進

に関する先進的な取

組の情報提供 

消費者教育推進法第

18条第１項の規定及び

消費者教育推進基本方

針に基づき、センター

は、学校、地域、家庭、

職域その他の様々な場

において行われている

消費者教育に関する先

進的な取組の情報を提

供するため、ウェブサ

イトにおける先進的な

取組専用ページへの掲

載を積極的に行う。さ

らに、若者向けの取組

として、若者が慣れ親

しむＳＮＳ（ソーシャ

ル・ネットワーキング・

サービス）を活用した

188（消費者ホットライ

ン）の広報を積極的に

行う。 

 

【指標】 

・ウェブサイトにお 

ける先進的な取組専

用ページの更新回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 消費者教育の推進

に関する先進的な取

組の情報提供 

消費者教育推進法第

18条第１項の規定及び

消費者教育推進基本方

針に基づき、センター

は、学校、地域、家庭、

職域その他の様々な場

において行われている

消費者教育に関する先

進的な取組の情報を提

供するため、ウェブサ

イトにおける先進的な

取組専用ページへの掲

載を積極的に行う。さ

らに、若者向けの取組

として、若者が慣れ親

しむＳＮＳ（ソーシャ

ル・ネットワーキング・

サービス）を活用した

188（消費者ホットライ

ン）の広報を積極的に

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 消費者教育の推進に関する先進的な取組の

情報提供 

・ ウェブ版「国民生活」の「消費者教育実践

事例集」のコーナーに、多様な担い手による

意欲的かつ実践的な消費者教育の取組例を

年間 12回掲載した。 

掲載内容は、日本弁護士連合会の消費者教

育推進懇談会（メンバーは、弁護士、関係省

庁、消費者団体、大学教員等の消費者教育関

係者）等に周知した。 

・ ウェブサイトにおける、消費者教育用教材

や消費生活センター等の取組紹介の更新頻

度を令和５年度より月１回から２回に倍増

させ、令和６年度もこの頻度を維持し 24 回

実施した。 

・ ＳＮＳによる 188（消費者ホットライン）

の広報を積極的に行った。 

Facebookにおける 188の周知 

    142回の投稿中 61回 

Ｘにおける 188の周知 

    243回の投稿中 67回 

   LINEにおける 188の周知 

    140回の投稿中 61回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

な取組を加えながら、公式

YouTube チャンネルの活用の幅

を拡げ、より多くの国民に対

し、啓発情報等をダイレクトに

届けることができた。 

 

 

これらを踏まえ、Ａと評価す

る。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、高齢者、障害者等及

びこれらの者への支援を行う関

係者等への情報提供を積極的に

行う。 

また、消費者教育の推進に関

する先進的な取組の情報提供を

継続的に実施するとともに、消

費生活相談実例等の消費者教育

への活用を推進する。 

加えて、若年層へ直接情報を

届ける取組についても、更なる

工夫を行う。 
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行う。 

 

【関連指標】 

・ウェブ版「国民生活」

における先進的な取

組の紹介回数（令和

３年度実績：12回） 

 

③ 消費生活相談実例

等の消費者教育への

活用 

消費者教育推進法第

13条第２項の規定及び

消費者教育推進基本方

針に基づき、センター

は、公民館その他の社

会教育施設等におい

て、消費生活センター

等が収集した情報の活

用による実例を通じた

消費者教育が行われる

よう、ＰＩＯ－ＮＥＴ

情報等を活用して時宜

を得たテーマを選定

し、情報提供する。 

 

【指標】 

・相談情報等を活用し

た「見守り新鮮情

報」発行回数 

 

【目標水準の考え方】 

消費生活センター等

が収集した情報の活用

による実例を通じた消

費者教育が行われるよ

う情報を提供すること

は重要であることか

ら、相談情報を活用し

た「見守り新鮮情報」発

行回数を目標とし、28

回（平成30年度～令和

３年度の平均）以上の

発行を行う。 

 

 

【関連指標】 

・ウェブ版「国民生活」

における先進的な取

組の紹介回数（令和

３年度実績：12回） 

 

③ 消費生活相談実例

等の消費者教育への

活用 

ＰＩＯ－ＮＥＴ情報

等を活用して時宜を得

たテーマを選定し、情

報提供する 

 

【指標】 

・相談情報等を活用し

た「見守り新鮮情報」

発行回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 消費生活相談実例

等の消費者教育への

活用 

ＰＩＯ－ＮＥＴ情報

等を活用して時宜を得

たテーマを選定し、情

報提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 消費生活相談実例等の消費者教育への活用 

・ 「見守り新鮮情報」を、相談情報や事故情

報・商品テスト等を活用してテーマを選定

し、29回発行した。 

 

 その他の取組として、下記を実施した。 

〇18 歳前後の若者に直接情報を届ける取組

（「若者向け情報提供シリーズ」） 

・ 民法における成年年齢の引き下げに伴う

消費者トラブル防止の観点から、令和元年度

から継続して実施している事業として、「18

歳前後の若者に直接情報を届ける取組」（「若

者向け情報提供シリーズ」）を実施した。 

啓発対象とする世代の利用が多い

Instagram において広告動画の配信を行う

こととし、「188」の周知を目的としたショ

ートムービー（15秒）を基に、Instagram動

画広告・ストーリーズ広告・リール広告の３

種を配信した。13～24歳をターゲットとし、

令和７年２月 27 日～３月 18日の 20日間、

配信を行い、708,995回再生された。 

取組の詳細は、以下のとおり。 

 

 （Instagramでの啓発広告動画配信） 

  ・成果 

  表示回数 812,532回 

動画再生回数 708,995回 

動画再生率 87.26％ 

   

○YouTube を活用した啓発動画による情報提

供 

・ 令和５年９月に開設した公式 YouTube チ

ャンネルにおいて、商品テスト動画や契約ト

ラブルの啓発動画など、42本を配信した。 

  令和６年度は新たに「見守り新鮮情報」「子

ども・若者サポート情報」のリーフレット等

をベースに、読み上げソフトを用いたショー

ト動画を制作し投稿した。 

また、適格消費者団体との共同事業とし

て、啓発動画「消費者団体訴訟制度を知ろう」

（３回シリーズ）を制作し、公式 YouTubeチ

ャンネルにおいて配信するとともに、当セン

ターウェブサイトへの掲載及びＳＮＳ（Ｘ、
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Facebook、LINE）への投稿を行った。 

  上述の投稿に加え、２月 21 日（金）に開

催された「令和６年度全国消費者フォーラ

ム」について、初の試みとして、同フォーラ

ムのプログラムの様子を３本のアーカイブ

にまとめ配信を行った。 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

２.情報収集・分析事業 情報収集・分析事業全般 

関連する政策・施策 「消費者基本計画」（令和２年３月 31日閣議決定）（令和３年６月 15日改定） 

 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

「独立行政法人国民生活センター法」（平成 14年法律第 123号）第３条、第 10条第３

号、同条第５号、42条 

「消費者基本法」（昭和 43年法律第 78号）第 25条 

当該項目の重要度、難易 

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（令和３年

度実績値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度  

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 

        予算額（千円） 7,290,961 7,145,515    

        決算額（千円） 1,667,488 1,534,229    

        経常費用（千円） 1,924,554 1,802,583    

        経常損益（千円） 7,138 4,820    

        
行政コスト 

（千円） 
1,924,554 1,803,715    

        従事人員数 27 31    

                                                                        

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画  

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 １．情報収集・分析事業 

  ＜以下略＞ 

１．情報収集・分析事業 

  ＜以下略＞ 

１．情報収集・分析事業 

  ＜以下略＞ 

 （１）ＰＩＯ－ＮＥＴ等の刷新【Ｂ〇】 

（２）関係機関への情報提供及び情報交換【Ｂ】 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 各項目を通じて、所期の目標を達成したもの

と評価した。 

 

＜課題と対応＞ 

なし 

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【３】 

２.情報収集・分析事業 （１）ＰＩＯ－ＮＥＴ等の刷新 

関連する政策・施策 「消費者基本計画」（令和２年３月 31日閣議決定）（令和３年６月 15日改定） 

 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

「独立行政法人国民生活センター法」（平成 14年法律第 123号）第３条、第 10条第３

号、同条第５号、第 42条 

「消費者基本法」（昭和 43年法律第 78号）第 25条 

当該項目の重要度、難易 

度 

重要度：「高」 ＰＩＯ－ＮＥＴ刷新による消費者の利便性や相談対応の質の向上、

相談員の負担軽減や十分に力を発揮できる環境づくりは、消費者被害の発生又は拡

大の防止及び被害の迅速な回復、地域の機能維持・充実等に資する重要なものであ

るため。 

困難度：「高」 ＰＩＯ－ＮＥＴ刷新により、消費者の利便性や相談対応の質の向

上、相談員の負担軽減や十分に力を発揮できる環境づくりを実現するためには、消

費生活センター等、センター及び消費者庁の連携が重要であるため。 

関連する政策評価・行政事

業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039-2 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（令和３年

度実績値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度  

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 

ＰＩＯ－ＮＥＴ刷

新後の新システム

の専用端末率・専

用回線率 

－ － － －    予算額（千円） 7,290,961 7,145,515    

センター職員・消

費生活相談員のテ

レワーク率 

平均２割以上 

（集中実施日：７

割以上） 

－ 
14.2％ 

（57.4％） 

18.9％ 

(70.6％) 
   決算額（千円） 1,667,488 1,534,229    

センター職員・消

費生活相談員の遠

隔地勤務事例数 

２事例以上 － １事例 ２事例    経常費用（千円） 1,924,554 1,802,583    

消費者向けＦＡＱ

へのアクセス件数 
554,933 件以上 － 651,017件 916,005 件    経常損益（千円） 7,138 4,820    

全国の消費生活セ

ンター等における

登録日数 

－ 6.7日 6.6日 6.6日    
行政コスト 

（千円） 
1,924,554 1,803,715    

センター受付相談

の登録日数 
－ 3.9日 3.9日 4.0日    従事人員数 27 31    
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 消費者基本計画第４

章（１）において、「消

費者庁及び国民生活セ

ンターが消費生活相談

情報のデータ精度の向

上や相談業務・分析業

務の効率化等を目的に

ＰＩＯ－ＮＥＴを刷新

し、機能の強化を図る」

こととされていたとこ

ろ、そのＰＩＯ－ＮＥ

Ｔ刷新が完了したこと

から、以下を実施する。 

 

① 消費生活相談ＤＸ

の推進を支えるシス

テムの構築等 

消費生活相談は、消  

費者のことを第一に考

える視点を軸に、セン

ターや消費生活センタ

ーの消費生活相談員の

働きやすさの向上等も

進めながら、消費者被

害の最小化に資するこ

とが重要である。この

点で、デジタル技術は、

現在の電話中心の相談

業務について、標準化・

高度化や、分業を通じ

た専門知識の活用等を

促すものであり、遠隔

相談やテレワークな

ど、センターや消費生

活センターの消費生活

相談員による場所を選

ばない多様な働き方を

推進し、人は人が行う

べき業務に集中するこ

とや、高度で専門的な

知識を有する消費生活

相談員が居住地・勤務

地にかかわらず専門的

な相談に対応すること

をも可能にするもので

ある。こうした観点も

含めて、センター及び

消費者基本計画第４

章（１）において、「消

費者庁及び国民生活セ

ンターが消費生活相談

情報のデータ精度の向

上や相談業務・分析業

務の効率化等を目的に

ＰＩＯ－ＮＥＴを刷新

し、機能の強化を図る」

こととされていたとこ

ろ、そのＰＩＯ－ＮＥ

Ｔ刷新が完了したこと

から、以下を実施する。 

 

① 消費生活相談ＤＸ

の推進を支えるシス

テムの構築等 

消費生活相談は、消

費者のことを第一に考

える視点を軸に、セン

ターや消費生活センタ

ーの消費生活相談員の

働きやすさの向上等も

進めながら、消費者被

害の最小化に資するこ

とが重要である。この

点で、デジタル技術は、

現在の電話中心の相談

業務について、標準化・

高度化や、分業を通じ

た専門知識の活用等を

促すものであり、遠隔

相談やテレワークな

ど、センターや消費生

活センターの消費生活

相談員による場所を選

ばない多様な働き方を

推進し、人は人が行う

べき業務に集中するこ

とや、高度で専門的な

知識を有する消費生活

相談員が居住地・勤務

地にかかわらず専門的

な相談に対応すること

をも可能にするもので

ある。こうした観点も

含めて、センター及び

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 消費生活相談ＤＸ

の推進を支えるシス

テムの構築等 

消費生活相談は、消

費者のことを第一に考

える視点を軸に、セン

ターや消費生活センタ

ーの消費生活相談員の

働きやすさの向上等も

進めながら、消費者被

害の最小化に資するこ

とが重要である。この

点で、デジタル技術は、

現在の電話中心の相談

業務について、標準化・

高度化や、分業を通じ

た専門知識の活用等を

促すものであり、遠隔

相談やテレワークな

ど、センターや消費生

活センターの消費生活

相談員による場所を選

ばない多様な働き方を

推進し、人は人が行う

べき業務に集中するこ

とや、高度で専門的な

知識を有する消費生活

相談員が居住地・勤務

地にかかわらず専門的

な相談に対応すること

をも可能にするもので

ある。こうした観点も

含めて、センター及び

＜指標＞ 

① 

・ＰＩＯ－ＮＥＴ刷新後

の新システムの専用端

末率・専用回線率 

・センター職員・消費生活

相談員のテレワーク率 

・センター職員・消費生活

相談員の遠隔地勤務事

例数 

・消費者向けＦＡＱへの

アクセス件数 

 

＜関連指標＞ 

① 

・全国の消費生活センタ

ー等における登録日数

（令和３年度実績：6.7

日） 

・センター受付相談の登

録日数（令和３年度実

績：3.9日） 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 消費生活相談ＤＸの推進を支えるシステム          

の構築等 

消費生活相談のデジタル化及びＰＩＯ－Ｎ

ＥＴ改革に向け学識経験者、実務家、相談現場

の有識者等から意見を聴取することを目的と

した「地方公共団体配信型消費生活相談デジタ

ル化アドバイザリーボード」（６/14）を開催

すると共に、地方公共団体に対して、新システ

ムや業務について説明を行った（７/25、26、

９/13、12/17）。 

システム構築に関しては、ＣＲＭシステム及

びウェブサイトシステムに関する業務及びシ

ステム要件を確定するとともに、調達手続を実

施し、契約を締結した。 

 

消費者に対して自己解決に資する情報をよ

り積極的に情報提供していくため、既存のウェ

ブコンテンツに加えて、令和５年４月３日より

消費者向けＦＡＱサイトを開設し、令和６年度

現在、合計 586本のＱ＆Ａを掲載している。年

間で合計 916,005件のアクセスがあった。 

 

・ 国民生活センター職員・消費生活相談員の

「柔軟な働き方の実現等に向けた取組」として

のテレワーク実施については令和５年４月よ

り開始し、テレワーク実施率２割以上を目指

し、在宅勤務の他、通勤時間の短縮等の働き方

改革の観点から相模原事務所にサテライトオ

フィスを設置し、所属部署がある事務所とは別

の事務所でもテレワークを実施できるよう整

備し、併せて「テレワーク実施に係る通勤手当

支給における暫定的運用」を策定する等、テレ

ワーク実施に係る環境を整えた。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

① 消費生活相談ＤＸの推進を支

えるシステムの構築等 

システム構築に関しては、調

達手続を実施し、契約を締結し

た。 

 

消費生活相談のＤＸ化の検討

においては、登録日数の更なる

短縮に向け、システム上には決

裁フローを設けない方向で仕様

を確定した。 

 

・ 国民生活センター職員・消費生

活相談員の「柔軟な働き方の実

現等に向けた取組」としてテレ

ワークの実施、サテライトオフ

ィスの設置を行った結果、テレ

ワーク率については、実施２年

目 18.9％と目標にわずかに届か

なかったものの、令和５年度の

14.2％に対し、約５ポイントの

増加となった。また、２割以上達

成した部署は、令和５年度は２

部署であったが、令和６年度は、

前年度に比べて５部署増加し、

11 部署中７部署が目標値２割以

上を達成した。 

また、テレワーク集中日につ

いては、計２日間実施し、全体の

実施率はそれぞれ 70.7％及び

70.6％で、平均は 70.6％となり、

７割以上を達成した。 

テレワーク実施率を上げるた

め、初年度の各事業における好

事例と課題を抽出し、好事例に

ついてはセンター内に共有する

とともに、今後に向けて対応策

の検討を行った。 

・ 遠隔相談やテレワークなど、国

民生活センターや消費生活セン

ター等の消費生活相談員による

場所を選ばない多様な働き方を

推進するため、国民生活センタ

ー職員・消費生活相談員の遠隔

地勤務の事例として、徳島県内

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 
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消費者庁は、引き続き、

消費生活相談ＤＸを推

進し、令和８年10月の

ＰＩＯ－ＮＥＴのシス

テム更改時期に合わ

せ、これに対応するＰ

ＩＯ－ＮＥＴの刷新に

ついて、検討を行い、実

現を図る。 

また、この刷新の中

で、消費者の自己解決

等を促すためのウェブ

サイトやＳＮＳのチャ

ットボット等を活用し

た消費者向けのＦＡＱ

等の情報提供の充実、

ＰＩＯ－ＮＥＴ専用の

回線・端末や独自開発

等の枠組みからインタ

ーネットとクラウドサ

ービスを活用するシス

テムへの移行、消費生

活相談員向けオンライ

ンマニュアルの整備や

ＰＩＯ－ＮＥＴの利便

性向上等による相談業

務の効率化等、ＡＩ、音

声認識などの新技術の

動向を踏まえつつ、デ

ジタル技術の事務・事

業への導入の検討を進

め、消費生活相談情報

の更なる活用について

検討を進める。 

さらに、相談受付か

らＰＩＯ－ＮＥＴに登

録されるまでの平均日

数（以下「登録日数」と

いう。）を短縮すること

は、消費者被害の早期

認識のために重要であ

ることから、消費者庁

と連携して地方公共団

体等の協力を得て、引

き続き相談受付後の一

層速やかな登録を促す

ことなどにより、これ

を短縮するよう努める

（センターが自ら受け

付けた相談についても

短縮に努める。）。この

消費者庁は、引き続き、

消費生活相談ＤＸを推

進し、令和８年10月の

ＰＩＯ－ＮＥＴのシス

テム更改時期に合わ

せ、これに対応するＰ

ＩＯ－ＮＥＴの刷新に

ついて、検討を行い、実

現を図る。 

また、この刷新の中

で、消費者の自己解決

等を促すためのウェブ

サイトやＳＮＳのチャ

ットボット等を活用し

た消費者向けのＦＡＱ

等の情報提供の充実、

ＰＩＯ－ＮＥＴ専用の

回線・端末や独自開発

等の枠組みからインタ

ーネットとクラウドサ

ービスを活用するシス

テムへの移行、消費生

活相談員向けオンライ

ンマニュアルの整備や

ＰＩＯ－ＮＥＴの利便

性向上等による相談業

務の効率化等、ＡＩ、音

声認識などの新技術の

動向を踏まえつつ、デ

ジタル技術の事務・事

業への導入の検討を進

め、消費生活相談情報

の更なる活用について

検討を進める。 

さらに、相談受付か

らＰＩＯ－ＮＥＴに登

録されるまでの平均日

数（以下「登録日数」と

いう。）を短縮すること

は、消費者被害の早期

認識のために重要であ

ることから、消費者庁

と連携して地方公共団

体等の協力を得て、引

き続き相談受付後の一

層速やかな登録を促す

ことなどにより、これ

を短縮するよう努める

（センターが自ら受け

付けた相談についても

短縮に努める。）。この

消費者庁は、引き続き、

消費生活相談ＤＸを推

進し、令和８年10月の

ＰＩＯ－ＮＥＴのシス

テム更改時期に合わ

せ、これに対応するＰ

ＩＯ－ＮＥＴの刷新に

ついて、検討を行い、実

現を図る。 

また、この刷新の中

で、消費者の自己解決

等を促すためのウェブ

サイトやＳＮＳのチャ

ットボット等を活用し

た消費者向けのＦＡＱ

等の情報提供の充実、

ＰＩＯ－ＮＥＴ専用の

回線・端末や独自開発

等の枠組みからインタ

ーネットとクラウドサ

ービスを活用するシス

テムへの移行、消費生

活相談員向けオンライ

ンマニュアルの整備や

ＰＩＯ－ＮＥＴの利便

性向上等による相談業

務の効率化等、ＡＩ、音

声認識などの新技術の

動向を踏まえつつ、デ

ジタル技術の事務・事

業への導入の検討を進

め、消費生活相談情報

の更なる活用について

検討を進める。 

これらの検討結果

や、令和５年度に実施

した消費者向けＦＡＱ

の実証実験等を踏ま

え、消費生活ポータル

サイト、相談支援シス

テムの構築に向けて準

備を行う。 

さらに、相談受付か

らＰＩＯ－ＮＥＴに登

録されるまでの平均日

数（以下「登録日数」と

いう。）を短縮すること

は、消費者被害の早期

認識のために重要であ

ることから、消費者庁

と連携して地方公共団

  令和６年度は、令和５年度以上に柔軟な働き

方の実現に向けセンター全体として更なる取

り組みを推進し、令和５年度のテレワーク実施

における各業務における好事例と課題を抽出

し、好事例についてはセンター内に共有を行う

とともに、新たな取り組み及び課題の整理を行

った。その結果、令和６年度の国民生活センタ

ー職員・消費生活相談員（リモート端末配布者）

のテレワーク率については全体としては、「年

間平均で２割以上実施する。」の目標に対し、

18.9％と目標にわずかに届かなかったものの、

令和５年度の 14.2％に対し、約５ポイントの

増加となった。また、２割以上達成した部署は、

令和５年度は２部署であったが、令和６年度

は、前年度に比べて５部署増加し、７部署が目

標値２割以上を達成した。 

また、国民生活センター職員・消費生活相談

員のテレワーク実施について実施率７割以上

を目標とした集中実施日を８月９日、８月 13

日に設定し、実施した結果８月９日は 70.7％、

８月 13日は 70.6％の実施率であった。集中実

施日における実施率の平均は 70.6％であり、

７割以上を達成した。 

 

・ 遠隔相談やテレワークなど、国民生活センタ

ーや消費生活センター等の消費生活相談員に

よる場所を選ばない多様な働き方を推進する

ため、国民生活センター職員・消費生活相談員

の遠隔地勤務のため、徳島県内に設置されてい

る消費者庁新未来創造戦略本部に在職出向し

ている職員が一時帰任のうえ研修業務（計３

回）を行うとともに、新たに、相談情報業務に

対応する者として、広島県在住の者が新たに遠

隔地勤務を開始し、年間で２事例を達成した。 

 

 登録日数短縮のための取組については、適

時、地方公共団体に早期登録を呼びかけ、令

和６年度における平均登録日数は 6.6 日とな

った。 

国民生活センター受付相談の登録日数につ

いては、国民生活センター内の相談受付部署

とデータ管理部署の連携を緊密にし、相談受

付後のデータ処理時間を短くするための取組

を行っており、令和６年度における平均登録

日数は 4.0日となった。 

 

 

 

 

 

 

に設置されている消費者庁新未

来創造戦略本部に在職出向して

いる職員が一時帰任のうえ研修

業務(計３回)を行うとともに、

新たに、相談情報業務に対応す

るため広島県在住の者が新たに

遠隔地勤務を開始し、年間で２

事例を達成した。 

 

② 相談情報の保存期間の延長等 

相談情報の保存期間の延長に

ついて、構築した分析ツールに

おける情報の取扱ルールについ

て検討した。 

 

③ 事故情報データバンクの運営 

消費者庁の業務効率化を目的

としたツールの修正や円滑に業

務を行うための改善を行った。 

消費者庁による次期システム

の構築に向けた検討に伴う、現

行システムの仕様に関する問合

せに対応した。 

 

これらを踏まえ、Ｂと評価す

る。 

 

＜課題と対応＞ 

① 消費生活相談ＤＸの推進を支

えるシステムの構築等 

消費者庁とともに、引き続き、

消費生活相談ＤＸを推進し、令

和８年 10月のＰＩＯ－ＮＥＴの

システム更改時期に合わせ、Ｐ

ＩＯ－ＮＥＴを刷新するための

構築作業を進める。 

 

令和７年度においても、引き

続き、ＰＩＯ－ＮＥＴ2020 の安

定稼働に努める。また、登録日数

の短縮に努める。 

 

・国民生活センター職員・消費生活

相談員のテレワーク率 

「柔軟な働き方の実現等に向

けた取組」としてのテレワーク

実施について、令和６年度はテ

レワーク環境整備を行うととも

にテレワーク実施率２割以上に

向け、職員の意識醸成、テレワー

ク実施に係る課題の抽出を行
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点、消費生活相談ＤＸ

を更に進める中で、業

務の見直し等による更

なる期間短縮の可能性

を含めて検討する。 

 

【指標】 

・ＰＩＯ－ＮＥＴ刷新

後の新システムの専

用端末率・専用回線

率 

・センター職員・消費生

活相談員のテレワー

ク率 

・センター職員・消費生

活相談員の遠隔地勤

務事例数 

・消費者向けＦＡＱへ

のアクセス件数 

 

【目標水準の考え方】 

消費者の利便性の向

上、センターや消費生

活センターの消費生活

相談員の働きやすさの

向上、専門的な内容を

含めた遠隔相談やテレ

ワークの実現等のため

には、ＰＩＯ－ＮＥＴ

刷新後の新システムに

おいては、一定の場所

での勤務が前提となる

専用端末・専用回線か

らの脱却が必須とな

る。そのため、ＰＩＯ－

ＮＥＴ刷新後の新シス

テムの専用端末率及び

専用回線率を目標と

し、廃止する（その率を

０％とする。）。これに

より、テレワークが技

術的に 100％実施でき

る体制とする。 

また、ＰＩＯ－ＮＥ

Ｔ刷新後の専門的な内

容を含めた遠隔相談や

テレワークの実現等の

ためには、それらに資

する知見をセンターに

おいて蓄積することが

重要である。そのため、

点、消費生活相談ＤＸ

を更に進める中で、業

務の見直し等による更

なる期間短縮の可能性

を含めて検討する。 

令和５年度補正予算

（第１号）により追加

的に措置された運営費

交付金については、消

費生活相談のデジタル

化・体制再構築を図る

ための新システムの構

築、業務基盤の整備等

に活用する。 

 さらに、令和６年度

補正予算（第１号）に

より追加的に措置され

た運営費交付金につい

ては、地方公共団体が

新システムに円滑に移

行するための技術的な

助言等に活用する。 

 

 

【指標】 

・ＰＩＯ－ＮＥＴ刷新

後の新システムの専

用端末率・専用回線

率 

・センター職員・消費生

活相談員のテレワー

ク率 

・センター職員・消費生

活相談員の遠隔地勤

務事例数 

・消費者向けＦＡＱへ

のアクセス件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体等の協力を得て、引

き続き相談受付後の一

層速やかな登録を促す

ことなどにより、これ

を短縮するよう努める

（センターが自ら受け

付けた相談についても

短縮に努める。）。この

点、消費生活相談ＤＸ

を更に進める中で、業

務の見直し等による更

なる期間短縮の可能性

を含めて検討する。 

令和５年度補正予算

（第１号）により追加

的に措置された運営費

交付金については、消

費生活相談のデジタル

化・体制再構築を図る

ための新システムの構

築、業務基盤の整備等

に活用する。 

 さらに、令和６年度

補正予算（第１号）に

より追加的に措置され

た運営費交付金につい

ては、地方公共団体が

新システムに円滑に移

行するための技術的な

助言等に活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

い、テレワーク推進策の検討を

行った結果、テレワーク率約５

ポイント増加となった。令和７

度は引き続きテレワーク実施率

２割以上達成に向け、令和７年

度に抽出した課題に取り組み、

更に職員等の意識を改革するよ

うな取組を実施する。また、遠隔

地勤務の実施を検討し、実施す

る。 

 

 

② 相談情報の保存期間の延長等 

分析ツールにおける情報の取

扱指針を策定する。 

 

 

 

③ 事故情報データバンクの運営 

令和７年度においても、消費

者庁と連携しながら、事故情報

データバンクの適切な運営を実

施する。 
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その知見の蓄積に向

け、テレワーク環境の

整備を進め、これに応

じて、センター職員・消

費生活相談員のテレワ

ーク率を目標とし、集

中実施日を定めて当該

期間において７割以上

のテレワークを実施す

るとともに、年間平均

で２割以上実施する。

さらに、遠隔地で勤務

する職員・消費生活相

談員による専門的な知

識をいかした相談関係

業務等の勤務事例を作

り、知見を蓄積してい

くことが重要であるこ

とから、センター職員・

消費生活相談員の遠隔

地勤務（３か月～１年

程度）の事例数を目標

とし、年間２事例以上

実施する。 

加えて、ＰＩＯ－Ｎ

ＥＴの刷新後、消費生

活相談員が対応すべき

案件に集中できるよう

にし、消費者の利便性

を高め、自己解決等を

より促していくには、

消費者向けのＦＡＱ等

の情報提供が重要な役

割を果たすことに鑑

み、消費者向けＦＡＱ

へのアクセス件数を目

標とし、554,933件（平

成 30年度～令和３年度

の平均）以上のアクセ

スを得る。 

 

【重要度：高】 

ＰＩＯ－ＮＥＴ刷新

による消費生活相談員

の働きやすさの向上及

び消費者の自己解決等

の促進は、消費者被害

の発生又は拡大の防止

及び被害の迅速な回復

に資する重要なもので

あるため。 
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４．その他参考情報 

 

 

  

 

【困難度：高】 

ＰＩＯ－ＮＥＴ刷新

により、消費生活相談

員の働きやすさの向上

及び消費者の自己解決

等の促進を実現するた

めには、消費生活セン

ター等、センター及び

消費者庁の連携が重要

であるため。 

 

【関連指標】 

・全国の消費生活セン

ター等における登録

日数（令和３年度実

績：6.7日） 

・センター受付相談の

登録日数（令和３年

度実績：3.9日） 

 

 

② 相談情報の保存期

間の延長等 

「霊感商法等の悪質

商法への対策検討会」

の報告書における消費

生活相談の情報の保存

期間の延長に関する提

言を踏まえ、その延長

に向けた取組等を進め

る。 

 

 

③ 事故情報データバ

ンクの運営 

事故情報データバン

クについて、消費者庁

と連携しながら適切に

運営する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連指標】 

・全国の消費生活セン

ター等における登録

日数（令和３年度実

績：6.7日） 

・センター受付相談の

登録日数（令和３年

度実績：3.9日） 

 

 

② 相談情報の保存期

間の延長等 

「霊感商法等の悪質

商法への対策検討会」

の報告書における消費

生活相談の情報の保存

期間の延長に関する提

言を踏まえ、その延長

に向けた取組等を進め

る。 

 

 

③ 事故情報データバ

ンクの運営 

事故情報データバン

クについて、消費者庁

と連携しながら適切に

運営する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 相談情報の保存期

間の延長等 

「霊感商法等の悪質

商法への対策検討会」

の報告書における消費

生活相談の情報の保存

期間の延長に関する提

言を踏まえ、その延長

に向けた取組等を進め

る。 

 

 

③ 事故情報データバ

ンクの運営 

事故情報データバン

クについて、消費者庁

と連携しながら適切に

運営する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 相談情報の保存期間の延長等 

相談情報の保存期間の延長について、構築し

た分析ツールにおける情報の取扱ルールにつ

いて検討した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 事故情報データバンクの運営 

消費者庁の業務効率化を目的としたデータ

変換ツールの修正を行った。その他、消費者庁

からの次期システムの構築に向けた検討に関

する現行システムの仕様の問合せに対応し、資

料の提供や回答案の作成を行った。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【４】 

２.情報収集・分析事業 （２）関係機関への情報提供及び情報交換 

関連する政策・施策 「消費者基本計画」（令和２年３月 31日閣議決定）（令和３年６月 15日改定） 

 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

「独立行政法人国民生活センター法」（平成 14年法律第 123号）第３条、第 10条第３

号、同条第５号、第 42条 

「消費者基本法」（昭和 43年法律第 78号）第 25条 

当該項目の重要度、難易 

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（令和３年

度実績値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度  

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 

消費生活センター

等に対する情報提

供件数 

25件以上 － 48件 33件    予算額（千円） 7,290,961 7,145,515    

情報提供依頼への

対応件数 
－ 1,035件 1,332件 1,240件    決算額（千円） 1,667,488 1,534,229    

法令照会 － 529件 495件 456件    経常費用（千円） 1,924,554 1,802,583    

 警察 － 134件 176件 163件    経常損益（千円） 7,138 4,820    

 裁判所 － ５件 ２件 ７件    
行政コスト 

（千円） 
1,924,554 1,803,715    

 弁護士会 － 270件 217件 190件    従事人員数 27 31    

 
適格消費

者団体 
－ 117件 100件 96件          

 

 

 

 

 

 

センター

法第 40 条

第１項 

－ ３件 ０件 ０件          

その他 － ０件 ０件 ０件          

公益目的を有する

法人その他団体か

ら消費者利益の増

進に特に寄与し得

ると判断される 

照会 

－ 117件 101件 144件          
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ＰＩＯ－ＮＥＴの運

営等について、消費生

活センター等に対し情

報提供を行う。 

また、法令に基づく

迅速かつ厳正な行政処

分等に資するため、消

費者利益を侵害する違

法・不当行為の取締り

等を行う行政機関等と

の間で緊密な情報交換

を行う。 

 

【指標】 

・消費生活センター等

に対する情報提供件

数 

 

【目標水準の考え方】 

消費生活センター等

に対してＰＩＯ－ＮＥ

Ｔの運営等に関する情

報提供をすることは、

消費生活相談情報の収

集を効果的に行うため

に必要であることか

ら、消費生活センター

等に対する情報提供件

数を目標とし、25件（平

成30年度～令和３年度

の平均）以上の提供を

実施する。 

 

【関連指標】 

・情報提供依頼への対

応件数（令和３年度

実績：1,035件） 

・法令照会（警察／裁判

所／弁護士会／適格

消費者団体／センタ

ー法第 40条第１項

（和解の仲介手続に

よって紛争が解決さ

れなかった消費者の

訴訟支援）／その他）

（令和３年度実績：

529件＜内訳＞警察：

ＰＩＯ－ＮＥＴの運

営等について、消費生

活センター等に対し情

報提供を行う。 

また、法令に基づく

迅速かつ厳正な行政処

分等に資するため、消

費者利益を侵害する違

法・不当行為の取締り

等を行う行政機関等と

の間で緊密な情報交換

を行う。 

 

【指標】 

・消費生活センター等

に対する情報提供件

数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連指標】 

・情報提供依頼への対

応件数（令和３年度

実績：1,035件） 

・法令照会（警察／裁判

所／弁護士会／適格

消費者団体／センタ

ー法第 40条第１項

（和解の仲介手続に

よって紛争が解決さ

れなかった消費者の

訴訟支援）／その他）

（令和３年度実績：

529件＜内訳＞警察：

ＰＩＯ－ＮＥＴの運

営等について、消費生

活センター等に対し情

報提供を行う。 

また、法令に基づく

迅速かつ厳正な行政処

分等に資するため、消

費者利益を侵害する違

法・不当行為の取締り

等を行う行政機関等と

の間で緊密な情報交換

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜指標＞ 

・消費生活センター等に

対する情報提供件数 

 

 

＜関連指標＞ 

・情報提供依頼への対応

件数（令和３年度実績：

1,035件） 

・法令照会（警察／裁判所

／弁護士会／適格消費

者団体／センター法第

40 条第１項（和解の仲

介手続によって紛争が

解決されなかった消費

者の訴訟支援）／その

他）（令和３年度実績：

529 件＜内訳＞警察：

134件、裁判所：5件、

弁護士会：270件、適格

消費者団体：117件、セ

ンター法第 40条第１項

（和解の仲介手続によ

って紛争が解決されな

かった消費者の訴訟支

援）：３件、その他：０

件） 

・公益目的を有する法人

その他団体から消費者

利益の増進に特に寄与

し得ると判断される照

会（令和３年度実績：

117件） 

＜主要な業務実績＞ 

令和６年度においては、ＰＩＯ－ＮＥＴの安

定的運用に資するための各種情報を「消費者行

政フォーラム」を通じて迅速に消費生活センタ

ー等に提供した。提供情報は以下のとおり。 

・ＰＩＯ－ＮＥＴつうしん（13回） 

・ＰＩＯ－ＮＥＴに関する事務連絡（８回） 

・早期警戒指標（12回） 

 なお、ＰＩＯ－ＮＥＴ2020 の操作方法や機

能等について、ヘルプデスクに多く寄せられ

ている質問と回答の一覧を、消費者行政フォ

ーラムに 51本掲載した。 

 

また、法令に基づく迅速かつ厳正な行政処分

等のため、関係行政機関から寄せられた 1,240

件の情報提供依頼に適切に対応した。 

さらに、裁判所、警察、弁護士会、適格消費

者団体等からの法令に基づく照会、計 456件に

ついて適切に対応した。 

 

公益目的を有する法人その他団体から消費

者利益の増進に特に寄与し得ると判断される

照会、計 144件について適切に対応した。 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

「消費者行政フォーラム」を

活用して「ＰＩＯ－ＮＥＴつう

しん」などＰＩＯ－ＮＥＴ運営

に関する情報提供を迅速に行っ

た。 

なお、ＰＩＯ－ＮＥＴ2020 の

操作方法や機能等について、ヘ

ルプデスクに多く寄せられてい

る質問と回答の一覧を、消費者

行政フォーラムに 51 本掲載し

た。 

 

関係行政機関からの情報提供

依頼 1,240 件及び弁護士会等か

らの法令に基づく照会 456 件及

び公益目的を有する法人その他

団体から消費者利益の増進に特

に寄与し得ると判断される照会

144件について、全て適切に対応

した。 

 これらを踏まえ、Ｂと評価す

る。 

 

＜課題と対応＞ 

・ 関係機関への情報提供及び情

報交換 

令和７年度においても、ＰＩ

Ｏ－ＮＥＴの運営等について、

消費生活センター等に対し適切

に情報提供を行う。 

また、法令に基づく迅速かつ

厳正な行政処分等に資するた

め、消費者利益を侵害する違法・

不当行為の取締り等を行う行政

機関等からの照会に適切に対応

する。 

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 
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134件、裁判所：5件、

弁護士会：270件、適

格消費者団体：117

件、センター法第40

条第１項（和解の仲

介手続によって紛争

が解決されなかった

消費者の訴訟支援）：

３件、その他：０件） 

・公益目的を有する法

人その他団体から消

費者利益の増進に特

に寄与し得ると判断

される照会（令和３

年度実績：117件） 

 

134件、裁判所：5件、

弁護士会：270件、適

格消費者団体：117

件、センター法第40

条第１項（和解の仲

介手続によって紛争

が解決されなかった

消費者の訴訟支援）：

３件、その他：０件） 

・公益目的を有する法

人その他団体から消

費者利益の増進に特

に寄与し得ると判断

される照会（令和３

年度実績：117件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

３.相談事業 相談事業全般 

関連する政策・施策 「消費者基本計画」（令和２年３月 31日閣議決定）（令和３年６月 15日改定） 

 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

「独立行政法人国民生活センター法」（平成 14年法律第 123号）第３条、第 10条第１

号、同第２号、第 42条 

「消費者基本法」（昭和 43年法律第 78号）第 25条 

当該項目の重要度、難易 

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（令和３年度

実績値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度  

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 

        予算額（千円） 459,656 522,203    

        決算額（千円） 454,024 465,061    

        経常費用（千円） 463,298 493,435    

        経常損益（千円） 5,596 3,133    

        
行政コスト 

（千円） 
463,298 493,435    

        従事人員数 21 22    

                                                                          

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画  

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 １．相談事業 

  ＜以下略＞ 

１．相談事業 

  ＜以下略＞ 

１．相談事業 

  ＜以下略＞ 

 （１）苦情相談【Ａ】 

（２）国民への情報提供【Ａ】 

（３）関係機関への情報提供、情報共有及び情報交換【Ａ】 

（４）関係行政機関等に対する改善要望【Ｂ】 

（５）消費生活相談員の処遇改善を通じた相談事業の質の維 

持・向上【Ｂ】 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 各項目を通じて、所期の目標を達成したもの

と評価した。 

 

＜課題と対応＞ 

なし 

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【５】 

３.相談事業 （１）苦情相談 

関連する政策・施策 「消費者基本計画」（令和２年３月 31日閣議決定）（令和３年６月 15日改定） 当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

「独立行政法人国民生活センター法」（平成 14年法律第 123号）第３条、第 10条第２号 

「消費者基本法」（昭和 43年法律第 78号）第 25条 

当該項目の重要度、難易 

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（令和３年度実績

値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度  

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 

 センターの消費生活相

談員・職員の育成の取

組件数 

36件以上 － 57件 71件    

 

予算額（千円） 459,656 522,203    

海外消費者機関との提

携件数 
15件以上 － 15機関 15機関    決算額（千円） 454,024 465,061    

訪日観光客向けＦＡＱ

へのアクセス件数 
10,000件以上 － 24,617 件 36,189件    経常費用（千円） 463,298 493,435    

ＣＣＪ受付の相談件数 － 4,809件 6,371件 6,005件    経常損益（千円） 5,596 3,133    

訪日外国人苦情相談件

数 
－ 90件 305件 513件    

行政コスト 

（千円） 
463,298 493,435    

バックアップ相談件数 － 9,934件 11,459 件 10,606件    従事人員数 21 22    

特設電話相談実施回数 － ２回 １回 １回          

 

特設電話相談受付件数 － 

新型コロナワクチン

詐欺消費者ホットラ

イン 247件 

 

新型コロナ関連詐欺

消費者ホットライン 

76件 

能登半島地震

関連消費者ホ

ットライン 

87件 

能登半島地震

関連消費者ホ

ットライン 

82件 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ① 経由相談及びセン

ター受付相談 

消費者基本法第25条

の「事業者と消費者と

の間に生じた苦情の処

理のあっせん及び当該

苦情に係る相談におけ

る中核的な機関として

積極的な役割を果た

す」との規定等に基づ

き、弁護士・専門技術者

等専門家からのヒアリ

ングを行う等により、

専門分野に特化したセ

ンターの消費生活相談

員・職員を育成し、消費

生活センター等からの

経由相談の解決能力を

向上させる。また、消費

生活センター等におい

て対応困難な分野に関

する相談については、

移送・共同処理等の対

応を消費生活センター

等と連携しながら積極

的に行い、その対応か

ら得られるノウハウや

知見を消費生活センタ

ー等へ周知する。さら

に、消費生活センター

等をバックアップする

ためにセンターで受け

付ける消費者からの相

談（以下「バックアップ

相談」という。）を適切

に実施し、あっせんを

積極的に行う。 

 

【指標】 

・センターの消費生活

相談員・職員の育成

の取組件数 

 

【目標水準の考え方】 

消費生活センター等

からの経由相談の解決

能力を向上させ、また、

① 経由相談及びセン

ター受付相談 

消費者基本法第 25条

の「事業者と消費者と

の間に生じた苦情の処

理のあっせん及び当該

苦情に係る相談におけ

る中核的な機関として

積極的な役割を果た

す」との規定等に基づ

き、弁護士・専門技術者

等専門家からのヒアリ

ングを行う等により、

専門分野に特化したセ

ンターの消費生活相談

員・職員を育成し、消費

生活センター等からの

経由相談の解決能力を

向上させる。また、消費

生活センター等におい

て対応困難な分野に関

する相談については、

移送・共同処理等の対

応を消費生活センター

等と連携しながら積極

的に行い、その対応か

ら得られるノウハウや

知見を消費生活センタ

ー等へ周知する。さら

に、消費生活センター

等をバックアップする

ためにセンターで受け

付ける消費者からの相

談（以下「バックアップ

相談」という。）を適切

に実施し、あっせんを

積極的に行う。 

 

【指標】 

・センターの消費生活

相談員・職員の育成

の取組件数 

 

 

 

 

 

① 経由相談及びセン

ター受付相談 

消費者基本法第 25条

の「事業者と消費者と

の間に生じた苦情の処

理のあっせん及び当該

苦情に係る相談におけ

る中核的な機関として

積極的な役割を果た

す」との規定等に基づ

き、弁護士・専門技術者

等専門家からのヒアリ

ングを行う等により、

専門分野に特化したセ

ンターの消費生活相談

員・職員を育成し、消費

生活センター等からの

経由相談の解決能力を

向上させる。また、消費

生活センター等におい

て対応困難な分野に関

する相談については、

移送・共同処理等の対

応を消費生活センター

等と連携しながら積極

的に行い、その対応か

ら得られるノウハウや

知見を消費生活センタ

ー等へ周知する。さら

に、消費生活センター

等をバックアップする

ためにセンターで受け

付ける消費者からの相

談（以下「バックアップ

相談」という。）を適切

に実施し、あっせんを

積極的に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜指標＞ 

① 

・国民生活センターの消

費生活相談員・職員の

育成の取組件数 

② 

・海外消費者機関との提

携件数 

③ 

・訪日観光客向けＦＡＱ

へのアクセス件数 

 

＜関連指標＞ 

① 

・バックアップ相談件数

（令和３年度実績：

9,934件） 

② 

・ＣＣＪ受付の相談件数

（令和３年度実績：

4,809件） 

③ 

・訪日外国人苦情相談件

数（令和元年度以降コ

ロナ禍が続いているこ

とから、実績は関連指

標としない。） 

④ 

・特設電話相談実施回数

（令和３年度実績：２

回（「新型コロナワクチ

ン詐欺消費者ホットラ

イン（令和２年度から

継）」、「新型コロナ関

連詐欺消費者ホットラ

イン（令和４年度も

継）」）） 

・特設電話相談受付件数

（令和３年度実績：「新

型コロナワクチン詐欺

消費者ホットライン

（令和２年度から継

続）」247件、「新型コ

ロナ関連詐欺消費者ホ

ットライン（令和４年

度も継続）」76件） 

 

＜主要な業務実績＞ 

① 経由相談及びセンター受付相談、消費生活相

談員・職員の育成 

 

イ．経由相談、センターの消費生活相談員・職員

の育成 

令和６年度に受け付けた経由相談は 5,422

件であった。このうち、助言は 2,934件、移送・

共同処理等は 2,330件だった。 

また、センターの消費生活相談員・職員の育 

成の取組として、専門チーム（金融・保険、情

報通信、特商法）で対応する各分野に関する相

談事例の検討に加え、近年増加がみられる越境

消費者トラブル等に対応するための事例検討

会や、令和５年度に新たに立ち上げた専門チー

ム横断的に対応すべき相談事例等を検討する

会議を計 63回行った。  

さらに巧妙化する相談事案や法改正等に対

応するために必要な知識や新しい情報を収集

することを目的とし、外部講師を招聘しての部

内勉強会を計８回行った。 

なお、弁護士、医師をはじめとする外部専門

家からのヒアリング（146回）も相談対応に活

用した。 

 

ロ．国民生活センター受付相談 

令和６年度に受け付けた「平日バックアップ

相談」の相談件数は 3,456件、うちあっせん件

数は 320 件であった。また、「お昼の消費生

活相談」の相談件数は 1,900件、うちあっせん

件数は 135件であった。 

休日相談は、令和６年度は９回線で年間 114

日実施し、相談件数は 5,250件、うち即日対応

件数は 5,232件であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

令和６年度は、引き続き経由

相談及びバックアップ相談に対

応するため、個別紛争のあっせ

んや同種紛争の未然防止・拡大

防止に資する観点から積極的に

事業者交渉等を行った。事業者

交渉や育成の取組等に際して

は、ウェブ会議方式と対面方式

を効率よく使い分けて行うこと

で、速やかに必要な情報を収集

し、相談処理に活用した。 

また、令和６年１月１日に発

生した能登半島地震の被災地を

支援するため、被災地域の消費

生活センター等の状況を踏まえ

ながら、迅速にホットラインを

開設し、令和７年３月 31日まで

の約１年３か月にわたって震災

に関連する相談に適切に対応し

た。 

 

① 経由相談及びセンター受付相

談、消費生活相談員・職員の育成 

イ．経由相談では迅速丁寧な助言、

移送・共同処理等を実施し、事案

に応じて事業者との交渉を行

い、相談の統一的な処理に取り

組んだ。 

また、事例検討会や部内勉強

会、専門家へのヒアリングを積

極的に行い、経由相談等の解決

能力の向上を図った。 

 

ロ．国民生活センター受付相談で

は、お昼の消費生活相談、平日バ

ックアップ相談とも、積極的か

つ丁寧にあっせんに取り組み、

相談処理の経緯、結果等を全国

の消費生活センター等にフィー

ドバックした。 

休日相談についても、迅速丁

寧な助言、処理により即日対応

を行い、約 1,350ヶ所の消費生活

センター等のバックアップを適

切に行った。 

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 
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消費生活センター等に

おいて対応困難な分野

に関する相談について

移送・共同処理等する

ためには、センターの

消費生活相談員・職員

の育成が重要であるこ

とから、消費生活相談

員・職員による事例の

研究会など育成に資す

る取組の件数を目標と

し、36件（平成30年度～

令和３年度の平均）以

上の取組を実施する。 

 

【関連指標】 

・バックアップ相談件

数（令和３年度実績：

9,934件） 

 

② 越境消費者トラブ

ルに関する苦情相談 

消費者基本計画第５

章３(３)において、「近

年増加している越境消

費者トラブルについ

て、国民生活センター

における相談対応を実

施するとともに、消費

者庁と連携して、海外

機関との更なる連携強

化・拡大に努める」とさ

れていることから、海

外事業者と我が国の消

費者のトラブルに関す

る相談窓口である「越

境消費者センター（Ｃ

ＣＪ）」を活用し、越境

消費者トラブルに関す

る相談対応を適切に行

う。また、消費者庁と連

携し、越境消費者トラ

ブルが多い国・地域を

中心に提携先海外消費

者機関を拡大する。 

 

【指標】 

・海外消費者機関との

提携件数 

 

【目標水準の考え方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連指標】 

・バックアップ相談件

数（令和３年度実績：

9,934件） 

 

② 越境消費者トラブ

ルに関する苦情相談 

消費者基本計画第５

章３(３)において、「近

年増加している越境消

費者トラブルについ

て、国民生活センター

における相談対応を実

施するとともに、消費

者庁と連携して、海外

機関との更なる連携強

化・拡大に努める」とさ

れていることから、海

外事業者と我が国の消

費者のトラブルに関す

る相談窓口である「越

境消費者センター（Ｃ

ＣＪ）」を活用し、越境

消費者トラブルに関す

る相談対応を適切に行

う。また、消費者庁と連

携し、越境消費者トラ

ブルが多い国・地域を

中心に提携先海外消費

者機関を拡大する。 

令和６年度補正予算

（第１号）により追加

的に措置された運営費

交付金については、越

境消費者トラブルへの

対応力強化等に活用す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 越境消費者トラブ

ルに関する苦情相談 

消費者基本計画第５

章３(３)において、「近

年増加している越境消

費者トラブルについ

て、国民生活センター

における相談対応を実

施するとともに、消費

者庁と連携して、海外

機関との更なる連携強

化・拡大に努める」とさ

れていることから、海

外事業者と我が国の消

費者のトラブルに関す

る相談窓口である「越

境消費者センター（Ｃ

ＣＪ）」を活用し、越境

消費者トラブルに関す

る相談対応を適切に行

う。また、消費者庁と連

携し、越境消費者トラ

ブルが多い国・地域を

中心に提携先海外消費

者機関を拡大する。 

  令和６年度補正予算

（第１号）により追加

的に措置された運営費

交付金については、越

境消費者トラブルへの

対応力強化等に活用す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 越境消費者トラブルに関する苦情相談 

  令和６年度に越境消費者センターが受け付

けた相談件数は 6,005件であった。 

  受け付けた相談内容を踏まえ、相談処理のノ

ウハウを全国の消費生活センター等と共有す

るため、「消費生活相談緊急情報」において「Ｃ

ＣＪニュース」のコーナーを設置し、ＣＣＪで

の相談処理事案等の情報を計 11 回掲載した。

特に、越境消費者センターに寄せられた新たな

契約誘導の手口や事業者情報、解約方法などの

最新情報を積極的に提供した。また、全国の消

費生活センター等からの問合せを「ＣＣＪ相談

員専用ダイヤル」で受け付けた。 

  また、相談が多数寄せられた、スタートボタ

ン等の広告経由で意図せずサブスク契約して

しまうトラブルや旅行予約サイトのトラブル

などについて注意喚起を行い、トラブルの拡大

防止、未然防止に努めた。 

  さらに、悪質通販サイト利用に関するトラブ

ルについて情報を発信するページをＣＣＪの

サイトに新設し、注意喚起を行うとともに、寄

せられた相談のうちＣＣＪで悪質通販サイト

と判断したサイトの情報（サイト名、ＵＲＬ、

トップページの画像等）を６月から公表し、そ

の後、随時サイト情報を追加した。 

   

  海外の消費者関連機関との提携件数は 15 機

関となっている。連携強化・拡大については、

タイの連携機関とＭＯＵ改正案を固め、署名手

続の調整を進めた。またインドネシアと連携に

向けた意見交換会の実施を予定していたが、先

なお、令和６年１月 20日から

令和７年３月 31日まで、平日、

休日ともに１回線を「能登半島

地震関連消費者消費者ホットラ

イン」対応に充てることで、被災

地支援を行った。 

 

 

② 越境消費者トラブルに関する

苦情相談 

越境消費者センターにて適切

に相談対応を行うとともに、全

国の消費生活センター等や消費

者への情報提供を積極的に行っ

た。 

  また、海外提携機関との連携

については、タイと連携強化に

係るＭＯＵ改正案について協議

を進めた。インドネシアとの連

携についてインドネシアの機関

と継続的に検討を重ねた。 

 

 

③ 訪日外国人旅行者への対応 

  「訪日観光客消費者ホットラ

イン」を運営し多言語で相談対

応を行った。また、令和６年度は

専用サイトのコンテンツ充実を

行いつつ、情報提供を行った。ま

た、全国の観光案内所等にグッ

ズ（専用サイトの案内を記載し

たカード等）を配布し周知活動

を行った。 

 

④ 災害時、消費者事故発生時そ

の他の緊急時等における特設電

話相談対応 

令和６年１月１日に発生した

能登半島地震の被災地を支援す

るため、消費者庁や被災地域の

消費生活センター等と調整しつ

つ、迅速にホットラインを開設

し、令和７年３月 31 日の終了ま

で震災に関連する相談に適切に

対応した。 

なお、令和７年４月１日から

は、引き続き能登半島地震被災

地を支援するため、被災地セン

ターからの災害に関する経由相

談に優先的に対応する窓口設置

等を開始している。 
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「消費生活における

国際化の進展」により

消費者が越境取引を直

接行うことが身近とな

る中、国内外の消費者

の保護のために国際的

な連携・協力の強化を

図ることが重要となっ

ている。海外に所在す

る事業者との間のトラ

ブルを国内の機関のみ

で解決することは困難

な場合が多いことか

ら、ＣＣＪと提携を結

ぶ海外消費者機関を増

加させ、多国にわたり

所在する多様な海外事

業者との交渉を、海外

消費者機関を利用して

実施することが効果的

かつ効率的であるた

め、海外消費者機関と

の提携件数を目標 と

し、15件以上とする。 

 

【関連指標】 

・ＣＣＪ受付の相談件

数（令和３年度実績：

4,809件） 

 

③ 訪日外国人旅行者

への対応 

消費者基本計画第２

章（４）において、短期

滞在する外国人旅行者

を含む我が国に在留す

る外国人による消費

は、足下はコロナ禍の

影響で減少しているも

のの、今後は増加して

いくことが想定されて

いる。ポストコロナ時

代を見据え、センター

は、関係機関と連携し、

訪日外国人旅行者が訪

日中に被害に遭いやす

い消費者トラブルにつ

いて、訪日外国人旅行

者に向けた積極的な情

報提供を行う。また、訪

日外国人旅行者が訪日

る。 

 

【指標】 

・海外消費者機関との

提携件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連指標】 

・ＣＣＪ受付の相談件

数（令和３年度実績：

4,809件） 

 

③ 訪日外国人旅行者

への対応 

消費者基本計画第２

章（４）において、短期

滞在する外国人旅行者

を含む我が国に在留す

る外国人による消費

は、足下はコロナ禍の

影響で減少しているも

のの、今後は増加して

いくことが想定されて

いる。ポストコロナ時

代を見据え、センター

は、関係機関と連携し、

訪日外国人旅行者が訪

日中に被害に遭いやす

い消費者トラブルにつ

いて、訪日外国人旅行

者に向けた積極的な情

報提供を行う。また、訪

日外国人旅行者が訪日

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 訪日外国人旅行者

への対応 

消費者基本計画第２

章（４）において、短期

滞在する外国人旅行者

を含む我が国に在留す

る外国人による消費

は、足下はコロナ禍の

影響で減少しているも

のの、今後は増加して

いくことが想定されて

いる。ポストコロナ時

代を見据え、センター

は、関係機関と連携し、

訪日外国人旅行者が訪

日中に被害に遭いやす

い消費者トラブルにつ

いて、訪日外国人旅行

者に向けた積極的な情

報提供を行う。また、訪

日外国人旅行者が訪日

方都合により延期となったため、次年度以降、

実施していく。 

このほか、第 10 回日中韓消費者政策協議会

にて日本における越境相談について理事長が

プレゼンテーションを行い、韓国・中国の消費

者行政機関と意見交換を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 訪日外国人旅行者への対応 

令和６年度は、インバウンドの回復に伴い、

平成 30 年度の訪日観光客消費者ホットライン

開設以来、１年間に寄せられる件数として最多

となる 513件の相談を受け付け、うち訪日観光

客からの相談は 393件であった。 

相談増加等に対応するため相談対応者の増

員を行うなど体制強化を行うとともに、訪日外

国人旅行者と宿泊施設とのトラブル等は日本

の消費者にも同様のトラブルが生じうること

から、相談が寄せられた宿泊施設への積極的な

問い合わせ等を行った。 

また、訪日観光客消費者ホットライン専用サ

イトでの多言語による情報発信や関係機関に

情報提供、ＦＡＱやお役立ち情報についてコン

テンツの充実を行った。さらに、全国の観光案

内所、消費生活センター等への周知グッズの配

布などにより、ホットラインの周知を行った。

その結果、サイトに掲載しているＦＡＱのアク

セス数は 36,189件であった。 

   

 

 

これらを踏まえ、Ａと評価す

る。 

 

＜課題と対応＞ 

令和７年度も引き続き、以下

の分野で適切な対応を行う。 

・ 経由相談では、弁護士・専門技

術者等専門家からのヒアリング

を行う等により、各チームの専

門性を高めるとともに、利用者

目線に立って、相談サービスを

安定かつ適切に提供する。 

また、対応困難な分野に関す

る相談については、移送・共同処

理等の対応を積極的に行い、ノ

ウハウや知見を消費生活センタ

ー等へ周知し、相談員のレベル

アップを図る。 

・ 消費生活センター等をバック

アップする消費者相談では、利

用者目線に立って引き続き適切

なサービスを提供する。また、事

業者交渉やあっせんを積極的に

行う。 

・ 休日相談では、原則即日対応、

事案によって継続処理とし、あ

っせんを行い、適切に対応する。 

・ 越境消費者センターでは、利用

者目線に立って、相談業務、情報

提供業務を適切に行う。 

海外提携機関を含め関係機関

との連携強化を進めるととも

に、越境消費者トラブルが多い

国・地域を中心に提携先海外消

費者機関を拡大する。 

・ 訪日観光客消費者ホットライ

ンでは、訪日外国人旅行者から

の苦情相談に対応するととも

に、相談対応で得た情報・ノウハ

ウを活用して多言語による情報

提供を行う。次期サイトに向け

た準備を進める。 

・ 2026 年度に行われる新ＰＩＯ

－ＮＥＴ刷新に向けて、ＣＣＪ

システムの統合や各相談窓口の

相談処理における新システム活

用に関する検討や対応準備等を

進める。 

・ 特設電話相談については、自然
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中に被害に遭った消費

者トラブルに係る苦情

相談については、平成

30年度に設置した訪日

外国人向け電話相談窓

口において、外国語通

訳サービス（三者間通

話システム）の活用等

により被害の救済に取

り組むとともに、外国

人相談対応で得た情

報・ノウハウを活用し

て多言語による情報提

供を行う等、訪日外国

人の消費者被害の発生

又は拡大の防止に役立

てる取組を行う。 

 

【指標】 

・訪日観光客向けＦＡ

Ｑへのアクセス件数 

 

【目標水準の考え方】 

訪日外国人旅行者が

訪日中に被害に遭いや

すい消費者トラブルに

ついて、訪日外国人旅

行者に向けた積極的な

情報提供を行う上で、

令和３年７月に開設し

た訪日観光客向けＦＡ

Ｑが重要なツールとな

っているため、訪日観

光客向けウェブサイト

のＦＡＱへのアクセス

件数を目標とし、今後、

更なる利用を促し、年

間10,000件以上のアク

セスを得る。 

 

【関連指標】 

・訪日外国人苦情相談

件数（令和元年度以

降コロナ禍が続いて

いることから、実績

は関連指標としな

い。） 

 

④ 災害時、消費者事

故発生時その他の緊

急時等における相談

中に被害に遭った消費

者トラブルに係る苦情

相談については、平成

30年度に設置した訪日

外国人向け電話相談窓

口において、外国語通

訳サービス（三者間通

話システム）の活用等

により被害の救済に取

り組むとともに、外国

人相談対応で得た情

報・ノウハウを活用し

て多言語による情報提

供を行う等、訪日外国

人の消費者被害の発生

又は拡大の防止に役立

てる取組を行う。 

令和６年度補正予算

（第１号）により追加

的に措置された運営費

交付金については、訪

日外国人旅行者からの

相談への対応力強化等

に活用する。 

 

【指標】 

・訪日観光客向けＦＡ

Ｑへのアクセス件数 

 

【関連指標】 

・訪日外国人苦情相談

件数（令和元年度以

降コロナ禍が続いて

いることから、実績

は関連指標としな

い。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 災害時、消費者事

故発生時その他の緊

急時等における相談

中に被害に遭った消費

者トラブルに係る苦情

相談については、平成

30年度に設置した訪日

外国人向け電話相談窓

口において、外国語通

訳サービス（三者間通

話システム）の活用等

により被害の救済に取

り組むとともに、外国

人相談対応で得た情

報・ノウハウを活用し

て多言語による情報提

供を行う等、訪日外国

人の消費者被害の発生

又は拡大の防止に役立

てる取組を行う。 

  令和６年度補正予算

（第１号）により追加

的に措置された運営費

交付金については、訪

日外国人旅行者からの

相談への対応力強化等

に活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 災害時、消費者事

故発生時その他の緊

急時等における相談

対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 災害時、消費者事故発生時その他の緊急時等

における相談対応 

「能登半島地震関連 消費者ホットライン」

災害等に関し、状況を適切に分

析し、特設電話の開設等による

支援を迅速に実施する。 
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対応 

消費者基本計画で

は、平成23年の東日本

大震災、平成28年の熊

本地震、平成30年７月

豪雨、令和元年台風19

号等の後、住宅等の被

災した消費者の生活基

盤が毀損され、生活関

連物資の入手が困難に

なるなど、消費生活が

深刻な影響を受けた

り、住宅の補修等の生

活基盤の再建に乗じた

悪質商法や義援金詐欺

等の消費者トラブルが

多発したりする傾向に

あるとしている。また、

自然災害被災後の生活

基盤の再建時等におい

ては、高齢者等だけで

なく、いわゆる一般的・

平均的消費者について

も、重要な生活基盤の

再建のため焦って契約

してしまうなど、一時

的にぜい弱性が増加

し、取引において自主

的かつ合理的な選択が

困難となってしまうお

それがあることに留意

する必要があると指摘

している。さらに、令和

２年１月以降は新型コ

ロナウイルス感染症の

感染が拡大し、感染症

に便乗した悪質商法や

トラブルが発生してい

る。 

これらの状況を踏ま

え、災害時、消費者事故

発生時その他の緊急時

等における相談対応を

適切に行う。 

さらに、地方公共団

体の意向を踏まえ、都

道府県・市町村等に対

し、援助者の派遣や緊

急対応の特設電話の開

設、都道府県では相談

対応が困難な事例に関

対応 

消費者基本計画で

は、平成23年の東日本

大震災、平成28年の熊

本地震、平成30年７月

豪雨、令和元年台風19

号等の後、住宅等の被

災した消費者の生活基

盤が毀損され、生活関

連物資の入手が困難に

なるなど、消費生活が

深刻な影響を受けた

り、住宅の補修等の生

活基盤の再建に乗じた

悪質商法や義援金詐欺

等の消費者トラブルが

多発したりする傾向に

あるとしている。また、

自然災害被災後の生活

基盤の再建時等におい

ては、高齢者等だけで

なく、いわゆる一般的・

平均的消費者について

も、重要な生活基盤の

再建のため焦って契約

してしまうなど、一時

的にぜい弱性が増加

し、取引において自主

的かつ合理的な選択が

困難となってしまうお

それがあることに留意

する必要があると指摘

している。さらに、令和

２年１月以降は新型コ

ロナウイルス感染症の

感染が拡大し、感染症

に便乗した悪質商法や

トラブルが発生してい

る。 

これらの状況を踏ま

え、災害時、消費者事故

発生時その他の緊急時

等における相談対応を

適切に行う。 

さらに、地方公共団

体の意向を踏まえ、都

道府県・市町村等に対

し、援助者の派遣や緊

急対応の特設電話の開

設、都道府県では相談

対応が困難な事例に関

消費者基本計画で

は、平成23年の東日本

大震災、平成28年の熊

本地震、平成30年７月

豪雨、令和元年台風19

号等の後、住宅等の被

災した消費者の生活基

盤が毀損され、生活関

連物資の入手が困難に

なるなど、消費生活が

深刻な影響を受けた

り、住宅の補修等の生

活基盤の再建に乗じた

悪質商法や義援金詐欺

等の消費者トラブルが

多発したりする傾向に

あるとしている。また、

自然災害被災後の生活

基盤の再建時等におい

ては、高齢者等だけで

なく、いわゆる一般的・

平均的消費者について

も、重要な生活基盤の

再建のため焦って契約

してしまうなど、一時

的にぜい弱性が増加

し、取引において自主

的かつ合理的な選択が

困難となってしまうお

それがあることに留意

する必要があると指摘

している。さらに、令和

２年１月以降は新型コ

ロナウイルス感染症の

感染が拡大し、感染症

に便乗した悪質商法や

トラブルが発生してい

る。 

これらの状況を踏ま

え、災害時、消費者事故

発生時その他の緊急時

等における相談対応を

適切に行う。 

さらに、地方公共団

体の意向を踏まえ、都

道府県・市町村等に対

し、援助者の派遣や緊

急対応の特設電話の開

設、都道府県では相談

対応が困難な事例に関

する特設電話の設置等

（令和６年１月 15 日開設）を実施し、被災４

県（新潟県、富山県、石川県、福井県）の方か

ら令和６年能登半島地震に関する相談を受け

付けた。ＰＩＯ－ＮＥＴ登録件数は問合せ等を

含む 82件（令和７年３月 31日終了）。 
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する特設電話の設置等

による支援を迅速に実

施する。 

 

【関連指標】 

・特設電話相談実施回

数（令和３年度実績：

２回（「新型コロナワ

クチン詐欺消費者ホ

ットライン（令和２

年度から継）」、「新

型コロナ関連詐欺消

費者ホットライン

（ 令 和 ４ 年 度 も

継）」）） 

・特設電話相談受付件

数（令和３年度実績：

「新型コロナワクチ

ン詐欺消費者ホット

ライン（令和２年度

から継続）」247件、

「新型コロナ関連詐

欺消費者ホットライ

ン（令和４年度も継

続）」76件） 

 

 

する特設電話の設置等

による支援を迅速に実

施する。 

 

【関連指標】 

・特設電話相談実施回

数（令和３年度実績：

２回（「新型コロナワ

クチン詐欺消費者ホ

ットライン（令和２

年度から継続）」、「新

型コロナ関連詐欺消

費者ホットライン

（令和４年度も継

続）」）） 

・特設電話相談受付件

数（令和３年度実績：

「新型コロナワクチ

ン詐欺消費者ホット

ライン（令和２年度

から継続）」247件、

「新型コロナ関連詐

欺消費者ホットライ

ン（令和４年度も継

続）」76件） 

 

 

による支援を迅速に実

施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【６】 

３.相談事業 （２）国民への情報提供 

関連する政策・施策 「消費者基本計画」（令和２年３月 31日閣議決定）（令和３年６月 15日改定） 当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

「独立行政法人国民生活センター法」（平成 14年法律第 123号）第３条、第 10条第１

号、第 42条 

「消費者基本法」（昭和 43年法律第 78号）第 25条 

当該項目の重要度、難易 

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（令和３年度

実績値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度  

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 

相談情報に関する

公表件数（相談情報

部公表分） 

37件以上 － 39件 37件    予算額（千円） 459,656 522,203    

消費者向けＦＡＱ

へのアクセス件数 
554,933件以上 － 651,017件 916,005件    決算額（千円） 454,024 465,061    

取材対応件数 － 918件 895件 699件    経常費用（千円） 463,298 493,435    

        経常損益（千円） 5,596 3,133    

        
行政コスト 

（千円） 
463,298 493,435    

        従業人員数 21 22    
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ① 報道機関を通じた

情報提供 

ＰＩＯ－ＮＥＴ等に

蓄積されている情報や

センターで処理された

苦情相談を分析し、消

費者に同種被害が多数

発生している事例、深

刻な被害事例等に関す

る財産事案に係る情報

を迅速に分析して取り

まとめ、報道機関を通

じて国民に情報提供を

行う。 

 

【指標】 

・相談情報に関する公

表件数（相談情報部

公表分） 

 

【目標水準の考え方】 

消費者被害の未然防

止、拡大防止及び再発

防止のためには、被害

事例等に関する財産事

案に係る情報を迅速に

分析して取りまとめ、

国民に情報提供を行う

ことが重要であるた

め、公表件数（相談情報

部公表分）を目標とし、

37件（平成30年度～令

和３年度の平均）以上

の公表を行う。 

 

【関連指標】 

・取材対応件数（令和３

年度実績：918件） 

 

 

② ウェブサイト等に

よる情報提供 

消費者の自己解決に

資するウェブコンテン

ツについては、寄せら

れた情報を積極的に活

用し、分析した上で、必

① 報道機関を通じた

情報提供 

ＰＩＯ－ＮＥＴ等に

蓄積されている情報や

センターで処理された

苦情相談を分析し、消

費者に同種被害が多数

発生している事例、深

刻な被害事例等に関す

る財産事案に係る情報

を迅速に分析して取り

まとめ、報道機関を通

じて国民に情報提供を

行う。 

 

【指標】 

・相談情報に関する公

表件数（相談情報部

公表分） 

 

【関連指標】 

・取材対応件数（令和３

年度実績：918件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ウェブサイト等に

よる情報提供 

消費者の自己解決に

資するウェブコンテン

ツについては、寄せら

れた情報を積極的に活

用し、分析した上で、必

① 報道機関を通じた 

情報提供 

ＰＩＯ－ＮＥＴ等に

蓄積されている情報や

センターで処理された

苦情相談を分析し、消

費者に同種被害が多数

発生している事例、深

刻な被害事例等に関す

る財産事案に係る情報

を迅速に分析して取り

まとめ、報道機関を通

じて国民に情報提供を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ウェブサイト等に

よる情報提供 

消費者の自己解決に

資するウェブコンテン

ツについては、寄せら

れた情報を積極的に活

用し、分析した上で、必

＜指標＞ 

① 

・相談情報に関する公表

件数（相談情報部公表

分） 

② 

・消費者向けＦＡＱへの

アクセス件数 

 

＜関連指標＞ 

① 

・取材対応件数（令和３年

度実績：918件） 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

①  報道機関を通じた情報提供 

記者説明会等により消費者へ 37 件の情報提

供を行った。また、このほかに、フィッシング

やサポート詐欺など、適宜、注意喚起のリーフ

レットを警察庁と共同で作成しウェブサイト

に掲載した。 

  各報道機関等からの取材について、計 699件

対応した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ウェブサイト等による情報提供 

  消費者に対して自己解決に資する情報をよ

り積極的に情報提供していくため、既存のウェ

ブコンテンツに加えて、令和５年４月３日より

消費者向けＦＡＱサイトを開設し、令和６年度

現在、合計 586本のＱ＆Ａを掲載した。年間で

合計 916,005件のアクセスがあった。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

① 報道機関を通じた情報提供 

令和６年度も引き続き迅速か

つ積極的に消費者への情報提供

を行った。 

また、消費者へ注意喚起情報

をより広く届けるための試みと

して、若者等が情報収集及び拡

散のツールとして使用するＸを

活用し、「読む気になる」「スマ

ホでも見やすい」を意識した情

報提供をシリーズ化し、合計 13

回投稿したほか、高齢者に多い

トラブルについては、地域のコ

ミュニティを活用するべく、都

道府県別に算出した相談件数の

増加率等を各都道府県の消費生

活センター等と共有し、地域の

状況に合わせた形で情報を届け

てもらえるよう連携を行うな

ど、様々な工夫を行った。 

さらに、インターネットやＳ

ＮＳをきっかけとした消費者ト

ラブルの増加に鑑み、ＳＮＳを

きっかけとした著名人を名乗る

消費者トラブルや副業トラブ

ル、近年新たなトラブルとして

寄せられ始めたデジタル終活に

関するトラブルなど、時宜を得

た情報提供を実施した。加えて、

越境消費者センターで確認した

具体的な悪質通販サイトのＵＲ

Ｌやトップページ等の公表を６

月以降、随時行った。 

 

また、能登半島地震関連消費

者ホットラインの開設１年の相

談状況をまとめ公表した。 

 

②  ウェブサイト等による情報

提供 

  令和５年度より、新たに消費

者の自己解決に資する情報等を

発信するための消費者向けＦＡ

Ｑサイトを公開しているとこ

ろ、令和６年度は関心の高い内

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 
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要な情報を迅速かつよ

り分かりやすくセンタ

ーのウェブサイト等を

通じて国民に提供す

る。 

 

【指標】（再掲） 

・消費者向けＦＡＱへ

のアクセス件数 

 

【目標水準の考え方】 

消費者被害の未然防

止、拡大防止及び再発

防止のためには、消費

者の自己解決に資する

ＦＡＱが有効であるた

め、消費者向けＦＡＱ

へのアクセス件数を目

標とし、554,933件（平

成30年度～令和３年度

の平均）以上のアクセ

スを得る。 

 

要な情報を迅速かつよ

り分かりやすくセンタ

ーのウェブサイト等を

通じて国民に提供す

る。 

 

【指標】（再掲） 

・消費者向けＦＡＱへ

のアクセス件数 

 

要な情報を迅速かつよ

り分かりやすくセンタ

ーのウェブサイト等を

通じて国民に提供す

る。 

 容のＦＡＱを迅速に掲載するな

どＱ＆Ａ数を追加する他、閲覧

状況のデータ等に基づく日々の

改善、積極的な周知等により、２

年目で目標値を大きく上回るア

クセス数を得た。 

 

これらを踏まえ、Ａと評価す

る。 

 

＜課題と対応＞ 

令和７年度も引き続き、ＰＩ

Ｏ－ＮＥＴ等に蓄積されている

情報や国民生活センターで処理

された苦情相談を分析し、消費

者に同種被害が多数発生してい

る事例、深刻な被害事例、時流に

沿った事例等に関する財産事案

に係る情報を迅速に分析して取

りまとめ、報道機関を通じて国

民に情報提供を行う。 

これらの情報が国民にしっか

り届くよう発信の切り口やツー

ルを工夫する。 

また、消費者向けＦＡＱサイ

トの利用状況や利用者からの意

見等を分析して、必要な新規コ

ンテンツを掲載する他、令和７

年度は、各コンテンツの質を高

めるべく、ノウハウを蓄積し、デ

ータ分析の精度を高め、消費者

にとって、より閲覧しやすく理

解しやすい、そして役に立つＦ

ＡＱサイトとなるように検討し

ていく。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【７】 

３.相談事業 （３）関係機関への情報提供、情報共有及び情報交換 

関連する政策・施策 「消費者基本計画」（令和２年３月 31日閣議決定）（令和３年６月 15日改定） 当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

「独立行政法人国民生活センター法」（平成 14年法律第 123号）第３条、第 10条第１

号、第 42条 

「消費者基本法」（昭和 43年法律第 78号）第 25条 

当該項目の重要度、難易 

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（令和３年度

実績値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度  

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 

関係機関等への相

談情報に関する情

報提供件数（相談

情報部提供分） 

31件以上 － 31件 39件    予算額（千円） 459,656 522,203    

消費生活センター

等への情報提供回

数 

24回以上 －  70回 54回    決算額（千円） 454,024 465,061    

情報提供における

関係機関等の対応

件数 

（相談情報部：行

政処分や業務改善

等の対応） 

－ ６件 ９件 ４件    経常費用（千円） 463,298 493,435    

        経常損益（千円） 5,596 3,133    

        
行政コスト 

（千円） 
463,298 493,435    

        従事人員数 21 22    
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ① 消費者庁等への情

報提供、情報共有 

消費者事故等の発生

に関して、必要な事項

を適切な方法で消費者

庁へ通知するととも

に、財産事案に係る情

報共有のための会議の

場等を通じ、ＰＩＯ－

ＮＥＴ等に蓄積されて

いる情報等の分析結果

や、消費者に同種被害

が多数発生している事

例、深刻な被害事例等

について、消費者庁と

の情報共有をより緊密

に行う。 

また、法令に基づく

迅速かつ厳正な行政処

分等に資するため、消

費者利益を侵害する違

法・不当行為の取締り

等を行う消費者庁を始

めとした行政機関等と

の間で緊密な情報交換

を行う。さらに、関係行

政機関への情報提供を

積極的に行う。その際

には、必要に応じ、セン

ター法第42条第２項に

基づく事業者の名称等

の公表にも取り組む。 

 

【指標】 

・関係機関等への相談

情報に関する情報提

供件数（相談情報部

提供分） 

 

【目標水準の考え方】 

相談事例等から得ら

れる新たな手口・悪質

事例等の情報は、消費

者被害の発生又は拡大

を防止するために重要

であることから、関係

機関等への情報提供件

① 消費者庁等への情

報提供、情報共有 

消費者事故等の発生

に関して、必要な事項

を適切な方法で消費者

庁へ通知するととも

に、財産事案に係る情

報共有のための会議の

場等を通じ、ＰＩＯ－

ＮＥＴ等に蓄積されて

いる情報等の分析結果

や、消費者に同種被害

が多数発生している事

例、深刻な被害事例等

について、消費者庁と

の情報共有をより緊密

に行う。 

また、法令に基づく

迅速かつ厳正な行政処

分等に資するため、消

費者利益を侵害する違

法・不当行為の取締り

等を行う消費者庁を始

めとした行政機関等と

の間で緊密な情報交換

を行う。さらに、関係行

政機関への情報提供を

積極的に行う。その際

には、必要に応じ、セン

ター法第42条第２項に

基づく事業者の名称等

の公表にも取り組む。 

 

【指標】 

・関係機関等への相談

情報に関する情報提

供件数（相談情報部

提供分） 

 

 

【関連指標】 

・情報提供における関

係機関等の対応件数 

（相談情報部：行政処

分や業務改善等の対

応）（令和３年度実

績：６件） 

① 消費者庁等への情

報提供、情報共有 

消費者事故等の発生

に関して、必要な事項

を適切な方法で消費者

庁へ通知するととも

に、財産事案に係る情

報共有のための会議の

場等を通じ、ＰＩＯ－

ＮＥＴ等に蓄積されて

いる情報等の分析結果

や、消費者に同種被害

が多数発生している事

例、深刻な被害事例等

について、消費者庁と

の情報共有をより緊密

に行う。 

また、法令に基づく

迅速かつ厳正な行政処

分等に資するため、消

費者利益を侵害する違

法・不当行為の取締り

等を行う消費者庁を始

めとした行政機関等と

の間で緊密な情報交換

を行う。さらに、関係行

政機関への情報提供を

積極的に行う。その際

には、必要に応じ、セン

ター法第42条第２項に

基づく事業者の名称等

の公表にも取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜指標＞ 

① 

・関係機関等への相談情

報に関する情報提供件

数（相談情報部提供分） 

② 

・消費生活センター等へ

の情報提供回数 

 

＜関連指標＞ 

① 

・情報提供における関係

機関等の対応件数（相

談情報部：行政処分や

業務改善等の対応）（令

和３年度実績：６件） 

 

＜主要な業務実績＞ 

① 消費者庁等への情報提供、情報共有 

記者説明会等により消費者へ 37 件の情報提

供を行い、そのうちの 21 件については、関係

機関等にも情報提供を行った。 

また、寄せられた消費者トラブルについて、

関係機関等に書面や意見交換等による情報提

供を 18件行った。 

  その結果、警察庁を通じて複数の県警で注意

喚起がなされる等、関係省庁や業界団体のウェ

ブサイト等での公表内容の周知等の対応が計

４件（訪問購入トラブル、分電盤の点検商法に

かかるトラブル等）確認できた。 

また、令和６年度に国民生活センターに寄せ

られた相談情報等のうち、重大事故等のおそれ

があるものについて、消費者庁へ 21 件の情報

提供を行った。 

この他、財産事案に係る情報共有のための消

費者庁との会議の場である財産事案情報共有

打合せを 25回開催した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

① 消費者庁等への情報提供、情報

共有 

  消費者事故等の発生に関し

て、消費者に情報提供を行うと

ともに、消費者庁をはじめ関係

省庁に必要な情報提供を積極的

に行った。とくに、重大事故等や

消費者事故のおそれがあるもの

については必要な事項を消費者

庁に速やかに通知した。 

また、消費者に同種被害が多

数発生している事例、深刻な被

害事例等については消費者庁と

財産事案や生命身体に係る情報

共有のための会議の場を複数回

開催し、相互に消費者被害に関

する情報を提供し合うことによ

り、日常的に緊密な情報共有を

図った。 

 

 

② 消費生活センター等への情報提

供 

令和６年度は、「消費生活相談

緊急情報」定例号を消費者行政

フォーラムに 54回掲載した。毎

月２回の定例号のほか、事業者

の倒産情報等早期に情報提供が

必要な場合に発行する臨時号も

迅速に 30回掲載し、相談対応等

から得られた情報・知見を消費

生活センター等に適切かつ迅速

に提供した。 

また、索引を整理して過去の

事案検索を容易にした他、全体

のデザインを統一して、現場に

とってより便利に使えるよう改

善を行った。 

さらに、令和６年度からの新

たな試みとして、相談処理のポ

イント等を動画で解説した「動

画でみるマル急」８本を消費生

活センター等向けに YouTube（限

定公開）で情報提供した。 

 

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 
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数を目標とし、31件（平

成30年度～令和３年度

の平均）以上の提供を

行う。 

 

【関連指標】 

・情報提供における関

係機関等の対応件数

（相談情報部：行政

処分や業務改善等の

対応）（令和３年度実

績：６件） 

 

② 消費生活センター

等への情報提供 

消費生活センター等

からの経由相談及びバ

ックアップ相談への対

応から得られる知見に

ついて、消費生活セン

ター等に対して情報提

供を行う。 

 

【指標】 

・消費生活センター等

への情報提供回数 

 

【目標水準の考え方】 

消費生活センター等

からの経由相談及びバ

ックアップ相談への対

応から得られる知見に

ついて消費生活センタ

ー等に対して情報を提

供していくことは重要

であるため、消費生活

センター等への情報提

供の回数を目標とし、

年間 24回以上実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 消費生活センター

等への情報提供 

消費生活センター等

からの経由相談及びバ

ックアップ相談への対

応から得られる知見に

ついて、消費生活セン

ター等に対して情報提

供を行う。 

 

【指標】 

・消費生活センター等

への情報提供回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 消費生活センター

等への情報提供 

消費生活センター等

からの経由相談及びバ

ックアップ相談への対

応から得られる知見に

ついて、消費生活セン

ター等に対して情報提

供を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 消費生活センター等への情報提供 

  令和６年度は経由相談及びバックアップ相

談への対応から得られた事業者情報や相談処

理の知見等を「消費生活相談緊急情報」という

形でまとめ、定例号を月２回（計 24 回）、臨

時号を年間 30 回発行し、「消費者行政フォー

ラム」に掲載し、計 54回配信した。 

また、「消費生活相談緊急情報」に掲載した

記事について、過去の索引を「消費者行政フォ

ーラム」に掲載し、利便性を向上させた。 

さらに、令和６年度から新たな試みとして、

相談処理のポイント等を動画で解説した「動画

でみるマル急」８本を各地センターに向けて

YouTubeで限定公開し、情報提供した。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらを踏まえ、Ａと評価す

る。 

 

 

＜課題と対応＞ 

令和７年度も引き続き、以下

の分野で適切な対応を行う。 

・財産事案に係る情報共有のため

の会議の場を活用するなど、消

費者庁との情報共有をより緊密

に行い、法令に基づく迅速かつ

厳正な行政処分等につなげる。 

・消費者利益を侵害する違法・不当

行為の取締り等を行う消費者庁

を始めとした関係行政機関等と

の間で緊密な情報交換を行う。 

・重大事故等や消費者事故に該当

するおそれがあるものについて

は、必要な事項を消費者庁に速

やかに通知する。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【８】 

３.相談事業 （４）関係行政機関等に対する改善要望 

関連する政策・施策 「消費者基本計画」（令和２年３月 31日閣議決定）（令和３年６月 15日改定） 当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

「独立行政法人国民生活センター法」（平成 14年法律第 123号）第 10条第１号、第 42

条 

「消費者基本法」（昭和 43年法律第 78号）第 25条 

当該項目の重要度、難易 

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（令和３年度

実績値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度  

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 

関係行政機関等へ

の要望件数（相談

情報部要望分） 

５件以上 － ３件 ５件    予算額（千円） 459,656 522,203    

関係行政機関の対

応件数（相談情報

部要望分） 

－ ４件 ２件 ４件    決算額（千円） 454,024 465,061    

        経常費用（千円） 463,298 493,435    

        経常損益（千円） 5,596 3,133    

        
行政コスト 

（千円） 
463,298 493,435    

        従事人員数 21 22    

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 消費者基本計画第１

章３において、「新たな

課題の解決に向けて今

後も不断の努力を続

け、関連施策を更に充

消費者基本計画第１

章３において、「新たな

課題の解決に向けて今

後も不断の努力を続

け、関連施策を更に充

消費者基本計画第１

章３において、「新たな

課題の解決に向けて今

後も不断の努力を続

け、関連施策を更に充

＜指標＞ 

・関係行政機関等への

要望件数（相談情報

部要望分） 

＜関連指標＞ 

＜主要な業務実績＞ 

記者説明会等により消費者へ 37 件の情報提

供を行い、そのうちの３件については、関係行

政機関や事業者団体等に要望を行った。  

また、寄せられた消費者トラブルの実態等を

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

関係行政機関や事業者団体等

に５件の要望を行った。 

特に、害虫・害獣駆除のトラブ

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 
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実させることが求めら

れている」ことから、 

消費生活相談情報の収

集・分析結果等を基

に、関係行政機関等に

対して制度等に関する

改善要望を積極的に提

出する。 

 

 

【指標】 

・関係行政機関等への

要望件数（相談情報

部要望分） 

 

【目標水準の考え方】 

制度改正等への要望

は、消費者被害の発生

又は拡大の防止に直接

的に結びつくものであ

り、センターの大きな

役割の一つであること

から、関係行政機関等

への要望件数を目標と

し、５件（平成30年度～

令和３年度の平均）以

上の要望を行う。 

 

【関連指標】 

・関係行政機関の対応

件数（相談情報部要

望分）（令和３年度実

績：４件） 

実させることが求めら

れている」ことから、消

費生活相談情報の収

集・分析結果等を基に、

関係行政機関等に対し

て制度等に関する改善

要望を積極的に提出す

る。 

 

 

【指標】 

・関係行政機関等への

要望件数（相談情報

部要望分） 

 

【関連指標】 

・関係行政機関の対応

件数（相談情報部要

望分）（令和３年度実

績：４件） 

実させることが求めら

れている」ことから、消

費生活相談情報の収

集・分析結果等を基に、

関係行政機関等に対し

て制度等に関する改善

要望を積極的に提出す

る。 

・関係行政機関の対応

件数（相談情報部要

望分）（令和３年度実

績：４件） 

踏まえて、関係機関等に要望を２件行った。 

 ※要望事例は以下のとおり。 

 ○「ネットの価格と全然違う！？害虫・害獣駆

除のトラブルにご注意－若い年代でトラブ

ル急増中！－」（令和６年４月 24 日）の公

表において、公益社団法人日本ペストコント

ロール協会に要望を行なった。 

〇「引き続き返金詐欺に注意！「○○ペイで返

金します」と言われたら詐欺を疑って！」（令

和６年７月 31 日）の公表において、一般社

団法人日本資金決済業協会に要望を行った。 

○「ウォーターサーバーの勧誘トラブルにご注

意！－その契約、レンタルですか？購入です

か？－」（令和６年 11 月６日）の公表にお

いて、一般社団法人日本宅配水＆サーバー協

会に要望を行なった。 

 

○クレジットカードの不正利用に関する消費

者トラブルの実態を踏まえた対応について、

日本クレジットカード協会へ要望を行った。 

〇食事宅配に関する消費者トラブルの実態を

踏まえた対応について、フードデリバリーサ

ービス協会へ要望を行った。 

 

※対応事例は以下のとおり。 

 ○「ネットの価格と全然違う！？害虫・害獣駆

除のトラブルにご注意－若い年代でトラブ

ル急増中！－」（令和６年４月 24 日）の公

表において、公益社団法人日本ペストコント

ロール協会日から都道府県ペストコントロ

ール協会に対して、相談体制の強化等の働き

かけがあった。また、協会誌においてセンタ

ーの公表資料を紹介しつつ特集が組まれた

他、協会 SNSでも注意喚起が行われるなど、

注意喚起についてより一層の協力体制が得

られた。 

 〇「引き続き返金詐欺に注意！「○○ペイで返

金します」と言われたら詐欺を疑って！」（令

和６年７月 31 日）の公表において、一般社

団法人資金決済業協会のホームページ上で

○○ペイ返金詐欺の手口の注意喚起および

国民生活センターの公表資料へのリンクが

掲載された。 

 ○「ウォーターサーバーの勧誘トラブルにご注

意！－その契約、レンタルですか？購入です

か？－」（令和６年 11 月６日）の公表にお

いて、日本宅配水＆サーバー協会のホームペ

ージにて、会員企業へのトラブル防止に向け

た確認依頼が掲載された。 

○日本クレジットカード協会にて、官民 11 団

体共同「フィッシング啓発キャンペーン」を

ルに関する公表において、公益

社団法人日本ペストコントロー

ル協会から都道府県ペストコン

トロール協会に対して、相談体

制の強化等の働きかけがあっ

た。また、協会誌においてセンタ

ーの公表資料を紹介しつつ特集

が組まれた他、協会 SNSでも注意

喚起が行われるなど、注意喚起

についてより一層の協力体制が

得られたところ。 

○○ペイ返金詐欺に関する公

表において、要望先の一般社団

法人日本資金決済業協会 HPにて

当該手口の注意喚起及び国民生

活センターの公表資料へのリン

クが掲載され、注意喚起の周知

について協力を得られた。また、

要望先ではないものの、岩手県

教育委員会が当センターの公表

資料をもとに啓発資料を作成し

県下の学校に周知するなど、広

く反響が得られた。さらに、全国

から寄せられる消費者トラブル

の実態等を踏まえ、要望を２件

行った。特にクレジットカード

の不正利用に関する要望を行っ

たクレジットカード協会におい

て、官民 11団体共同「フィッシ

ング啓発キャンペーン」が実施

され、当センターも同キャンペ

ーンに参画した。 

加えて、要望までには至らな

い事案についても、関係省庁や、

事業者・事業者団体が主催する

検討会等、政策決定等にも影響

のある会合で積極的に意見を述

べるほか、日常的にも関係機関

等と意見交換会等を実施し、消

費者トラブルの実態等について

情報共有を図った。 

 

  これらを踏まえ、Ｂと評価す

る。 

 

＜課題と対応＞ 

令和７年度も引き続き、消費

生活相談情報の収集・分析結果

等を基に、関係行政機関等に対

して、制度等に関する改善要望

を積極的に行う。 
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実施した。なお当センターも同キャンペーン

に参画した。 

 

また、注意喚起に伴う要望の他にも、関係省

庁が主催する検討会等、政策決定に影響のある

会合に積極的に出席し（計 51 回）、消費者ト

ラブルの状況等に基づく課題や問題点の指摘

を積極的に行った。 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【９】 

３.相談事業 （５）消費生活相談員の処遇改善を通じた相談事業の質の維持・向上 

関連する政策・施策 「消費者基本計画」（令和２年３月 31日閣議決定）（令和３年６月 15日改定） 当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

「消費者安全法」（平成 21年法律第 50号）第 10条の３、第 11条 

当該項目の重要度、難易 

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（令和３年度

実績値） 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

消費生活相談員等

のキャリアパスや

処遇を含めた任用

に関する情報提 

供件数 

２件以上 － ３件 ２件    予算額（千円） 459,656 522,203    

        決算額（千円） 454,024 465,061    

        経常費用（千円） 463,298 493,435    

        経常損益（千円） 5,596 3,133    

        
行政コスト 

（千円） 
463,298 493,435    

        従事人員数 21 22    

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 消費者安全法第 10条

の３による消費生活相

談員の法定化（平成 26

年６月 13日同法改正）

や、同法第 11条及び消

費者基本計画第４章

（２）の消費生活相談

消費者安全法第 10条

の３による消費生活相

談員の法定化（平成 26

年６月 13日同法改正）

や、同法第 11条及び消

費者基本計画第４章

（２）の消費生活相談

消費者安全法第 10条

の３による消費生活相

談員の法定化（平成 26 

年６月 13日同法改正）

や、同法第 11 条及び消

費者基本計画第４章

（２）の消費生活相談

＜指標＞ 

・消費生活相談員等の

キャリアパスや処遇

を含めた任用に関す

る情報提供件数 

 

＜関連指標＞ 

＜主要な業務実績＞ 

消費生活相談員は、法定の資格試験に合格し

た者又はこれと同等以上の専門的な知識及び

技術を有する者とされている（消費者安全法第

10条の３第１項）。 

  消費者問題に関する中核的機関として位置

付けられる国民生活センターの消費生活相談

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

消費生活相談の専門職として

の職務と能力に鑑みた賃金体系

を維持すべく、限られた予算の

中、人材確保に資する処遇改善

の検討を行い、令和７年度から

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 
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員に係る規定等を踏ま

え、センターの消費生

活相談員について、専

門職としての経験や能

力に応じて適切に処遇

改善が行われることを

通じて、人材が確保さ

れることにより、相談

事業の質を維持・向上

させる。処遇改善につ

いては、第５期中期目

標期間中を通じて、任

用制度の見直し等を進

めるとともに、センタ

ーの求人や他の消費生

活センター等の制度設

計に資するよう、セン

ターの消費生活相談員

の任用制度について情

報提供を行う。 

 

 

【指標】 

・消費生活相談員等の

キャリアパスや処遇

を含めた任用に関す

る情報提供件数 

 

【目標水準の考え方】 

センターが、センタ

ーの任用制度に関する

情報提供を行うこと

は、センターの求人や

他の消費生活センター

等の制度設計に資する

と考えられることか

ら、年間２件以上の情

報提供を行う。 

 

 

員に係る規定等を踏ま

え、センターの消費生

活相談員について、専

門職としての経験や能

力に応じて適切に処遇

改善が行われることを

通じて、人材が確保さ

れることにより、相談

事業の質を維持・向上

させる。処遇改善につ

いては、第５期中期目

標期間中を通じて、任

用制度の見直し等を進

めるとともに、センタ

ーの求人や他の消費生

活センター等の制度設

計に資するよう、セン

ターの消費生活相談員

の任用制度について情

報提供を行う。 

 

 

【指標】 

・消費生活相談員等の

キャリアパスや処遇

を含めた任用に関す

る情報提供件数 

員に係る規定等を踏ま

え、センターの消費生

活相談員について、専

門職としての経験や能

力に応じて適切に処遇

改善が行われることを

通じて、人材が確保さ

れることにより、相談

事業の質を維持・向上

させる。処遇改善につ

いては、令和６年度に

おいては、消費生活相

談員における賃金体系

の見直し等といった任

用制度の見直し等を進

めるとともに、センタ

ーの求人や他の消費生

活センター等の制度設

計に資するよう、セン

ターの消費生活相談員

の任用制度について情

報提供を行う。 

－ 員については、その専門職としての職務と能力

に見合う処遇を提供すべく、他の一般の非常勤

職員と別の賃金体系を設けて採用している。 

  具体的には、消費生活相談員の最低ランクの

賃金（相談員補は除く。）は、他の一般の非常

勤職員の最高ランクの賃金を上回るように設

定し、その後も経験年数等に応じてランクアッ

プしていける仕組みとしている。加えて、令和

４年度、５年度に引き続き令和６年度も消費生

活相談員を含む非常勤職員に賞与の支給を行

った。併せて、消費生活相談員の１月当たりの

勤務日数について、業務の必要性に応じて柔軟

に対応している。更に令和６年度に処遇改善を

通じた人材確保を目的とした消費生活相談員

の賃金の見直しを検討し、令和７年度に賃金日

額の変更を行う決定をするとともに令和７年

度に令和６年度よりも１月分多く賞与を支給

することを決定した。 

  消費生活相談員としての更なる専門性の向

上を目指し、国民生活センター教育研修部が実

施する消費生活相談員向け研修を受講する機

会を確保したほか、別途、専門の講師を招へい

した勉強会を開催した。 

また、他の消費生活センター等の消費生活相

談員等のキャリアパスや処遇改善等の制度設

計に資するよう、相談員処遇に係る規程の情報

提供について、令和６年度に２件実施した。 

 

  

・令和６年８月 佐賀県県民環境部くらしの安

全安心課 

・令和７年３月 佐賀県県民環境部くらしの安

全安心課 

 

新しい賃金日額に変更する決定

を行った。また、令和５年度に引

き続き令和６年度も賞与を支給

したが、令和７年度に令和６年

度よりも１月分多く支給するこ

とを決定し、更なる処遇改善を

行った。また、専門性の向上のた

めの研修や勉強会への参加の機

会を確保した。 

さらに、他の消費生活センタ

ー等の消費生活相談員等のキャ

リアパスや処遇改善等の制度設

計に資するよう、国民生活セン

ターの相談員処遇に係る規程の

情報提供を２件行った。 

 

  これらを踏まえ、Ｂと評価す

る。 

 

＜課題と対応＞ 

今後も近隣の消費生活センタ

ーの消費生活相談員の処遇改善

状況等を踏まえ、センター消費

生活相談員の処遇改善を検討し

ていき、処遇改善を通じた相談

事業の質の維持・向上に向け取

り組む。 

また、消費生活相談員向け研

修の受講の機会の確保や、専門

的知見を有する講師を招へいし

た勉強会を実施することによ

り、消費生活相談員の専門性の

向上を図る。 

 

 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

４.商品テスト事業 商品テスト事業全般 

関連する政策・施策 「消費者基本計画」（令和２年３月 31日閣議決定）（令和３年６月 15日改定） 

「消費者基本計画工程表（令和２年７月７日）」施策番号Ⅰ（１）③ウ 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

「独立行政法人国民生活センター法」（平成 14年法律第 123号）第３条、第 10条第１

号、第 42条 

「消費者基本法」（昭和 43年法律第 78号）第 25条 

当該項目の重要度、難易 

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（令和３年度

実績値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度  

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 

        予算額（千円） 313,243 358,918    

        決算額（千円） 304,409 314,835    

        経常費用（千円） 340,039 329,766    

        経常損益（千円） 8,828 △18,457    

        
行政コスト 

（千円） 
341,674 331,401    

        従事人員数 26 23    

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画  

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 １．商品テスト事業 

  ＜以下略＞ 

１．商品テスト事業 

  ＜以下略＞ 

１．商品テスト事業 

  ＜以下略＞ 

 （１）商品テストの実施【Ｂ】 

（２）国民への情報提供【Ａ】 

（３）関係機関への情報提供、情報共有及び情報交換【Ａ】 

（４）関係行政機関等に対する改善要望【Ａ】 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

  各項目を通じて、所期の目標を十分に達成し

たものと評価した。 

 

＜課題と対応＞ 

なし 

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【10】 

４.商品テスト事業 （１）商品テストの実施 

関連する政策・施策 「消費者基本計画」（令和２年３月 31日閣議決定）（令和３年６月 15日改定） 

 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

「独立行政法人国民生活センター法」（平成 14年法律第 123号）第３条、第 10条第１

号、第 42条 

「消費者基本法」（昭和 43年法律第 78号）第 25条 

当該項目の重要度、難易 

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（令和３年度

実績値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度  

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 

注意喚起のための

商品テスト 

実施件数 

 

11件以上 － 11件 10件    予算額（千円） 313,243 358,918    

商品テスト 

実施件数 
－ 194件 125件 122件    決算額（千円） 304,409 314,835    

消費生活センター

等からの依頼・相

談件数 

－ 234件 157件 152件    経常費用（千円） 340,039 329,766    

テスト依頼への技

術相談を含めた対

応率 

－ 100％ 100％ 100％    経常損益（千円） 8,828 △18,457    

他機関の知見等の

活用回数 
－ 22件 15件 27件    

行政コスト 

（千円） 
341,674 331,401    

 

         従事人員数 26 23    

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 消費者被害の発生又

は拡大の防止を図るた

め、消費者の生活実態

に即して必要な商品テ

ストを行う。具体的に

は、地方公共団体から

依頼のあった相談解決

のための商品テスト、

ＰＩＯ－ＮＥＴ、消費

消費者被害の発生又

は拡大の防止を図るた

め、消費者の生活実態

に即して必要な商品テ

ストを行う。具体的に

は、地方公共団体から

依頼のあった相談解決

のための商品テスト、

ＰＩＯ－ＮＥＴ、消費

消費者被害の発生又

は拡大の防止を図るた

め、消費者の生活実態

に即して必要な商品テ

ストを行う。具体的に

は、地方公共団体から

依頼のあった相談解決

のための商品テスト、

ＰＩＯ－ＮＥＴ、消費

＜指標＞ 

・注意喚起のための商品

テスト実施件数 

 

＜関連指標＞ 

・商品テスト実施件数（令

和３年度実績：194件） 

・消費生活センター等か

らの依頼・相談件数（令

 地方公共団体から依頼のあった相談解決のた

めの商品テスト及び注意喚起のための商品テス

ト 

・ 地方公共団体からテスト依頼のあった152件

のうち、技術相談等により解決したものが 40

件、テスト受付をしたものが 112件と対応率は

100％であった。 

・ 商品テストを 122件実施した。 

うち、地方公共団体から依頼のあった商品テ

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

消費者被害の発生又は拡大の

防止を図るため、消費者の生活

実態に即して必要な商品テスト

を実施した。 

地方公共団体から依頼のあっ

た相談解決のための商品テスト

については、技術相談対応を含

評定  

＜評定と根拠＞ 
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者庁との共同運営によ

って全国の参画医療機

関から消費者事故の情

報収集をしている医療

機関ネットワークなど

の事故情報から、重篤

性や多発性、新規性等

の観点から事案を選定

した注意喚起のための

商品テストを積極的に

実施する。また、相談解

決のための商品テスト

については、原則とし

て全てに対応し、重大

事故等のおそれのある

事案のテスト結果につ

いても情報提供する。

さらに、消費者安全法

第14条の規定や設立10

周年を迎えた消費者安

全調査委員会との連携

強化への取組を踏ま

え、消費者事故等の原

因究明や情報提供のた

めに、消費者庁（消費者

安全調査委員会を含

む。）からの求めに応じ

必要な協力を行う。な

お、注意喚起のための

商品テストについて

は、各分野の有識者に

より構成される商品テ

スト分析・評価委員会

により、テストの企画

立案、テスト結果の分

析・評価及び公表の妥

当性等について審議を

行う。そのほか、必要に

応じて関係機関との連

携強化、外部化を始め、

商品テスト事業を強化

する。 

 

【指標】 

・注意喚起のための商

品テスト実施件数 

 

【目標水準の考え方】 

注意喚起のための商

品テスト実施件数につ

いては、同テストの重

者庁との共同運営によ

って全国の参画医療機

関から消費者事故の情

報収集をしている医療

機関ネットワークなど

の事故情報から、重篤

性や多発性、新規性等

の観点から事案を選定

した注意喚起のための

商品テストを積極的に

実施する。また、相談解

決のための商品テスト

については、原則とし

て全てに対応し、重大

事故等のおそれのある

事案のテスト結果につ

いても情報提供する。

さらに、消費者安全法

第14条の規定や設立10

周年を迎えた消費者安

全調査委員会との連携

強化への取組を踏ま

え、消費者事故等の原

因究明や情報提供のた

めに、消費者庁（消費者

安全調査委員会を含

む。）からの求めに応じ

必要な協力を行う。な

お、注意喚起のための

商品テストについて

は、各分野の有識者に

より構成される商品テ

スト分析・評価委員会

により、テストの企画

立案、テスト結果の分

析・評価及び公表の妥

当性等について審議を

行う。そのほか、必要に

応じて関係機関との連

携強化、外部化を始め、

商品テスト事業を強化

する。 

令和６年度補正予算

（第１号）により追加

的に措置された運営費

交付金については、テ

スト機器やテスト施設

の整備等、商品テスト

の実施に必要な環境整

備に活用する。 

 

者庁との共同運営によ

って全国の参画医療機

関から消費者事故の情

報収集をしている医療

機関ネットワークなど

の事故情報から、重篤

性や多発性、新規性等

の観点から事案を選定

した注意喚起のための

商品テストを積極的に

実施する。また、相談解

決のための商品テスト

については、原則とし

て全てに対応し、重大

事故等のおそれのある

事案のテスト結果につ

いても情報提供する。

さらに、消費者安全法

第 14条の規定や令和４

年 10 月に設立 10 周年

を迎えた消費者安全調

査委員会との連携強化

への取組を踏まえ、消

費者事故等の原因究明

や情報提供のために、

消費者庁（消費者安全

調査委員会を含む。）か

らの求めに応じ必要な

協力を行う。なお、注意

喚起のための商品テス

トについては、各分野

の有識者により構成さ

れる商品テスト分析・

評価委員会により、テ

ストの企画立案、テス

ト結果の分析・評価及

び公表の妥当性等につ

いて審議を行う。その

ほか、必要に応じて関

係機関との連携強化、

外部化を始め、商品テ

スト事業を強化する。 

令和６年度補正予算

（第１号）により追加

的に措置された運営費

交付金については、テ

スト機器やテスト施設

の整備等、商品テスト

の実施に必要な環境整

備に活用する。 

和３年度実績：234件） 

・テスト依頼への技術相

談を含めた対応率（令

和３年度実績：100％） 

・他機関の知見等の活用

回数（令和３年度実績：

22件） 

ストは前年度からの受付分も含め 112 件実施

し、重大事故等に該当するおそれのあるテスト

結果を消費者庁へ情報提供した。 

うち、消費者被害の未然防止・拡大防止のた

めに、10 件の注意喚起のための商品テストの

結果を公表し、消費者庁に情報提供した。 

 

※詳細は【資料５】参照 

 

・ 消費者庁と共同で医療機関ネットワーク事

業を運営し、32 の医療機関が参画した。基本

情報 2,533件、そのうち詳細情報を 141件収集

し、うち、３件については追跡調査を実施し、

消費者庁へ情報提供した。また、情報セキュリ

ティの強化、業務の効率化を図るために令和５

年度より導入した、クラウド上にプラットフォ

ーム、データベースを設けた新システムを運用

した。 

・ 消費者安全調査委員会からの依頼を受け、調

査に協力した。 

・ 各専門分野の学識経験者を委員とする商品

テスト分析・評価委員会を設置し、公表案件の

テストデザインや調査・結果を取りまとめた内

容、及び相談解決のためのテストにおける重大

事故等テスト結果の審議のために 14回（25件）

開催し、全 25 件について専門家の知見を活か

して公表案件や相談解決のためのテストにお

けるテスト方法や結果の妥当性、信頼性の担保

を図った。 

・ 専門的な知見活用のため、専門機関等に 27

件のヒアリングを実施した。 

 

※主な事例は下記のとおり。 

・ （公財）日本ライフセービング協会に、アー

ムリング付き浮き具の危険性等についてヒア

リングを実施した。 

・ 日本接着剤工業会に、瞬間接着剤の発熱につ

いてヒアリングを実施した。 

・ （一財）日本文化用品安全試験所に、鍋、フ

ライパンのふっ素樹脂塗膜の試験についてヒ

アリングを実施した。 

 

・ 商品テストの効率化・充実を図るため外部試

験研究機関等にテストを 50項目委託した。 

 

※主な事例は以下のとおり。 

１．定型的な規格・基準に基づくテスト 

 

・フライパンのふっ素樹脂塗膜の付着力、耐熱

油性 

・自転車用ヘルメットの EN1078適合試験 

め、すべての依頼に対応した（対

応率 100％）。うち、重大事故等

に該当するおそれのあるテスト

結果を消費者庁へ情報提供し

た。 

達成目標に相当する注意喚起

のための商品テストを実施し

た。その際、ＰＩＯ－ＮＥＴや消

費者庁と共同運営し、全国の参

画医療機関より注意喚起等に有

効な端緒情報を収集する医療機

関ネットワークなどの事故情報

から、重篤性や多発性、新規性等

の観点から事案を選定した注意

喚起のための商品テストを積極

的に実施するとともに、テスト

結果を消費者庁へ情報提供し

た。医療機関ネットワーク事業

は、セキュリティ強化や業務の

効率化を図るため、令和５年度

より導入した新システムを運用

し、参画医療機関向けの研修会

を開催するなど、参画医療機関

を含む本事業全体の質の向上を

図った。 

情報提供案件については、各

分野の有識者により構成される

商品テスト分析・評価委員会に

より、テストの企画立案及びテ

スト結果の分析・評価、危害案件

の調査結果、公表の妥当性、相談

解決のためのテストにおける重

大事故等テスト結果等について

審議を行うとともに、必要に応

じて関係機関との連携強化や外

部委託試験を行い、商品テスト

事業を強化した。 

 

これらを踏まえ、Ｂと評価す

る。 

 

＜課題と対応＞ 

令和７年度も引き続き、消費

者被害の発生又は拡大の防止を

図るため、消費者の生活実態に

即した商品テストを実施する。 

相談解決のための商品テスト

については、消費生活相談員対

象の研修での紹介や地方公共団

体への周知を定期的に実施して

活用を促すとともに、テスト依
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要度が高いことから、

今後もこれまで以上の

実施が期待される。そ

のため、各年度の注意

喚起のための商品テス

ト実施件数を目標と

し、11件（平成30年度～

令和３年度の平均）以

上実施する。 

 

【関連指標】 

・商品テスト実施件数

（令和３年度実績：

194件） 

・消費生活センター等

からの依頼・相談件

数（令和３年度実績：

234件） 

・テスト依頼への技術

相談を含めた対応率

（令和３年度実績：

100％） 

・他機関の知見等の活

用回数（令和３年度

実績：22件） 

【指標】 

・注意喚起のための商

品テスト実施件数 

 

 

 

 

 

 

 

【関連指標】 

・商品テスト実施件数

（令和３年度実績：

194件） 

・消費生活センター等

からの依頼・相談件

数（令和３年度実績：

234件） 

・テスト依頼への技術

相談を含めた対応率

（令和３年度実績：

100％） 

・他機関の知見等の活

用回数（令和３年度

実績：22件） 

 

 

２．専門性の高いテスト 

・自動車のハンドルの皮革判別 

・フライパンの強度 

・蜂蜜の異性化糖添加判別 

 

※詳細は【資料６】参照 

 

 

 

 

 

 

頼への技術相談を含めた対応率

は 100％を維持する。また、注意

喚起のための商品テスト実施件

数は目標水準以上に実施する。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【11】 

４.商品テスト事業 （２）国民への情報提供 

関連する政策・施策 「消費者基本計画」（令和２年３月 31日閣議決定）（令和３年６月 15日改定） 

 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

「独立行政法人国民生活センター法」（平成 14年法律第 123号）第３条、第 10条第 1

号、第 42条 

「消費者基本法」（昭和 43年法律第 78号）第 25条 

当該項目の重要度、難易 

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（令和３年度

実績値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度  

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 

公表件数（商品テ

スト部公表分） 
26件以上 － 26件 26件    予算額（千円） 313,243 358,918    

ウェブサイト公表

回数（商品テスト

部公表分） 

26件以上 － 26件 26件    決算額（千円） 304,409 314,835    

事業者名を含めた

公表件数（商品テス

ト部公表分） 

－ ４件 ７件 ３件    経常費用（千円） 340,039 329,766    

取材対応件数 － 101件 208件 160件    経常損益（千円） 8,828 △18,457    

「くらしの危険」 

発行回数 
－ ６回 ６回 ６回    

行政コスト 

（千円） 
341,674 331,401    

「くらしの危険」 

アクセス件数 
－ 250,766件 336,105件 360,290 件    従事人員数 26 23    

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ① 報道機関等を通じ

た情報提供 

ＰＩＯ－ＮＥＴ等に

蓄積されている危害・

危険、品質等に関する

相談情報や医療機関ネ

ットワーク等に登録さ

れた事故事例を調査・

分析し、消費者に同種

① 報道機関等を通じ

た情報提供 

ＰＩＯ－ＮＥＴ等に

蓄積されている危害・

危険、品質等に関する

相談情報や医療機関ネ

ットワーク等に登録さ

れた事故事例を調査・

分析し、消費者に同種

① 報道機関等を通じ

た情報提供 

ＰＩＯ－ＮＥＴ等に

蓄積されている危害・

危険、品質等に関する

相談情報や医療機関ネ

ットワーク等に登録さ

れた事故事例を調査・

分析し、消費者に同種

＜指標＞ 

① 

・公表件数（商品テスト部

公表分） 

② 

・ウェブサイト公表回数

（商品テスト部公表

分） 

 

① 報道機関等を通じた情報提供 

ＰＩＯ－ＮＥＴ等や医療機関ネットワーク

等に登録された事故事例を調査・分析し消費者

事故の拡大防止、未然防止等のため、特に迅速

な注意喚起が求められる子どもの事故に関す

る注意喚起を含め、26件の情報提供を行った。

うち、子どもの事故防止を目的として、シーズ

ン到来直前に「アームリング付き浮き具による

子どもの溺水事故が発生！（令和６年５月 22

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

消費者における製品事故等を

防止するため、季節等の公表時

期を考慮した効果的な情報提供

（「アームリング付き浮き具に

よる子どもの溺水事故が発

生！」）や、法律の一部改正に伴

う情報提供の続報として「海外

評定  

＜評定と根拠＞ 
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被害が多数発生してい

る事例、深刻な被害事

例等に関する情報を迅

速に分析して取りまと

め、報道機関等を通じ

て国民に情報提供を行

う。 

 

【指標】 

・公表件数（商品テスト

部公表分） 

 

【目標水準の考え方】 

消費者被害の未然防

止、拡大防止及び再発

防止のためには、深刻

な被害事例等に関する

情報を迅速に分析して

取りまとめ、国民に情

報提供を行うことが重

要であるため、各年度

の公表件数（商品テス

ト部公表分）を目標と

し、26件（平成30年度～

令和３年度の平均）以

上の公表を行う。 

 

【関連指標】 

・事業者名を含めた公

表件数（商品テスト

部公表分）（令和３年

度実績：４件） 

・取材対応件数（令和３

年度実績：101件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ウェブサイト等に

よる情報提供 

ウェブサイト等を通

じて国民生活に関する

諸問題に係る情報を適

時適切に提供する。特

に「くらしの危険」につ

いては、公表情報を積

極的に活用し、事故防

被害が多数発生してい

る事例、深刻な被害事

例等に関する情報を迅

速に分析して取りまと

め、報道機関等を通じ

て国民に情報提供を行

う。 

 

【指標】 

・公表件数（商品テスト

部公表分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連指標】 

・事業者名を含めた公

表件数（商品テスト

部公表分）（令和３年

度実績：４件） 

・取材対応件数（令和３

年度実績：101件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ウェブサイト等に

よる情報提供 

ウェブサイト等を通

じて国民生活に関する

諸問題に係る情報を適

時適切に提供する。特

に「くらしの危険」につ

いては、公表情報を積

極的に活用し、事故防

被害が多数発生してい

る事例、深刻な被害事

例等に関する情報を迅

速に分析して取りまと

め、報道機関等を通じ

て国民に情報提供を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ウェブサイト等に

よる情報提供 

ウェブサイト等を通

じて国民生活に関する

諸問題に係る情報を適

時適切に提供する。特

に「くらしの危険」につ

いては、公表情報を積

極的に活用し、事故防

＜関連指標＞ 

① 

・事業者名を含めた公

表件数（商品テスト

部公表分）（令和３年

度実績：４件） 

・取材対応件数（令和３

年度実績：101件） 

② 

・「くらしの危険」発行

回数（令和３年度実

績：６件） 

・「くらしの危険」アク

セス数（令和３年度

実績：250,766件） 

日公表）を公表したほか、「自転車後部に同乗

中の子どもの事故に注意！（令和６年５月 29

日公表）」、「子どものボタン電池の誤飲事故

に気をつけましょう！（令和６年７月 31 日公

表）」、「回転させる玩具を使用中に、破片が

飛び目を負傷した事故が発生（令和６年８月１

日公表）」、「ヘアアイロンによる子どものや

けどに注意！（令和６年８月７日公表）」、「球

形のチーズによる子どもの窒息に注意！（令和

６年 12月 20日公表）」、「抱っこひもからの

子どもの落下に注意！（令和７年３月 19 日公

表）」の注意喚起を実施した。 

また、事業者名公表を３件実施した。「回転

させる玩具を使用中に、破片が飛び目を負傷し

た事故が発生（令和６年８月１日公表）」は、

重篤な事故情報を受け、主な使用者が子どもで

あることから事業者名公表及び注意喚起を行

った。「走行中にフレームが破損した折りたた

み自転車（令和６年 10月 30 日公表）」は重篤

な事故情報を受けたこと、自転車走行中にフレ

ームが破断し重大事故になる可能性があるこ

とから銘柄名と事業者名公表を行い、注意喚起

と共にメーカーの対応についての周知を行っ

た。「海外の安全基準への適合をうたう自転車

用ヘルメット（令和６年３月 26日公表）」は前

年度の公表を踏まえ、転倒時に頭部を守るため

に定められた性能を満たしていなかったこと

から、再発防止のために銘柄名と事業者名公表

及び注意喚起を行った。 

各報道機関等からの 160件の取材に原則、即

日の対応を行った。 

なお、消費者の製品事故の未然防止、拡大防

止等を図るための効果的な情報発信を行うた

めの協力について、アマゾンジャパン、楽天グ

ループ及びヤフー（現 LINE ヤフー）と取り交

わした合意内容に沿って、国民生活センターが

公表する危害、危険に関する注意喚起情報につ

いて、当該商品を購入した消費者へメールが配

信されること等により消費者に適切なタイミ

ングで直接情報が届けられた。 

 

 

②ウェブサイト、出版物等による情報提供 

ウェブサイトを通じて 26 件の情報提供を行

った。また、「くらしの危険」を６回発行し、

360,290件のアクセスがあった。 

ＳＮＳを通じて季節に合わせた注意喚起情

報等を 41回配信し、動画配信サイトに 18件の

注意喚起動画を投稿した。この結果、Ｘに投稿

された「脚立やはしごを使用中に転落する事

故」（令和６年９月 17日投稿）は広範囲に拡散

の安全基準への適合をうたう自

転車用ヘルメット」を実施する

とともに、緊急性・重大性が認め

られ、迅速な情報提供の必要が

生じた場合にも適宜柔軟に対応

し、「球形のチーズによる子ども

の窒息に注意！」を含め、子ども

の事故防止のための公表を７件

実施するなど、事業者名公表を

含め、達成目標に相当する注意

喚起を実施した。 

こうした注意喚起の公表に当

たっては、多種のメディアを通

じて多くの消費者へ分かりやす

く情報を届けることが重要であ

るため、商品テスト等の実施段

階から、公表資料に加えて訴求

力のある動画コンテンツや注意

喚起情報をコンパクトにまとめ

た啓発資料の作成に取り組み、

インターネットを通じた配信や

報道機関への提供を行うなど、

効果的な情報発信を積極的に行

った。 

ＳＮＳを通じて季節に合わせ

た注意喚起情報等を 41 回配信

し、動画配信サイトに 18件の注

意喚起動画を投稿した。Ｘに投

稿した「脚立やはしごを使用中

に転落する事故」（令和６年９月

17 日投稿）が年度内に約 308 万

回閲覧されたほか、YouTubeに投

稿した「折りたたみ自転車でフ

レームが破断し、転倒する事故

が発生！」（令和６年 10月 30日

投稿）は年度内に１万７千回閲

覧された。 

各報道機関等から製品等の安

全・品質に関する様々な取材が

基準値の 1.6倍ほど寄せられた。

原則、即日に対応し、必要な情報

を分かりやすく伝えてもらえる

よう丁寧に対応した。国民生活

センターにおける商品テストの

意義を広く伝えるとともに、消

費者の事故防止への関心や意識

の向上を図った。 

このように、消費者被害の未

然防止、拡大防止に寄与するよ

う、重大な、又は社会的関心が高

い事案について積極的に情報提
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止に必要な情報をより

分かりやすく提供す

る。 

 

【指標】 

・ウェブサイト公表回

数（商品テスト部公

表分） 

 

【目標水準の考え方】 

国民への情報提供に

当たっては、ウェブサ

イトを通じた情報提供

が重要であるため、各

年度のウェブサイト公

表件数（商品テスト部

公表分）を目標とし、26

件（平成30年度～令和

３年度の平均）以上の

公表を行う。 

 

【関連指標】 

・「くらしの危険」発行

回数（令和３年度実

績：６件） 

・「くらしの危険」アク

セス数（令和３年度

実績：250,766件） 

止に必要な情報をより

分かりやすく提供す

る。 

 

【指標】 

・ウェブサイト公表回

数（商品テスト部公

表分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連指標】 

・「くらしの危険」発行

回数（令和３年度実

績：６件） 

・「くらしの危険」アク

セス数（令和３年度

実績：250,766件） 

止に必要な情報をより

分かりやすく提供す

る。 

され、年度内に約 308万回閲覧された。YouTube

に投稿した動画の中では「折りたたみ自転車で

フレームが破断し、転倒する事故が発生！」（令

和６年 10月 30日投稿）は年度内に１万７千回

閲覧された。 

 

 

供を行い、消費者に届けるよう

努めた。 

その他、ウェブサイト、出版物

等を通じて国民生活に関する諸

問題に係る情報を適時適切に提

供するとともに、注意情報を分

かりやすくまとめた「くらしの

危険」はアクセス件数が基準値

を大きく超えた。 

 

これらを踏まえ、Ａと評価す

る。 

 

＜課題と対応＞ 

令和７年度も引き続き、報道

機関等を通じた情報提供及びウ

ェブサイト、出版物等による情

報提供を実施する。 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【12】 

４.商品テスト事業 （３）関係機関への情報提供、情報共有及び情報交換 

関連する政策・施策 「消費者基本計画」（令和２年３月 31日閣議決定）（令和３年６月 15日改定） 

 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

「独立行政法人国民生活センター法」（平成 14年法律第 123号）第３条、第 10条第１

号、第 42条 

「消費者基本法」（昭和 43年法律第 78号）第 25条 

当該項目の重要度、難易 

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（令和３年度

実績値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度  

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 

関係機関への 

情報提供件数 

（商品テスト部提

供分） 

14件以上 － 14件 14件    予算額（千円） 313,243 358,918    

消費生活センター

等のテスト技術職

員等との情報交換 

３回以上 － ３回 ３回    決算額（千円） 304,409 314,835    

情報提供における

関係行政機関の対

応件数 

－ 12件 11件 12件    経常費用（千円） 340,039 329,766    

        経常損益（千円） 8,828 △18,457    

        
行政コスト 

（千円） 
341,674 331,401    

        従事人員数 26 23    
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ① 消費者庁等への情

報提供、情報共有等 

重大事故等や消費者

事故等のおそれがある

商品テスト結果に関し

て、必要な事項を適切

かつ迅速に消費者庁へ

通知するとともに、生

命身体事案に係る情報

共有のための会議の場

等を通じ、ＰＩＯ－Ｎ

ＥＴ等に蓄積されてい

る情報等を調査・分析

し、消費者に同種被害

が多数発生している事

例、深刻な被害事例等

について、消費者庁と

の情報共有をより緊密

に行う。 

また、東日本大震災

からの復興を支援する

ため、放射性物質に関

する検査について、引

き続き地方公共団体に

おける実施体制を支援

するとともに、地方公

共団体からの依頼に基

づく検査を実施する。 

さらに、法令に基づ

く迅速かつ厳正な行政

処分等に資するため、

商品テストを通じて得

た知見や専門性をいか

し、消費者利益を侵害

する違法・不当行為の

取締り等を行う行政機

関等との間で緊密な情

報交換を行う。また、商

品テスト等の対象商

品・役務に関連する関

係省庁、事業者団体な

どへの情報提供を積極

的に行う。その際には、

必要に応じ、センター

法第 42条第２項に基づ

く事業者の名称等の公

表にも取り組む。 

① 消費者庁等への情

報提供、情報共有等 

重大事故等や消費者

事故等のおそれがある

商品テスト結果に関し

て、必要な事項を適切

かつ迅速に消費者庁へ

通知するとともに、生

命身体事案に係る情報

共有のための会議の場

等を通じ、ＰＩＯ－Ｎ

ＥＴ等に蓄積されてい

る情報等を調査・分析

し、消費者に同種被害

が多数発生している事

例、深刻な被害事例等

について、消費者庁と

の情報共有をより緊密

に行う。 

また、東日本大震災

からの復興を支援する

ため、放射性物質に関

する検査について、引

き続き地方公共団体に

おける実施体制を支援

するとともに、地方公

共団体からの依頼に基

づく検査を実施する。 

さらに、法令に基づ

く迅速かつ厳正な行政

処分等に資するため、

商品テストを通じて得

た知見や専門性をいか

し、消費者利益を侵害

する違法・不当行為の

取締り等を行う行政機

関等との間で緊密な情

報交換を行う。また、商

品テスト等の対象商

品・役務に関連する関

係省庁、事業者団体な

どへの情報提供を積極

的に行う。その際には、

必要に応じ、センター

法第 42条第２項に基づ

く事業者の名称等の公

表にも取り組む。 

① 消費者庁等への情

報提供、情報共有等 

重大事故等や消費者

事故等のおそれがある

商品テスト結果に関し

て、必要な事項を適切

かつ迅速に消費者庁へ

通知するとともに、生

命身体事案に係る情報

共有のための会議の場

等を通じ、ＰＩＯ－Ｎ

ＥＴ等に蓄積されてい

る情報等を調査・分析

し、消費者に同種被害

が多数発生している事

例、深刻な被害事例等

について、消費者庁と

の情報共有をより緊密

に行う。 

また、東日本大震災 

からの復興を支援する

ため、放射性物質に関

する検査について、引

き続き地方公共団体に

おける実施体制を支援

するとともに、地方公

共団体からの依頼に基

づく検査を実施する。 

さらに、法令に基づ

く迅速かつ厳正な行政

処分等に資するため、

商品テストを通じて得

た知見や専門性をいか

し、消費者利益を侵害

する違法・不当行為の

取締り等を行う行政機

関等との間で緊密な情

報交換を行う。また、商

品テスト等の対象商

品・役務に関連する関

係省庁、事業者団体な

どへの情報提供を積極

的に行う。その際には、

必要に応じ、センター

法第 42条第２項に基づ

く事業者の名称等の公

表にも取り組む。 

＜指標＞ 

① 

・関係機関への情報提供

件数（商品テスト部提

供分） 

② 

・消費生活センター等の

テスト技術職員等との

情報交換 

 

 

＜関連指標＞ 

① 

・情報提供における関係

行政機関の対応件数

（商品テスト部：行政

処分や業務改善等への

要望についての対応）

（令和３年度実績：12

件） 

 

＜主要な業務実績＞ 

① 消費者庁等への情報提供、情報共有 

・ 商品テスト結果等を基に、関係省庁等に対

して 14 件の公表案件において情報提供を行

った。 

   うち、12 件の公表案件における情報提供

について、延べ１の省庁、25 の事業者団体

及び事業者が対応を行った。 

 

※情報提供を行った事例は以下のとおり。 

○「自転車後部に同乗中の子どもの事故に注

意！」（令和６年５月 29日）公表において、

行政・事業者団体等 18 機関に情報提供を行

い、行政機関１機関が資料展開による啓発

を、事業者団体等１機関が購入者へのメール

配信やウェブサイト、ＳＮＳによる注意喚起

を行った。 

○「瞬間接着剤の使用によるやけどに注意」（令

和６年６月 19 日）公表において、行政・事

業者団体等 10 機関に情報提供を行い、関係

団体等２機関がウェブサイト、ＳＮＳで注意

喚起を行った。 

○「子どものボタン電池の誤飲事故に気をつけ

ましょう！」（令和６年７月 31 日）公表に

おいて、行政・事業者団体等 11 機関に情報

提供を行い、関係団体等４機関が関係者等へ

の注意喚起情報の共有のほか、ウェブサイ

ト、ＳＮＳで注意喚起を行った。 

○「回転させる玩具を使用中に、破片が飛び目

を負傷した事故が発生」（令和６年８月１日）

公表において、行政・事業者団体等８機関に

情報提供を行い、関係団体２機関が購入者へ

のほか、ウェブサイト、ＳＮＳで注意喚起を

行った。 

○「ヘアアイロンによる子どものやけどに注

意！」（令和６年８月７日）公表において、

行政・事業者団体等 12 機関に情報提供を行

い、関係団体１機関がウェブサイトで注意喚

起を行った。 

○「刈払機（草刈機）の作業中の事故に注意！」

（令和６年８月 21日）公表において、行政・

事業者団体等７機関に情報提供を行い、関係

団体１機関がウェブサイトで注意喚起を行

った。 

○「走行中にフレームが破損した折りたたみ自

転車」（令和６年 10 月 30 日）公表におい

て、行政・事業者団体等 10 機関に情報提供

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

商品テスト結果等を基に、関

係省庁、事業者団体等の理解も

得られるよう、公表案件 26件の

うち、14 件において情報提供を

行った（達成目標 14 件以上）。 

その結果、重篤な事故につな

がることの多い、自転車を使用

中の破損、けがの発生する案件、

法改正に伴い使用される機会の

増えたヘルメットなど世間の注

目の高い案件を含む 12件につい

て、関係行政機関、事業者団体・

事業者にて対応が行われた（基

準値 12案件）。 

当該 12件において、情報提供

先の行政機関等からＳＮＳやメ

ール等による消費者向けの注意

喚起が行われ、より多くの消費

者への周知が図られた。このう

ち３件については、「自転車後部

に同乗中の子どもの事故に注

意！」（令和６年５月 29日）に

おいて、警察庁に情報提供を行

った結果、都道府県警察の関係

部署に注意喚起情報が共有さ

れ、「海外事業者の鉄サプリメン

トの長期使用により鉄過剰症を

発症」（令和６年 12月 25日）に

おいて、日本医師会に情報提供

した結果、都道府県医師会に、管

下医師会や関係医療機関等への

周知依頼文書が発出されるな

ど、当該機関等に所属する組織

に広く情報共有が図られた。 

このほか、相談解決のための

商品テストに関して、依頼セン

ターから消費者安全法第 12条に

基づく消費者事故通知を行った

案件について、消費者庁へテス

ト結果を８件情報提供したほ

か、景品表示法等の法律に抵触

するおそれがあった案件につい

て関係省庁や自治体へテスト結

果を９件情報提供した。また、

「医師からの事故情報受付窓

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 
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【指標】 

・関係機関への情報提

供件数（商品テスト

部提供分） 

 

【目標水準の考え方】 

商品テスト等を実施

した情報はそれぞれの

内容に応じて、関係省

庁、事業者団体におい

て活用されるよう適切

に提供することが重要

であるため、各年度の

関係機関への情報提供

件数を目標とし、14 件

（平成 30年度～令和３

年度の平均）以上とす

る。 

 

【関連指標】 

・情報提供における関

係行政機関の対応件

数（商品テスト部：行

政処分や業務改善等

への要望についての

対応）（令和３年度実

績：12件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指標】 

・関係機関への情報提

供件数（商品テスト

部提供分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連指標】 

・情報提供における関

係行政機関の対応件

数（商品テスト部：行

政処分や業務改善等

への要望についての

対応）（令和３年度実

績：12件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を行い、事業者団体等２機関が当該製品の販

売停止、購入者への連絡やウェブサイト、Ｓ

ＮＳでの注意喚起を行った。 

○「球形のチーズによる子どもの窒息に注

意！」（令和６年 12 月 10 日）公表におい

て、行政・事業者団体等９機関に情報提供を

行い、事業者団体等２機関が当該製品の販売

停止、購入者へのメールによる注意喚起やウ

ェブサイトでの注意喚起を行った。 

○「海外事業者の鉄サプリメントの長期使用に

より鉄過剰症を発症」（令和６年 12月 25日）

公表において、行政・事業者団体等 13 機関

に情報提供を行い、事業者団体等２機関が関

係者への周知依頼の実施や、ウェブサイトや

SNSでの注意喚起を行った。 

○「坂道や道路でのペダルなし二輪遊具の事故

に注意！」（令和７年３月 19 日）公表にお

いて、行政・事業者団体等８機関に情報提供

を行い、事業者団体等２機関が当該品の販売

停止や、ウェブサイトやメールマガジンでの

注意喚起を行った。 

○「抱っこひもからの子どもの落下に注意！」

（令和７年３月 19日）公表において、行政・

事業者団体等８機関に情報提供を行い、事業

者団体等２機関が当該品の販売停止や、ウェ

ブサイトで注意喚起を行った。 

○「海外の安全基準への適合をうたう自転車用

ヘルメット」（令和７年３月 26 日）公表に

おいて、行政・事業者団体等 15 機関に情報

提供を行い、事業者団体等４機関が当該品の

表示の変更や、ウェブサイトで注意喚起を行

った。 

 

・ 相談解決のためのテストにおける重大事

故等のテスト結果を消費者庁へ８件情報提

供した。 

・ 相談解決のためのテストにおける法律に

抵触のするおそれのあるテスト結果を関係

省庁等へ９件情報提供した。 

・ 重大事故等に該当するおそれがあるもの

について、消費者庁へ 16 件情報提供し、健

康食品(４件)、遊戯施設、医療による事故等

が重大事故等として公表された。 

・ 消費者事故等に該当するおそれがあるも

のについて、消費者庁へ 24 件情報提供し、

健康食品、遊戯施設、昆布菓子による事故等

が消費者事故等として公表された。 

・ 放射性物質検査機器の貸与事業のフォロ

ーアップとして、検査実施体制の維持充実の

ため、放射性物質に関する全国研修会を１回

開催した。 

口」に寄せられた情報の中から

重大事故等のおそれがあるもの

16 件、消費者事故等のおそれが

あるもの 24件について、消費者

安全法 12条に基づいて消費者庁

へ通知し、消費者庁における事

故情報の一元的集約の取組みに

寄与した。 

東日本大震災からの復興を支

援するため、放射性物質に関す

る検査について、引き続き地方

公共団体における実施体制を支

援した。 

商品テストに係る技術情報と

して、テスト実施機関が実施可

能な対象商品や試験内容、これ

までに収集した保有する施設・

機器などの情報及び商品テスト

情報等を、消費者行政フォーラ

ムへの掲載情報を通じて消費生

活センター等に情報提供を行っ

た。 

消費生活センター等のテスト

技術職員等との情報交換を行う

とともに、商品テスト情報をデ

ータベース等に登録するほか、

相談処理に役立つ当センター内

外の商品テスト結果や国内外の

製品関連の法令や基準の動向等

を定期的にまとめ、消費生活セ

ンターに情報提供を行った。ま

た、相談解決のためのテストで

事業者対応が図られた結果につ

いても、相談処理に役立てるた

めに消費生活センターに情報提

供を行った。 

法令に基づく迅速かつ厳正な

行政処分等に資するため、商品

テストを通じて得た知見や専門

性等を活かし、行政機関におけ

る審議会等への参加により、緊

密な情報交換等を 24 回行った。 

ＮＩＴＥと綿密な情報交換を

行い、商品テストの公表テーマ

が重複することのないよう、テ

ーマの選定及び実施するテスト

について調整を行った。また、重

大事故等に関する事故発生の経

緯やテスト方法・結果等の情報

共有を継続的に実施し、テスト

品質の向上や業務の効率化を図
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② 消費生活センター

等への情報提供 

商品テストに係る技

術情報等について、消

費生活センター等に対

し情報提供を行う。 

 

 

【指標】 

・消費生活センター等

のテスト技術職員等

との情報交換 

 

 

【目標水準の考え方】 

各年度の消費生活セ

ンター等に対する商品

テストに係る技術情報

等の提供の重要な機会

となっているテスト技

術職員等との情報交換

回数を目標とし、３回

（平成 30年度～令和３

年度の平均）以上実施

する。 

 

③ 関係機関等との情

報交換、連携及びテ

スト重複の排除 

同種又は類似の商品

テストを実施する関係

機関等との間で、定期

的な会議を行うなど緊

密な情報交換を行い、

連携をより強化すると

ともに、商品テストが

重複することのないよ

う調整を行う。 

 

 

 

 

② 消費生活センター

等への情報提供 

商品テストに係る技

術情報等について、消

費生活センター等に対

し情報提供を行う。 

 

 

【指標】 

・消費生活センター等

のテスト技術職員等

との情報交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 関係機関等との情

報交換、連携及びテ

スト重複の排除 

同種又は類似の商品

テストを実施する関係

機関等との間で、定期

的な会議を行うなど緊

密な情報交換を行い、

連携をより強化すると

ともに、商品テストが

重複することのないよ

う調整を行う。 

 

 

 

 

 

② 消費生活センター

等への情報提供 

商品テストに係る技

術情報等について、消

費生活センター等に対

し情報提供を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 関係機関等との情

報交換、連携及びテ

スト重複の排除 

同種又は類似の商品

テストを実施する関係

機関等との間で、定期

的な会議を行うなど緊

密な情報交換を行い、

連携をより強化すると

ともに、商品テストが

重複することのないよ

う調整を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

②消費生活センター等への情報提供 

・ 消費生活センター等のテスト技術職員等

との情報交換を３回実施した。 

・ 「製品関連事故情報」を、計 12回作成し、

「消費者行政フォーラム」に毎月掲載するこ

とにより、テスト技術職員等への商品テスト

関連技術情報の提供及び国内外の製品関連

の法令や基準の動向等の情報提供を行った。 

・ 「消費者行政フォーラム」で消費生活セン

ター等に紹介している外部テスト機関は

237機関となった。 

・ 商品テスト情報のデータベースへ 108 件

登録した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③行政機関等との情報交換 

消費者事故の未然防止・拡大防止に寄与する

ため、行政機関の検討会等に 24回出席した。 

※出席した会議は以下のとおり。 

(1)厚生労働省 薬事審議会 医療機器・体外診

断薬部会 ８回 

(2)厚生労働省 薬事審議会 化学物質安全対策

部会 延べ５回 

  (3)東京都商品等安全対策協議会 ４回 

(4)厚生労働省 水道水質検査法検討会 ２回 

(5)厚生労働省 医薬品添加物規格検討連絡会

議 ２回 

(6）国土交通省自転車活用推進官民連携協議会 

幹事会 １回 

  (7) 東京都消費者事故等情報検討会 １回 

 （8）相模原市 消費生活審議会 １回 

 

④関係機関等との情報交換、連携及びテスト重複

の排除 

・ 製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）と事故

情報やテスト情報の共有を図るための会議

を 12 回開催し、双方の公表テーマに重複が

ないことを確認した。 

・ 農林水産消費安全技術センター（ＦＡＭＩ

った。 

 

これらを踏まえ、Ａと評価す

る。 

 

＜課題と対応＞ 

令和７年度も引き続き、消費

者庁等への情報提供や情報共

有、消費生活センター等への情

報提供、行政機関等との情報交

換、関係機関等との情報交換や

連携及びテスト重複の排除を行

う。 



第１．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

69 

 

Ｃ）が開催する会議へ国民生活センターから

講師派遣を４回実施した。 

・ 技術協力の一環として、製品評価技術基盤

機構、医薬基盤・健康・栄養研究所の職員を

国民生活センターの「商品テスト分析・評価

委員会」の委員として委嘱し、技術的助言や

知見の活用を行った。 

・警視庁に技術協力の一環として、検体の提供

（貸出）を行った。 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【13】 

４.商品テスト事業 （４）関係行政機関等に対する改善要望 

関連する政策・施策 「消費者基本計画」（令和２年３月 31日閣議決定）（令和３年６月 15日改定） 

 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

「独立行政法人国民生活センター法」（平成 14年法律第 123号）第３条、第 10条第１

号、42条 

「消費者基本法」（昭和 43年法律第 78号）第 25条 

 

当該項目の重要度、難易 

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（令和３年度

実績値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度  

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 

関係行政機関等へ

の要望件数 

（商品テスト部要

望分） 

10件以上 － ９件 11件    予算額（千円） 313,243 358,918    

関係行政機関等の

対応件数（商品テ

スト部要望分） 

－ ８件 ９件 10件    決算額（千円） 304,409 314,835    

        経常費用（千円） 340,039 329,766    

        経常損益（千円） 8,828 △18,457    

        
行政コスト 

（千円） 
341,674 331,401    

        従事人員数 26 23    
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  商品テスト結果等を

基に、関係行政機関等

に対して制度等に関す

る改善要望を積極的に

行う。 

 

【指標】 

・関係行政機関等への

要望件数（商品テス

ト部要望分） 

 

【目標水準の考え方】 

商品テスト結果等に

より明らかになった問

題点について、関係省

庁や事業者団体に規

格・基準の制定・見直し

及び改善を要望するこ

とが重要であるため、

関係行政機関等への要

望件数を目標とし、10

件（平成30年度～令和

３年度の平均）以上実

施する。 

 

【関連指標】 

・関係行政機関等の対

応件数（商品テスト

部要望分）（令和３年

度実績：８件） 

商品テスト結果等を

基に、関係行政機関等

に対して制度等に関す

る改善要望を積極的に

行う。 

 

【指標】 

・関係行政機関等への

要望件数（商品テス

ト部要望分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連指標】 

・関係行政機関等の対

応件数（商品テスト

部要望分）（令和３年

度実績：８件） 

商品テスト結果等を

基に、関係行政機関等

に対して制度等に関す

る改善要望を積極的に

行う。 

＜指標＞ 

・関係行政機関等への要

望件数（商品テスト部

要望分） 

＜関連指標＞ 

・関係行政機関等の対応

件数（商品テスト部要

望分）（令和３年度実

績：８件） 

＜主要な業務実績＞ 

  

 商品テスト結果等を基に、関係省庁等に対し

て 26 件の公表案件中 11 件で改善要望を行っ

た。 

うち 10件について、延べ５の省庁、16の事

業者団体及び事業者が対応を行った。 

※改善要望を行った事例は以下のとおり。 

○「アームリング付き浮き具による子どもの溺

水事故が発生！」（令和６年５月 22 日）公

表の関連で、インターネット通信販売事業者

に対し協力を依頼したことにより、ウェブサ

イトで注意喚起が実施された。 

○「自転車後部に同乗中の子どもの事故に注

意！」（令和６年５月 29日）公表の関連で、

行政に対し消費者への注意喚起、啓発を行う

よう要望した結果、ＳＮＳで注意喚起が実施

された。 

○「子どものボタン電池の誤飲事故に気をつけ

ましょう！」（令和６年７月 31 日）公表に

関連して、行政に対し消費者への注意喚起及

び啓発の要望をした結果、ウェブサイト上や

セミナーで注意喚起や資料の公表が実施さ

れたほか、インターネット通信販売事業者に

対し協力を依頼したことにより、ウェブサイ

トで注意喚起が実施された。 

○「ヘアアイロンによる子どものやけどに注

意！」（令和６年８月７日）公表に関連して、

行政に注意喚起及び啓発を行うよう要望し

た結果、ウェブサイトで注意喚起が実施され

た。 

○「刈払機（草刈機）の作業中の事故に注意！」

（令和６年８月 21 日）公表に関連して、関

係機関に啓発を要望した結果、ウェブサイト

での注意喚起や啓発動画等の無償提供が実

施された。 

○「球形のチーズによる子どもの窒息に注

意！」（令和６年 12月 10日）公表に関連し

て、行政に対し消費者への注意喚起及び啓発

を行うよう要望した結果、ウェブサイトで注

意喚起が実施された。 

○「海外事業者の鉄サプリメントの長期使用に

より鉄過剰症を発症」（令和６年 12月 25日）

公表に関連して、インターネット通信販売事

業者に対し消費者への注意喚起、啓発を行う

よう要望した結果、ウェブサイトで注意喚起

が実施された。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

商品テスト結果等を基に、関

係行政機関等に対して注意喚

起、啓発の実施の要望を行い、要

望件数は目標を達成した。更に、

関係機関により関連する基準策

定への反映が行われたほか、当

該事業者により問題の見られた

表示の改善が行われた。 

具体的には、「坂道や道路での

ペダルなし二輪遊具の事故に注

意！」（令和７年３月 19日）に

関連して、関係機関に対し消費

者への啓発を要望した結果、関

連基準の表示規定に公表結果が

反映された。 

令和５年４月のこども家庭庁

設置に伴い、子どもの事故に係

る注意喚起のテストを多数行う

と共に、事故防止のための消費

者への注意喚起や啓発等につい

て同庁に積極的に要望を行った

ところ、４案件でＳＮＳによる

啓発等の対応につながった。 

具体的には、「自転車後部に同

乗中の子どもの事故に注意！」

（令和６年５月 29日）、「子ども

のボタン電池の誤飲事故に気を

つけましょう！」（令和６年７月

31日）、「ヘアアイロンによる子

どものやけどに注意！」（令和６

年８月７日）、「球形のチーズに

よる子どもの窒息に注意！」（令

和６年 12 月 10 日）の公表の関

連で、こども家庭庁によりＳＮ

Ｓやウェブサイトによる広報が

実施された。このほか、「海外の

適合をうたう自転車用ヘルメッ

ト」（令和７年３月 26日）の公

表に関連して、インターネット

通信販売事業者に対し協力を依

頼したことにより、ウェブサイ

トで注意喚起が実施されるとと

もに、当該事業者の２社がそれ

ぞれ表示の追加や削除などを行

った。 

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 
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○「坂道や道路でのペダルなし二輪遊具の事故

に注意！」（令和７年３月 19 日）公表に関

連して、関係機関に対し消費者への啓発を要

望した結果、関連基準の表示規定に公表結果

が盛り込まれた。 

○「抱っこひもからの子どもの落下に注意！」

（令和７年３月 19 日）公表に関連して、イ

ンターネット通信販売事業者に対し協力を

依頼したことにより、ウェブサイトで注意喚

起が実施された。 

○「海外の安全基準への適合をうたう自転車用

ヘルメット」（令和７年３月 26 日）公表に

関連して、インターネット通信販売事業者に

対し協力を依頼したことにより、ウェブサイ

トで注意喚起が実施された。このほか、当該

事業者の２社がそれぞれ表示の追加や削除

を行った。 

 

 

また、令和５年度以前の公表

案件の要望先より、令和６年度

中に下記の対応が取られた。 

 

※「エステサロン等でのＨＩＦ

Ｕ機器による施術でトラブル

発生！」（平成 29年３月２日 

相談情報部・商品テスト部連

名公表）において、厚生労働省

に対し、医師法に抵触するお

それのある施術が行われてお

り、監視、指導、対策等の対応

を要望したところ、厚生労働

省よりＨＩＦＵによる施術を

医師免許のない者が行った場

合は医師法に違反すること、

及び同施術は医療提供施設に

おいて行うこととの見解が示

され、都道府県衛生主管部

（局）に通知された。（令和６

年６月７日） 

 

※「「パーソナル筋力トレーニン

グ」でのけがや体調不良に注

意！」（令和４年４月 21日）

において、消費者庁に対し、パ

ーソナル筋力トレーニングで

のけがや体調不良の未然防止

のため、消費者への注意喚起、

啓発の実施を要望した結果、

消費者安全調査委員会によ

り、「スポーツジム等における

パーソナルトレーニングによ

る事故及び健康被害に係る事

故等原因調査」が行われ、経過

報告が公表された。（令和６年

４月 25日） 

 

※「第８回パーソナルモビリテ

ィ安全利用官民協議会」（警察

庁）において、ペダル付き原動

機付自転車に関する規定の整

備について審議された際、「道

路交通法の基準に適合しない

電動アシスト自転車に注意」

（令和５年 10 月 25 日公表）

における調査結果等が使用さ

れた。（令和６年６月 27日） 

 

※ 「ＳＮＳ上の広告を見て購

入した海外製のクリームで重
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篤な皮膚障害が発生！」（令和

５年 12月 13日）において、消

費者庁に対し、個人輸入の医

薬品や化粧品等の使用による

健康被害について消費者に注

意喚起するよう要望した結

果、当該品を販売していたオ

ンラインモールを運営する取

引ＤＰＦ提供者に、当該商品

の表示の削除等が要請され

た。（令和６年４月） 

 

これらを踏まえ、Ａと評価す

る。 

 

＜課題と対応＞ 

令和７年度も引き続き、商品

テスト結果等を基に、関係行政

機関等に対して制度等に関する

改善要望を積極的に行う。 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

５.教育研修事業 教育研修事業全般 

関連する政策・施策 「消費者基本計画」（令和２年３月 31日閣議決定）（令和３年６月 15日改定） 

「消費者基本計画工程表（令和５年６月 13日改定）」重点項目 13、14 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

「独立行政法人国民生活センター法」（平成 14年法律第 123号）第３条、第 10条第４

号、同第９号 

「消費者基本法」（昭和 43年法律第 78号）第 25条 

消費者安全法第 11条の 11第１項 当該項目の重要度、難易 

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（令和３年度

実績値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度  

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 

        予算額（千円） 250,005 281,767    

        決算額（千円） 245,773 274,460    

        経常費用（千円） 257,437 260,613    

        経常損益（千円） 3,610 7,299    

        
行政コスト 

（千円） 
257,437 260,613    

        従事人員数 17 17    

                                                                         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画  

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 １．教育研修事業 

  ＜以下略＞ 

１．教育研修事業 

  ＜以下略＞ 

１．教育研修事業 

  ＜以下略＞ 

 （１）実務能力向上のための研修【Ｂ】 

（２）消費者教育推進のための研修【Ｂ】 

（３）試験業務【Ｂ】 

（４）調査研究及び海外の消費者行政の情報収集・提供

【Ｂ】 

（５）教育研修の合理化と経費の節減【Ｂ】 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 各項目を通じて、所期の目標を達成したもの

と評価した。 

 

＜課題と対応＞ 

なし 

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【14】 

５.教育研修事業 （１）実務能力向上のための研修 

関連する政策・施策 「消費者基本計画」（令和２年３月 31日閣議決定）（令和３年６月 15日改定） 

「消費者基本計画工程表（令和５年６月 13日改定）」重点項目 14 

 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

「独立行政法人国民生活センター法」（平成 14年法律第 123号）第３条、第 10条第９号 

「消費者基本法」（昭和 43年法律第 78号）第 25条 

当該項目の重要度、難易 

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（令和３年度

実績値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度  

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 

受講者等アンケー

ト結果における満

足度（実務能力向

上のための研修） 

５段階評価中

平均４以上 
－ 4.7 4.8    予算額（千円） 250,005 281,767    

消費者行政職員研

修の受講者数 
－ 603人 596人 657人    決算額（千円） 245,773 274,460    

消費生活相談員研

修の受講者数 
－ 4,446人 5,737人 5,794人    経常費用（千円） 257,437 260,613    

 消費者教育推進の

ための研修の受講

者数 

－ 498人 541人 389人     経常損益（千円） 3,610 7,299    

 
消費生活サポータ

ー研修の受講者数 
－ 133人 268人 241人    

 
行政コスト 

（千円） 
257,437 260,613    

消費者リーダー研

修の受講者数 
－ 760人 621人 463人    

 企業職員研修の受

講者数 
－ 97人 69人 295人    

 従事人員数 17 17    Ｄ－ラーニング

（遠隔研修）の受

講者数 

－ 8,653人 6,174人 5,680人    
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 消費者行政職員、消

費生活相談員等にとど

まらず、学校教育関係

者、消費者教育の担い

手、社会福祉関係者、ま

た、消費者の利益の擁

護又は増進を図るため

の活動を行う民間の団

体又は個人、さらには、

消費者志向の経営を意

識する事業者を対象と

した研修を実施する。

研修の手法としては、

事例検討型・参加体験

型研修やオンライン研

修等の手法の効果的な

部分を勘案しながら最

適な組合せを模索しつ

つ実施する。また、研修

内容は、ＰＩＯ－ＮＥ

Ｔ刷新後の業務体系を

見据え、デジタル化に

即したものに移行する

等、時宜を得たものと

なるよう、研修対象者

のニーズに積極的に応

じたものとなるよう、

その充実を図る。 

また、各地の地理的

条件に配慮して、オン

ライン研修を推進しつ

つ、地方都市において

も高い水準の研修を実

施する。 

 

【指標】 

・受講者等アンケート

結果における満足度

（実務能力向上のた

めの研修）５段階評

価中平均４以上 

 

【目標水準の考え方】 

実務能力向上のため

の研修内容に対する受

講者へのアンケートに

ついては、受講者から

消費者行政職員、消

費生活相談員等にとど

まらず、学校教育関係

者、消費者教育の担い

手、社会福祉関係者、ま

た、消費者の利益の擁

護又は増進を図るため

の活動を行う民間の団

体又は個人、さらには、

消費者志向の経営を意

識する事業者を対象と

した研修を実施する。

研修の手法としては、

事例検討型・参加体験

型研修やオンライン研

修等の手法の効果的な

部分を勘案しながら最

適な組合せを模索しつ

つ実施する。また、研修

内容は、ＰＩＯ－ＮＥ

Ｔ刷新後の業務体系を

見据え、デジタル化に

即したものに移行する

等、時宜を得たものと

なるよう、研修対象者

のニーズに積極的に応

じたものとなるよう、

その充実を図る。 

また、各地の地理的

条件に配慮して、オン

ライン研修を推進しつ

つ、地方都市において

も高い水準の研修を実

施する。 

 

【指標】 

・受講者等アンケート

結果における満足度

（実務能力向上のた

めの研修）５段階評

価中平均４以上 

 

 

 

 

 

 

消費者行政職員、消

費生活相談員等にとど

まらず、学校教育関係

者、消費者教育の担い

手、社会福祉関係者、ま

た、消費者の利益の擁

護又は増進を図るため

の活動を行う民間の団

体又は個人、さらには、

消費者志向の経営を意

識する事業者を対象と

した研修を実施する。

研修の手法としては、

事例検討型・参加体験

型研修やオンライン研

修等の手法の効果的な

部分を勘案しながら最

適な組合せを模索しつ

つ実施する。また、研修

内容は、ＰＩＯ－ＮＥ

Ｔ刷新後の業務体系を

見据え、デジタル化に

即したものに移行する

等、時宜を得たものと

なるよう、研修対象者

のニーズに積極的に応

じたものとなるよう、

その充実を図る。 

また、各地の地理的

条件に配慮して、オン

ライン研修を推進しつ

つ、地方都市において

も高い水準の研修を実

施する。 

 

＜指標＞ 

・受講者等アンケート結

果における満足度（実

務能力向上のための研 

修）５段階評価中平均４

以上 

 

＜関連指標＞ 

・消費者行政職員研修の

受講者数（令和３年度

実績：603人） 

・消費生活相談員研修の

受講者数（令和３年度

実績：4,446人） 

・消費者教育推進のため

の研修の受講者数（令

和３年度実績：498人） 

・消費生活サポーター研

修の受講者数（令和３

年度実績：133人） 

・消費者リーダー研修の

受講者数（令和３年度

実績：760人） 

・企業職員研修の受講者

数（令和３年度実績：97

人） 

・Ｄ－ラーニング（遠隔研

修）の受講者数（令和３

年度実績：8,653人） 

＜主要な業務実績＞ 

(a)研修の実施 

・消費者行政職員研修を 11回、消費生活相談員 

研修を 67回（68回を予定していたが１回は台

風により中止）、消費者教育推進のための研修

を 11回、消費生活サポーター研修を６回、企

業向けセミナーを 12回、消費者リーダー研修

を２回実施した。【合計 109回】 

・上記以外に、Ｄ－ラーニング（遠隔研修）を 27

回実施した 

 

(b)研修の手法 

・集合研修を中心に、最近の消費者トラブル事例

等を活用した事例検討や、参加体験型の手法

を取り入れた。 

・受講しやすさの観点から、オンライン配信で実

施可能な研修については、オンライン配信を

実施した。 

 

(c)研修内容の充実 

・前年度の受講者アンケートなどを踏まえ、ニー

ズに応じた講師選定や講義内容の充実を図っ

た。 

・時宜を得たものとなるよう、消費生活相談のＤ

Ｘや旅行関連サービスに係る講義を取り入れた

研修を実施した。 

・令和６年度の新たな取り組みとして企業職員

研修を４回（前年度１回）に増やすとともにリ

アルタイム配信及びオンデマンド配信も実施し

た。 

 

(d)地方都市における研修の実施 

・地方都市において、相模原研修施設等での研修

と同様に高い水準の研修を 28 回（29 回を予定

していたが、１回は台風により中止）＜(a)の内

数＞実施した。 

 

※詳細は【資料７】参照 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

中期目標及び各計画に沿って

研修を実施した。 

集合研修では、受講効果の高

い事例検討型・参加体験型の研

修を積極的に取り入れ、またオ

ンライン研修や地方都市におけ

る研修を充実させ、受講者の受

講機会の拡大につなげるなど工

夫しながら実施した。 

「全国消費者フォーラム（消

費者リーダー研修）」は、令和５

年度に引き続き、集合形式で実

施し、ポスターセッションを取

り入れるなど会場での発表者や

参加者の交流の機会を設けた。

さらにリアルタイム配信形式も

併用し、参加機会の拡大につな

げたことで、遠方である等によ

り会場での参加が叶わない方へ

の利便性向上に努めた。また、令

和６年度は新たに、当日の様子

を当センター公式 YouTube チャ

ンネルでアーカイブ配信した。 

消費生活相談のＤＸ化に係る

講義や旅行関連サービスに係る

講義を取り入れた研修を実施す

るなど時宜を得た研修となるよ

う内容の充実を図り、各研修に

おける講義内容、講師、カリキュ

ラム等を含めて評価してもらう

【指標】である「受講者等アンケ

ート結果における満足度５段階

評価中平均４以上」について、実

績は平均４以上を大きく上回る

4.8であった。 

また、地方都市においてもオ

ンライン研修を併用し、高い水

準の研修を実施した。 

 

これらを踏まえ、Ｂと評価す

る。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、アンケート等で研

修対象者のニーズを把握しつ

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 
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好意的な回答が寄せら

れる場合も多く、５段

階評価において３（普

通）未満の２、１の評価

が付されることは少な

いことから、４の評価

を標準とし、４以上の

評価を確実に得られる

ことを目標とする。ま

た、アンケートの精度

を向上させるため、評

価段階数や質問項目数

を増やすこと、各項目

の質問内容を多様化し

回答の選択肢を多くす

ることなど、工夫に努

めることとする。 

 

【関連指標】 

・消費者行政職員研修

の受講者数（令和３

年度実績：603人） 

・消費生活相談員研修

の受講者数（令和３

年度実績：4,446人） 

・消費者教育推進のた

めの研修の受講者数

（令和３年度実績：

498人） 

・消費生活サポーター

研修の受講者数（令

和３年度実績：133

人） 

・消費者リーダー研修

の受講者数（令和３

年度実績：760人） 

・企業職員研修の受講

者数（令和３年度実

績：97人） 

・Ｄ－ラーニング（遠隔

研修）の受講者数（令

和３年度実績：8,653

人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連指標】 

・消費者行政職員研修

の受講者数（令和３

年度実績：603人） 

・消費生活相談員研修

の受講者数（令和３

年度実績：4,446人） 

・消費者教育推進のた

めの研修の受講者数

（令和３年度実績：

498人） 

・消費生活サポーター

研修の受講者数（令

和３年度実績：133

人） 

・消費者リーダー研修

の受講者数（令和３

年度実績：760人） 

・企業職員研修の受講

者数（令和３年度実

績：97人） 

・Ｄ－ラーニング（遠隔

研修）の受講者数（令

和３年度実績：8,653

人） 

つ、時宜を捉えた内容を取り入

れた研修を実施する。また、集合

研修に関しては、事例検討型・参

加体験型研修など受講効果が高

い研修を引き続き実施するとと

もに、オンライン研修もあわせ

て受講機会が確保できるよう研

修を実施する。なお、研修のプラ

ンニングにあたっては、集合・オ

ンライン双方の効果的な部分を

勘案しながら最適な組合せと

なるよう配慮する。 

 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【15】 

５.教育研修事業 （２）消費者教育推進のための研修 

関連する政策・施策 「消費者基本計画」（令和２年３月 31日閣議決定）（令和３年６月 15日改定） 

「消費者基本計画工程表（令和５年６月 13日改定）」重点項目 13 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

「独立行政法人国民生活センター法」（平成 14年法律第 123号）第３条 

「消費者基本法」（昭和 43年法律第 78号）第 25条 

当該項目の重要度、難易 

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（令和３年度

実績値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度  

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 

受講者等アンケー

ト結果における満

足度（消費者教育

推進のための研 

修） 

５段階評価中

平均４以上 
－ 4.8 4.8    予算額（千円） 250,005 281,767    

消費者教育推進

のための研修の

受講者数 

－ 498人 541人 389人    決算額（千円） 245,773 274,460    

        経常費用（千円） 257,437 260,613    

        経常損益（千円） 3,610 7,299    

        
行政コスト 

（千円） 
257,437 260,613    

        従事人員数 17 17    
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 消費者教育推進法及

び消費者教育推進基本

方針、消費者安全法を

踏まえ、消費者教育の

推進に関する以下の取

組等を実施する。 

 

【指標】 

・受講者等アンケート

結果における満足度

（消費者教育推進の

ための研修）５段階

評価中平均４以上 

 

【目標水準の考え方】 

消費者教育推進のた

めの研修内容に対する

受講者へのアンケート

についても、受講者か

ら好意的な回答が寄せ

られる場合も多く、５

段階評価において３

（普通）未満の２、１の

評価が付されることは

少ないことから、４の

評価を標準とし、４以

上の評価を確実に得ら

れることを目標とす

る。また、アンケートの

精度を向上させるた

め、評価段階数や質問

項目数を増やすこと、

各項目の質問内容を多

様化し回答の選択肢を

多くすることなど、工

夫に努めることとす

る。 

 

【関連指標】 

・消費者教育推進のた

めの研修の受講者数

（令和３年度実績：

498人） 

 

 

① 高齢者・障害者等

の消費者被害防止の

消費者教育推進法及

び消費者教育推進基本

方針、消費者安全法を

踏まえ、消費者教育の

推進に関する以下の取

組等を実施する。 

 

【指標】 

・受講者等アンケート

結果における満足度

（消費者教育推進の

ための研修）５段階

評価中平均４以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連指標】 

・消費者教育推進のた

めの研修の受講者数

（令和３年度実績：

498人） 

 

 

① 高齢者・障害者等

の消費者被害防止の

消費者教育推進法及

び消費者教育推進基本

方針、消費者安全法を

踏まえ、消費者教育の

推進に関する以下の取

組等を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 高齢者・障害者等

の消費者被害防止の

＜指標＞ 

・受講者等アンケート結

果における満足度（消

費者教育推進のための

研修） ５段階評価中平

均４以上 

 

＜関連指標＞ 

・消費者教育推進のため

の研修の受講者数（令

和３年度実績：498人） 

＜主要な業務実績＞ 

・以下の研修を実施した。 

○消費者教育に携わる講師養成講座［基礎コー

ス］－講座実施に向けた心構えや講座の組み

立て方などについて基礎から学ぶ－（５月

20日～22日）：46人 

○消費者教育に携わる講師養成講座[対象者別

コース]－小学生・中学生への講座実施に向

けて－（７月４日～５日）：49人 

○消費者教育に携わる講師養成講座〔対象者別

コース〕－高校生への講座実施に向けて、デ

ジタル教材の活用の観点や金融経済教育も

含めて－（６月３日～５日）：41人 

○消費者教育に携わる講師養成講座［対象者別

コース］-高校生を中心とした若年者への講

座実施に向けて、金融経済教育も含めて-（リ

アルタイム配信）（７月 19日）：50人 

○消費者教育に携わる講師養成講座〔対象者別

コース〕-特別支援学校等に通う知的障害（軽

度）のある生徒を中心とした若年者及びその

支援者への講座実施に向けて-（10 月 16 日

～17日）：43人 

○エシカル消費先進県から学ぶ SDGs と消費者

教育（徳島オリジナル講座）（11月 18日～

19日）：31人 

○消費者教育コーディネーター講座（１月 24

日）：31人 

○消費者教育学生セミナー（リアルタイム配

信）（８月 30日）：38人 

○教員を対象にした消費者教育講座（リアルタ

イム配信）（８月７日）：11人 

○消費者教育推進研修支援コース・教員研修

（地方公共団体への講師派遣事業）島根県

（10月 16日）：23人 

○消費者教育推進研修支援コース・コーディネ

ーター（地方公共団体への講師派遣事業）兵

庫県（２月 27日）：26人 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 高齢者・障害者等の消費者被害防止のための

民生委員等への研修の実施 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

消費者教育推進のための研修

を実施した。実施に当たっては、

受講者の受講機会の拡大のため

地方やオンラインでも開催する

などし、受講者の確保に努めた。 

また、過去のアンケート等を

踏まえ、研修内容の充実を図り、

各研修における講義内容、講師、

カリキュラム等を含めて評価し

てもらう【指標】である「受講者

等アンケート結果における満足

度 ５段階評価中平均４以上」に

ついて、実績は平均４以上を大

きく上回る 4.8であった。 

 

これらを踏まえ、Ｂと評価す

る。 

 

＜課題と対応＞ 

令和６年度のアンケート調査

の結果を踏まえるなどして、今

後の研修内容の充実や研修機会

を拡大させながら実施する。 

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 
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ための民生委員等へ

の研修の実施 

消費者教育推進法第

13条第１項の規定及び

消費者教育推進基本方

針に基づき、センター

は、地域において高齢

者、障害者等の消費生

活上特に配慮を要する

消費者の消費者被害を

防止し、安全を確保す

るための消費者教育が

適切に行われるように

するため、民生委員、社

会福祉主事、介護福祉

士その他の支援関係者

に対する消費者教育の

担い手を育成するため

の研修を実施する。ま

た、研修受講者にアン

ケートを実施し、今後

の見直し等に活用す

る。 

 

 

② 「実例を通じた消

費者教育」推進のた

めの消費生活センタ

ー等への支援 

消費者教育推進法第

13条第２項の規定及び

消費者教育推進基本方

針に基づき、消費生活

センター等が収集した

情報の活用による「実

例を通じた消費者教

育」が行われるように

するため、消費生活セ

ンター等に対し、情報

提供等についての支援

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ための民生委員等へ

の研修の実施 

消費者教育推進法第

13条第１項の規定及び

消費者教育推進基本方

針に基づき、センター

は、地域において高齢

者、障害者等の消費生

活上特に配慮を要する

消費者の消費者被害を

防止し、安全を確保す

るための消費者教育が

適切に行われるように

するため、民生委員、社

会福祉主事、介護福祉

士その他の支援関係者

に対する消費者教育の

担い手を育成するため

の研修を実施する。ま

た、研修受講者にアン

ケートを実施し、今後

の見直し等に活用す

る。 

 

 

②「実例を通じた消費

者教育」推進のため

の消費生活センター

等への支援 

消費者教育推進法第

13条第２項の規定及び

消費者教育推進基本方

針に基づき、消費生活

センター等が収集した

情報の活用による「実

例を通じた消費者教

育」が行われるように

するため、消費生活セ

ンター等に対し、情報

提供等についての支援

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ための民生委員等へ

の研修の実施 

消費者教育推進法第

13条第１項の規定及び

消費者教育推進基本方

針に基づき、センター

は、地域において高齢

者、障害者等の消費生

活上特に配慮を要する

消費者の消費者被害を

防止し、安全を確保す

るための消費者教育が

適切に行われるように

するため、民生委員、社

会福祉主事、介護福祉

士その他の支援関係者

に対する消費者教育の

担い手を育成するため

の研修を実施する。ま

た、研修受講者にアン

ケートを実施し、今後

の見直し等に活用す

る。 

 

 

② 「実例を通じた消

費者教育」推進のた

めの消費生活センタ

ー等への支援 

消費者教育推進法第

13条第２項の規定及び

消費者教育推進基本方

針に基づき、消費生活

センター等が収集した

情報の活用による「実

例を通じた消費者教

育」が行われるように

するため、消費生活セ

ンター等に対し、情報

提供等についての支援

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・以下の研修を実施した。 

○地域の見守りネットワーク推進のための講

座（地域で取り組む人向け）（12月 13日）：

集合研修１回、リアルタイム配信１回 

 

・研修受講者に対してアンケートを実施し、今後

の見直し等に活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 「実例を通じた消費者教育」推進のための消

費生活センター等への支援 

・以下の講師養成講座において、具体的な相談事

例を取り入れた消費者教育講座の作り方を紹

介するなどして実施した。 

○消費者教育に携わる講師養成講座［基礎コー

ス］－講座実施に向けた心構えや講座の組み

立て方などについて基礎から学ぶ－（５月

20日～22日） 

○消費者教育に携わる講師養成講座[対象者別

コース]－小学生・中学生への講座実施に向

けて－（７月４日～５日） 

○消費者教育に携わる講師養成講座〔対象者別

コース〕－高校生への講座実施に向けて、デ

ジタル教材の活用の観点や金融経済教育も

含めて－（６月３日～５日） 

○消費者教育に携わる講師養成講座［対象者別

コース］-高校生を中心とした若年者への講

座実施に向けて、金融経済教育も含めて-（リ

アルタイム配信）（７月 19日） 

○消費者教育に携わる講師養成講座〔対象者別

コース〕-特別支援学校等に通う知的障害（軽

度）のある生徒を中心とした若年者及びその

支援者への講座実施に向けて-（10 月 16 日

～17日） 
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③ 消費生活相談員等

への専門的知識修得

のための研修の実施 

消費者教育推進法第

16条第１項の規定及び

消費者教育推進基本方

針に基づき、消費生活

相談員等に対する消費

者教育に関する専門的

知識を修得するための

研修を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 消費生活相談員等

への専門的知識修得

のための研修の実施 

消費者教育推進法第

16条第１項の規定及び

消費者教育推進基本方

針に基づき、消費生活

相談員等に対する消費

者教育に関する専門的

知識を修得するための

研修を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 消費生活相談員等

への専門的知識修得

のための研修の実施 

消費者教育推進法第

16条第１項の規定及び

消費者教育推進基本方

針に基づき、消費生活

相談員等に対する消費

者教育に関する専門的

知識を修得するための

研修を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 消費生活相談員等への専門的知識修得のた

めの研修の実施 

・以下の研修を実施した。 

○消費者教育に携わる講師養成講座［基礎コー

ス］－講座実施に向けた心構えや講座の組み

立て方などについて基礎から学ぶ－（５月

20日～22日） 

○消費者教育に携わる講師養成講座[対象者別

コース]－小学生・中学生への講座実施に向

けて－（７月４日～５日） 

○消費者教育に携わる講師養成講座〔対象者別

コース〕－高校生への講座実施に向けて、デ

ジタル教材の活用の観点や金融経済教育も

含めて－（６月３日～５日） 

○消費者教育に携わる講師養成講座［対象者別

コース］-高校生を中心とした若年者への講

座実施に向けて、金融経済教育も含めて-（リ

アルタイム配信）（７月 19日） 

○消費者教育に携わる講師養成講座〔対象者別

コース〕-特別支援学校等に通う知的障害（軽

度）のある生徒を中心とした若年者及びその

支援者への講座実施に向けて-（10 月 16 日

～17日） 

○エシカル消費先進県から学ぶ SDGs と消費者

教育（徳島オリジナル講座）（11月 18日～

19日） 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【16】 

５.教育研修事業 （３）試験業務 

関連する政策・施策 「消費者基本計画」（令和２年３月 31日閣議決定）（令和３年６月 15日改定） 当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

「独立行政法人国民生活センター法」（平成 14年法律第 123号）第３条 

「消費者基本法」（昭和 43年法律第 78号）第 25条 

消費者安全法（平成 21年法律第 50号）第 11条の 11第１項 

当該項目の重要度、難易 

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（令和３年度

実績値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度  

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 

試験実施箇所数 

全国 15 箇所以上の

うち、より地域偏

在解消を図る観点 

から設置する会場

数５箇所以上 

－ 

22箇所 

（地域偏在解

消会場７箇

所） 

22箇所 

（地域偏在解

消会場 10箇

所） 

   予算額（千円） 250,005 281,767    

資格認定者情報提

供数 
2,050人以上 － 2,895人 2,210人    決算額（千円） 245,773 274,460    

受験申込者数 － 1,058人 961人 927人    経常費用（千円） 257,437 260,613    

合格者数 － 342人 389人 323人    経常損益（千円） 3,610 7,299    

受験申込者数／資

格認定者数 
－ 1,058人/342人 961人/389人 927 人/323人    

行政コスト 

（千円） 
257,437 260,613    

更新講座実施回数

／実施箇所数／受

講による更新者数 

－ 

４回／インタ

ーネット配信

／595人 

４回／インタ

ーネット配信

／277人 

４回／インタ

ーネット配信

／326人 

   従事人員数 17 17    

更新対象者／更新

者／更新率 
－ 

1,665人／

1,228人／

73.8％ 

1,120人／ 

618人／ 

55.2％ 

1,145人／ 

678人／ 

59.2％ 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ① 消費生活相談員資

格試験 

消費者安全法第11条

の11第１項の規定に基

づき、消費生活相談員

資格試験を登録試験機

関（平成28年４月26日

に登録）として適正に

実施する。 

消費生活相談員資格

試験の実施に当たって

は、消費生活相談員資

格保有者の地域偏在の

解消を図る観点から、

試験会場設置に関する

必要な調査等を実施

し、資格保有者数や地

域バランス等を考慮し

た上で、地方都市にお

いても実施する 

 

【指標】 

・試験実施箇所数全国

15箇所以上のうち、

より地域偏在解消を

図る観点から設置す

る会場数５箇所以上

（令和３年度実績：

20箇所（地域偏在解

消会場５箇所）） 

 

【目標水準の考え方】 

試験実施箇所数につ

いては、第５期中期目

標期間においても受験

生の利便性に配慮し、

交通の要衝を中心に全

国 15箇所以上で開催

し、さらに、より資格保

有者の地域偏在解消を

図る観点から設置する

会場数として、全国５

箇所以上を目標とす

る。 

 

【関連指標】 

・受験申込者数 

① 消費生活相談員資

格試験 

消費者安全法第11条

の11第１項の規定に基

づき、消費生活相談員

資格試験を登録試験機

関（平成28年４月26日

に登録）として適正に

実施する。 

消費生活相談員格試

験の実施に当たって

は、消費生活相談員資

格保有者の地域偏在の

解消を図る観点から、

試験会場設置に関する

必要な調査等を実施

し、資格保有者数や地

域バランス等を考慮し

た上で、地方都市にお

いても実施する。 

 

【指標】 

・試験実施箇所数全国

15箇所以上のうち、

より地域偏在解消を

図る観点から設置す

る会場数５箇所以上

（令和３年度実績：

20箇所（地域偏在解

消会場５箇所）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連指標】 

・受験申込者数 

① 消費生活相談員資

格試験 

消費者安全法第11条

の11第１項の規定に基

づき、消費生活相談員

資格試験を登録試験機

関（平成28年４月26日

に登録）として適正に

実施する。 

消費生活相談員資格

試験の実施に当たって

は、消費生活相談員資

格保有者の地域偏在の

解消を図る観点から、

試験会場設置に関する

必要な調査等を実施

し、資格保有者数や地

域バランス等を考慮し

た上で、地方都市にお

いても実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜指標＞ 

① 

・試験実施箇所数 全国

15 箇所以上のうち、よ

り地域偏在解消を図る

観点から設置する会場

数５箇所以上（令和３

年度実績：20 箇所（地

域偏在解消会場５箇

所）） 

② 

・資格認定者情報提供数 

 

＜関連指標＞ 

① 

・受験申込者（令和３年度

実績：1,058人） 

・合格者数（令和３年度実

績：342人） 

② 

・受験申込者数／資格認

定者数（令和３年度実

績：1,058人／342人） 

・更新講座実施回数／実

施箇所数／受講による

更新者数（令和３年度

実績：４回／インター

ネット配信／595人） 

・更新対象者／更新者／

更新率（令和３年度実

績：1,665人／1,228人

／73.8％） 

＜主要な業務実績＞ 

① 消費生活相談員資格試験 

・ 消費者安全法第 11 条の 11 第１項の規定に

基づき、登録試験機関（平成 28年４月 26日に

登録）として、「2024年度消費生活相談員資格

試験」(国家資格取得のための試験)を適正に実

施した。 

第１次試験は、令和６年 10月に全国 22箇所

で実施した。受験申込者数は 927人、実受験者

数は 815人であった。 

その合格者のうち免除申請のない者に対し

第２次試験を 12月に実施した。 

第１次試験及び第２次試験の結果を踏まえ、

１月に消費生活相談員資格試験合格者 323 人

に合格証を発行した。 

合格率（実受験者に対する合格者の割合）は

39.7％であった。 

試験実施に当たっては、試験業務規程に基づ

き、適切に運営を行った。 

 

 

※詳細は【資料８】参照 

 

・ 資格制度の周知と受験者の利便性向上の

ため、以下の取組を行った。 

国民生活センター記者説明会にて試験実

施に関する周知を行った。 

国民生活センターウェブサイトに受験要

項を掲載した。また、全国の消費生活センタ

ーに受験要項とともに、周知用のポスターや

リーフレットを配布し、あわせてウェブサイ

トや広報紙への掲載を依頼した。申込受付開

始日に合わせて試験広報のための動画を

YouTube 上の国セン公式チャンネルにて公

開し、国センＳＮＳで複数回紹介した。 

オンライン広告を配信した。（広告閲覧数

は約 439万件、広告経由での国民生活センタ

ーウェブサイトアクセス数は約４万 2,000

件。） 

ウェブサイトには、受験要項のほか、受験

申込書をダウンロードできるページを設け、

また、過去５年分の試験問題・解答を掲載し

た。 

・ 受験に際して学習の一助として、民間団

体の発行する試験参考図書（テキストや過

去問題解説集）を「2025年度消費生活相談

員資格試験 受験要項（試験参考図書欄）」

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

① 消費生活相談員資格試験 

受験に際し、学習方法や受験支

援制度、助成制度の周知を図り、

受験申込における利便性を向上

させるなど受験者の負担軽減策

を実施した結果、927 人が受験申

込数となり、また、実受験率は

87.7％となり、国家資格化した平

成 28（2016）年度、平成 29（2017）

年度に続き、過去３番目の高さと

なった。 

試験合否については、合否判定

基準に基づき適正に採点、評価を

実施し、消費生活相談員資格試験

合格者として 323人に合格証を発

行した。 

なお、資格制度の周知と受験者

の利便性の向上のため、国民生活

センターウェブサイトに受験申

込書をダウンロードできるペー

ジを設けたほか、ポスター、リー

フレット等の作成、Youtube 動画

の配信を行うなど、広く周知活動

を実施した。 

また、オンライン広告を配信

し、受験申込者アンケートでは、

50人より、オンライン広告をきっ

かけとして受験申込を行ったと

の回答を得た。 

・ 令和６年度の試験実施箇所は、

目標値以上の 22箇所で実施した。

受験者の利便性が低下しないよ

う 15 箇所の試験地を設置し、ま

た、受験申込者数が少ない地域で

の受験者を増やすため、地方公共

団体に試験会場設置に関する意

向調査を実施し、その結果を踏ま

え、地域偏在解消を図る観点から

10箇所設置した。 

 

 

② 消費生活専門相談員資格認定

制度 

・ 令和６年度消費生活相談員資格

試験の結果を踏まえ、消費生活専

ﾋｮｳﾃｲ  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 
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（令和３年度実績：

1,058人） 

・合格者数（令和３年度

実績：342人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 消費生活専門相談

員資格認定制度 

消費生活センター等

において相談業務に携

わる消費生活相談員の

資質・能力等を向上さ

せるため、消費生活相

談員資格試験と併せ

て、５年ごとに更新を

必要とする消費生活専

門相談員資格の審査及

び認定を行う。 

消費生活センター等

での実務に就いていな

い消費生活専門相談員

資格認定者が５年ごと

に資格の更新を行う際

に受講する講座を実施

する。 

また、消費生活相談

員の採用を支援するた

め、国や地方公共団体

等に対して資格認定者

の情報を提供する。 

なお、消費生活専門

相談員資格認定制度に

係る業務に関しては、

その実施状況等を見つ

つ、必要な業務の見直

しについて検討を行

（令和３年度実績：

1,058人） 

・合格者数（令和３年度

実績：342人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 消費生活専門相談

員資格認定制度 

消費生活センター等

において相談業務に携

わる消費生活相談員の

資質・能力等を向上さ

せるため、消費生活相

談員資格試験と併せ

て、５年ごとに更新を

必要とする消費生活専

門相談員資格の審査及

び認定を行う。 

消費生活センター等

での実務に就いていな

い消費生活専門相談員

資格認定者が５年ごと

に資格の更新を行う際

に受講する講座を実施

する。 

また、消費生活相談

員の採用を支援するた

め、国や地方公共団体

等に対して資格認定者

の情報を提供する。 

なお、消費生活専門

相談員資格認定制度に

係る業務に関しては、

その実施状況等を見つ

つ、必要な業務の見直

しについて検討を行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 消費生活専門相談

員資格認定制度 

消費生活センター等

において相談業務に携

わる消費生活相談員の

資質・能力等を向上さ

せるため、消費生活相

談員資格試験と併せ

て、５年ごとに更新を

必要とする消費生活専

門相談員資格の審査及

び認定を行う。 

消費生活センター等

での実務に就いていな

い消費生活専門相談員

資格認定者が５年ごと

に資格の更新を行う際

に受講する講座を実施

する。 

また、消費生活相談

員の採用を支援するた

め、国や地方公共団体

等に対して資格認定者

の情報を提供する。 

なお、消費生活専門

相談員資格認定制度に

係る業務に関しては、

その実施状況等を見つ

つ、必要な業務の見直

しについて検討を行

に掲載し周知した。なお、掲載に際しては

公募を実施し公平性を担保した。 

・ 消費者庁及び地方公共団体の実施してい

る受験者への受験支援・助成制度について

情報収集し、「消費生活相談員資格試験お知

らせサイト」で周知した。 

・ 令和６年度の第１次試験会場について、都

道府県に試験会場設置に関する意向調査を

実施し、資格保有者数や地域バランス等を考

慮し全国 22 箇所で実施した。そのうち、10

箇所については、資格保有者の地域偏在を解

消する観点から設置した。 

・ 受験生が早期に就職活動に移れるよう、１

月の合否通知に先んじて、12月中に、合格

者の受験番号を「消費生活相談員資格試験

お知らせサイト」に掲載した。 

・ 地方公共団体における新規合格者の採用

を支援するため、合格者 323人に対し、希

望のあった 15 都道府県の人材バンクのチ

ラシ等を合格証に同封し送付した。 

 

② 消費生活専門相談員資格認定制度 

・ 認定に当たっては、平成 28 年度から消費

生活相談員資格試験が、本資格認定試験を兼

ねている。 

令和６年度消費生活相談員資格試験の結

果を踏まえ、令和７年１月に消費生活専門相

談員資格認定者 323人を認定した。 

令和６年度における受験申込者数は 927

人、実受験者数は 813人で、合格率（実受験

者数に対する合格者数の割合）は 39.7％で

あった。 

 

※詳細は【資料９】参照 

 

消費生活センター等において相談業務に

携わる消費生活相談員の資質・能力等の向上

に資するため、平成 20 年度の資格認定の更

新から、消費生活センター等での実務に就い

ていない者に対し、５年ごとに資格更新講座

を受講し更新としている。 

令和６年度は、更新対象者 1,145 人のう

ち、更新講座の受講による更新者が 363 人

（ＤＶＤ受講者含む）、実務経験による更新

者が 315人、合計 678人となった。 

・ 令和６年度の資格更新講座は、受講者のニ

ーズを踏まえ、利便性が高いインターネット

配信をメインに実施した。また、インターネ

ット環境が整っていないなど受講が難しい

者に対し、録画ＤＶＤ貸出を行った。 

なお、更新講座の内容は、消費生活相談員

門相談員として 323 人を認定し

た。 

また、令和６年度更新対象者

1,145 人のうち、更新講座の受講

による更新者は 363人、実務経験

による更新者は 315 人、合計 678

人となった。 

・ 資格更新講座は、受講者のニー

ズを踏まえ、利便性が高いインタ

ーネット配信をメインに実施し、

消費生活相談員の心構えや消費

生活相談現場で働く上で必要な

法律の基礎知識等の最新情報の

講座とした。 

・ 更新対象者の利便性向上及び業

務効率化に資するため更新手続

の全体フローを改善した。 

・ 消費生活相談員の採用を支援す

るため、国又は地方公共団体から

依頼を受け、本人から同意を得た

資格認定者の情報提供を行って

おり令和６年度は、平成 30 年度

～令和３年度の平均 2,050人を超

える 2,210名とした。 

 

  これらを踏まえ、Ｂと評価す

る。 

 

＜課題と対応＞ 

①消費生活相談員資格試験 

・ 相談員の担い手確保につながる

よう、資格試験に関する広報を強

化するとともに、資格保有者数が

少ない地域へのアプローチや、若

年層受験者の増加に資する取組

を実施する。 

・ 令和７年度においても、登録試

験機関として、試験業務規程に基

づき、適正に消費生活相談員資格

試験を運営する。 

・ 令和７年度も引き続き、資格保

有者の地域偏在の解消を図る観

点から、都道府県に試験会場設置

に関する意向調査を実施し、資格

保有者数や地域バランス等を考

慮した上で試験を行う。 

② 消費生活専門相談員資格認定

制度 

・ 令和７年度においても、消費生

活専門相談員資格認定試験及び

資格更新を適正に実施し、消費生
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う。 

 

【指標】 

・資格認定者情報提供

数 

 

【目標水準の考え方】 

消費生活センター等

において相談業務に携

わる消費生活相談員の

担い手確保が求められ

る中、それに資する情

報を提供することは重

要であるため、資格認

定者情報提供数を目標

とし、2,050人（平成30

年度～令和３年度の平

均）以上について提供

を行う。 

 

【関連指標】 

・受験申込者数／資格

認定者数（令和３年

度実績：1,058人／

342人） 

・更新講座実施回数／

実施箇所数／受講に

よる更新者数（令和

３年度実績：４回／

インターネット配信

／595人） 

・更新対象者／更新者

／更新率（令和３年

度実績：1,665人／

1,228人／73.8％） 

う。 

 

【指標】 

・資格認定者情報提供

数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連指標】 

・受験申込者数／資格

認定者数（令和３年

度実績：1,058人／

342人） 

・更新講座実施回数／

実施箇所数／受講に

よる更新者数（令和

３年度実績：４回／

インターネット配信

／595人） 

・更新対象者／更新者

／更新率（令和３年

度実績：1,665人／

1,228人／73.8％） 

う。 の心構えや消費生活相談現場で働く上で必

要な法律の基礎知識等の最新情報とした。 

 ・ 更新対象者への更新手続については、通年

での手続の詳細を示すとともに必要書類一

式を全て同封し、まとめて提出することを可

能にすることで、更新対象者の利便性及び業

務効率化を図った。 

・ 「消費生活相談員資格試験」を「消費生活

専門相談員資格認定試験」が兼ねる形で実施

し、２資格を同時認定することで、試験事務

の重複を避け、効率化を図っている。 

・ 国又は地方公共団体における消費生活相

談員の採用を支援するため、地方公共団体等

から依頼を受けた 293 件の採用募集情報を

国民生活センターウェブサイトに掲載する

とともに、資格認定者情報（提供について同

意を得ている範囲）について、92件（2,210

名）を地方公共団体等に提供した。 

 

活相談員の能力・資質の向上に努

める。 

・ 令和７年度も引き続き、資格認

定者の資質・能力の向上を図るた

め、消費生活センター等での実務

に就いていない資格認定者の資

格更新講座をインターネット配

信にて実施する。 

・ 更新手続については、その実施

状況及び本制度に対するニーズ

を的確に把握しつつ、引き続き利

便性の向上や事務の効率化につ

いて検討を行う。 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【17】 

５.研修事業 （４）調査研究及び海外の消費者行政の情報収集・提供 

関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

「独立行政法人国民生活センター法」（平成 14年法律第 123号）第３条、第 10条第４号 

「消費者基本法」（昭和 43年法律第 78号）第 25条 

当該項目の重要度、難易 

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（令和３年度

実績値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度  

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 

「国民生活研究」

の提供件数 
2,886件以上 － 3,100件 3,100件    予算額（千円） 250,005 281,767    

調査研究の情報提

供件数 
－ １件 １件 １件    決算額（千円） 245,773 274,460    

        経常費用（千円） 257,437 260,613    

        経常損益（千円） 3,610 7,299    

        
行政コスト 

（千円） 
257,437 260,613    

        従事人員数 17 17    

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 国・地方の消費者政

策の企画立案や消費者

行政の国際的展開に資

するため、消費生活に

重大な影響を及ぼす問

題について、ＰＩＯ－

ＮＥＴ情報等を活用し

つつ調査研究を行い、

海外の消費者行政の動

国・地方の消費者政

策の企画立案や消費者

行政の国際的展開に資

するため、消費生活に

重大な影響を及ぼす問

題について、ＰＩＯ－

ＮＥＴ情報等を活用し

つつ調査研究を行い、

海外の消費者行政の動

国・地方の消費者政

策の企画立案や消費者

行政の国際的展開に資

するため、消費生活に

重大な影響を及ぼす問

題について、ＰＩＯ－

ＮＥＴ情報等を活用し

つつ調査研究を行い、

海外の消費者行政の動

＜指標＞ 

・「国民生活研究」の提供

件数 

 

＜関連指標＞ 

・調査研究の情報提供件

数（令和３年度実績：１

件） 

＜主要な業務実績＞ 

「未成年者の消費者トラブルについての現

況調査」を実施し、令和７年３月に調査結果を

公表した。本調査では、全国の消費生活センタ

ーに寄せられた未成年者に関する消費生活相

談情報の分析と、消費生活センター等を対象と

したアンケート調査を行った。 

その結果、未成年者の消費者トラブルについ

ては、未成年者本人においては、知識・理解不

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

調査研究では、未成年者の消

費者トラブルについて、消費生

活相談情報の分析に加え、消費

生活センター等に対するアンケ

ート調査を実施し、その結果を

分析して現状と課題を明らかに

するとともに、未成年者の消費

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 
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向について情報収集を

行うなどして、広く国

民に情報提供する。 

 

【指標】 

・「国民生活研究」の提

供件数 

 

【目標水準の考え方】 

消費生活に重大な影

響を及ぼす問題につい

て調査研究等を広く国

民に情報提供すること

は重要であるため、「国

民生活研究」の提供件

数を目標とし、2,886件

（平成30年度～令和３

年度の平均）以上提供

を行う。 

 

【関連指標】 

・調査研究の情報提供

件数（令和３年度実

績：１件） 

向について情報収集を

行うなどして、広く国

民に情報提供する。 

 

【指標】 

・「国民生活研究」の提

供件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連指標】 

・調査研究の情報提供

件数（令和３年度実

績：１件） 

向について情報収集を

行うなどして、広く国

民に情報提供する。 

足や事実確認の困難さ、保護者等においては、

未成年者の管理・監督不足や未成年者同様の知

識・理解不足、事業者においては、未成年者に

よる無断契約への対策として年齢確認のより

一層の強化など、さまざまな課題があることが

分かった。また、予防策として学校や教育委員

会の連携・協力を得ることや未成年者の発達段

階に合わせた啓発・注意喚起を行うこと、その

ためには人材と予算の確保に課題があること

が分かった。 

それらを踏まえて今後期待されることとし

て、行政による未成年者および保護者等に対す

る消費者教育の推進等、保護者等における適切

な見守り、事業者による適切な対応が考えられ

る。これらの内容を報告書として取りまとめ、

公表した。 

また、「国民生活研究」を２回発行し、第 64

巻第１号では、自動運転と製造物責任法に関す

る論考等を掲載した。第２号では「若者の消費

者トラブル―インターネット関連取引を中心

に―」と題する特集を組み、ＥＵにおける若者

の消費者保護法制や、ゲーム依存に関する法律

についての論考等を掲載した。 

 

者トラブルについて今後期待さ

れること等をとりまとめ、記者

説明会及びウェブサイトに掲載

し、調査結果を広く情報提供し

た。 

  また、「国民生活研究」を２回

発行し（１回当たり 1,550部）、

ＥＵにおける製造物責任指令改

正案に関する論考やＥＵにおけ

る若者の消費者保護法制に関す

る論考を掲載し、海外の動向に

触れた。また、「若者の消費者ト

ラブル―インターネット関連取

引を中心に―」と題する特集に

おいては、成年年齢引下げに対

応する消費者教育施策の状況

や、推し活、ゲーム依存等につい

て取り上げた。 

 

  これらを踏まえ、Ｂと評価す

る。 

 

＜課題と対応＞ 

令和７年度も引き続き、国・地

方の消費者政策の企画立案や消

費者行政の国際的展開に資する

ため、消費生活に重大な影響を

及ぼす問題について、ＰＩＯ－

ＮＥＴ情報等の活用しつつ調査

研究を行い、海外の消費者行政

等の動向についての情報収集を

行うなどして、広く国民に情報

提供する。 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【18】 

５.教育研修事業 （５）教育研修の合理化と経費の節減 

関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

「消費者基本法」（昭和 43年法律第 78号）第 25条 

当該項目の重要度、難易 

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（令和３年度

実績値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度  

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 

        予算額（千円） 250,005 281,767    

  

 

     決算額（千円） 245,773 274,460    

        経常費用（千円） 257,437 260,613    

        経常損益（千円） 3,610 7,299    

        
行政コスト 

（千円） 
257,437 260,613    

        従事人員数 17 17    

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 教育研修事業につい

て、研修受講者のニー

ズや受講者数の動向を

踏まえ、カリキュラム

の内容の工夫や研修コ

ースに応じた開催時期

の設定等による合理化

を行うとともに、地方

教育研修事業につい

て、研修受講者のニー

ズや受講者数の動向を

踏まえ、カリキュラム

の内容の工夫や研修コ

ースに応じた開催時期

の設定等による合理化

を行うとともに、地方

教育研修事業につい

て、研修受講者のニー

ズや受講者数の動向を

踏まえ、カリキュラム

の内容の工夫や研修コ

ースに応じた開催時期

の設定等による合理化

を行うとともに、地方

＜指標＞ 

－ 

 

＜関連指標＞ 

－ 

＜主要な業務実績＞ 

 

・研修受講者のニーズや受講者数の動向を踏ま

え、相模原研修施設で行う一部の研修につい

て、東京事務所にサテライト会場を設け、講

義を中継することにより、研修の合理化を図

った。 

・地方公共団体と共催して実施する研修につい

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

研修受講者のニーズや受講者

数の動向を踏まえ、研修の合理

化を図った。 

また、地方公共団体との共催

研修において経費節減を図っ

た。 

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 
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公共団体との共催など

により経費を節減す

る。 

公共団体との共催など

により経費を節減す

る。 

公共団体との共催など

により経費を節減す

る。 

ては、経費の節減の観点から会場費、資料印

刷費を自治体側の負担とした。 

 

 

これらを踏まえ、Ｂと評価す

る。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、研修の合理化と経

費の節減を図るよう努める。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

６.適格消費者団体援助事業 適格消費者団体援助事業全般 

関連する政策・施策 「消費者基本計画」（令和２年３月 31日閣議決定）（令和３年６月 15日改定） 

 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

「独立行政法人国民生活センター法」（平成 14年法律第 123号）第３条、第 10条第６

号、同第８号、第 43条の２ 

「消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」

（平成 25年法律第 96号）第 56 条 

当該項目の重要度、難易 

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 

指標等 達成目標 

基準値 

（令和３年

度実績値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 

 
       

 
予算額（千円） 14,790 18,407    

       
 

決算額（千円） 13,262 18,325    

       
 

経常費用（千円） 17,277 20,498    

       
 

経常損益（千円） 1,528 82    

       

 
行政コスト 

（千円） 
17,277 20,498    

        従事人員数 １ ２    

                                                                         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画  

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 １．特定適格消費者団体

立担保支援事業 

  ＜以下略＞ 

１．特定適格消費者団体

立担保支援事業 

  ＜以下略＞ 

１．特定適格消費者団体

立担保支援事業 

  ＜以下略＞ 

 （１）適格消費者団体及び特定適格消費者団体との連携 

【Ｂ】 

（２）適格消費者団体への援助【Ａ】 

（３）特定適格消費者団体立担保援助【Ｂ】 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 各項目を通じて、所期の目標を達成したもの

と評価した。 

 

＜課題と対応＞ 

なし 

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 

 

  

第１．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

94 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【19】 

６.適格消費者団体援助事業 （１）適格消費者団体及び特定適格消費者団体との連携 

関連する政策・施策 「消費者基本計画」（令和２年３月 31日閣議決定）（令和３年６月 15日改定） 

 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

「独立行政法人国民生活センター法」（平成 14年法律第 123号）第３条、第 10条第６号 

当該項目の重要度、難易 

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（令和３年度

実績値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度  

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 

適格消費者団体及

び特定適格消費者

団体との意見交換

等の件数 

９回以上 － 16回 15回    予算額（千円） 14,790 18,407    

        決算額（千円） 13,262 18,325    

        経常費用（千円） 17,277 20,498    

        経常損益（千円） 1,528 82    

        
行政コスト 

（千円） 
17,277 20,498    

        従事人員数 １ ２    

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 適格消費者団体及び

特定適格消費者団体と

の意見交換や情報共有

等によって、一層緊密

に連携するよう努め

る。 

 

【指標】 

適格消費者団体及び

特定適格消費者団体と

の意見交換や情報共有

等によって、一層緊密

に連携するよう努め

る。 

 

【指標】 

適格消費者団体及び

特定適格消費者団体と

の意見交換や情報共有

等によって、一層緊密

に連携するよう努め

る。 

＜指標＞ 

・適格消費者団体及び

特定適格消費者団体と

の意見交換等の件数 

 

＜関連指標＞ 

－ 

・適格消費者団体に対する情報提供の強化 

適格消費者団体が行う差止請求関係業務の

円滑な実施のために必要な援助を円滑かつ効

果的に行うため、消費者庁が主催する適格消費

者団体連絡協議会に参加し、適格消費者団体の

事業活動状況や課題等を把握した。 

 

〇令和６年度適格消費者団体連絡協議会 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

  適格消費者団体が行う差止請

求関係業務の円滑な実施のため

に必要な援助を円滑かつ効果的

に行うため、消費者庁が主催す

る適格消費者団体連絡協議会に

参加し、適格消費者団体の事業

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 
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・適格消費者団体及び

特定適格消費者団体

との意見交換等の件

数 

 

【目標水準の考え方】 

契約法等改正法によ

ってセンターに適格消

費者団体に関する業務

が追加され、適格消費

者団体及び特定適格消

費者団体との緊密な連

携が一層求められる中

であることから、意見

交換等の件数を目標と

し、年間９回（平成 30

年度～令和３年度の平

均）以上実施する 

・適格消費者団体及び

特定適格消費者団体

との意見交換等の件

数 

 

 

令和６年 10月５日、６日 

令和７年３月１日、２日 

 

 

その他、審査委員会と特定適格消費者団体と

の連携を図るため、以下の会議を開催した。 

 

○第 10 回審査委員会と特定適格消費者団体と

の意見交換会（６/25） 

 

さらに、特定適格消費者団体である４団体

（消費者機構日本、消費者支援機構関西、埼玉

消費者被害をなくす会、消費者支援ネット北海

道）の担当者と月１回の頻度で個別に意見交換

及び情報共有等を実施した。 

加えて、団体側との平素における情報交換等

によって信頼関係を醸成したことで、例えば共

通義務確認訴訟等に係る該当相談者への対応

や「終活」に関する啓発の取組要望など、団体

側から全国の消費生活相談員・消費者行政職

員、消費者に対して周知したい案件が生じた際

は、当センターに協力依頼がなされることが増

えた。これに対して当センターでは、依頼があ

った案件に係る情報を当センターウェブサイ

トや「消費者行政フォーラム」に迅速に掲載し

たほか、発行する啓発資料の企画案に取り入れ

る等の対応を行った。 

 

このように、適格消費者団体及び特定適格消

費者団体との意見交換等を実施した。 

 

 

活動状況や課題等を把握するこ

とができた。 

また、審査委員会と特定適格

消費者団体との連携を図るた

め、意見交換会を開催し、各団体

の直近の課題等を把握すること

ができた。 

 さらに、特定適格消費者団体

である４団体（消費者機構日本、

消費者支援機構関西、埼玉消費

者被害をなくす会、消費者支援

ネット北海道）の担当者と月１

回の頻度で個別に意見交換及び

情報共有等を実施することで、

さらなる連携を図ることができ

た。 

 加えて、団体側との平素にお

ける情報交換等によって信頼関

係を醸成できたことで、団体側

から全国の消費生活相談員・消

費者行政職員に対して周知した

い案件が生じた際は、当センタ

ーに協力依頼がなされることが

増えた。これに対して当センタ

ーでは、ウェブサイトや「消費者

行政フォーラム」に迅速に掲載

するなどして、団体側との連携

をより深めることができた。 

 このように、適格消費者団体

及び特定適格消費者団体との意

見交換等を 15回実施し、達成目

標（９回以上）を大きく上回っ

た。また、適格消費者団体及び特

定適格消費者団体との平素にお

ける情報交換等によって信頼関

係を醸成したことで、より一層

緊密な連携を深めることができ

た。 

 

これらを踏まえ、Ｂと評価す

る。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、適格消費者団体及

び特定適格消費者団体との綿密

な意見交換や情報共有等によっ

て、一層緊密に連携するよう努

める。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【20】 

６.適格消費者団体援助事業 （２）適格消費者団体への援助 

関連する政策・施策 「消費者基本計画」（令和２年３月 31日閣議決定）（令和３年６月 15日改定） 

 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

「独立行政法人国民生活センター法」（平成 14年法律第 123号）第３条、第 10条第６号 

当該項目の重要度、難易 

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（令和３年度

実績値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度  

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 

適格消費者団体と

の共同事業の件数 

 

令和５年度 

１回以上 

 

令和６年度以

降 2回以上 

－ １回 
２回 

（＋１回） 
   予算額（千円） 14,790 18,407    

適格消費者団体へ

の情報提供方法等

の周知団体数 

全ての適格消

費者団体 

（令和４年時

点：23団体） 

－ 

 

26団体 

 

26団体    決算額（千円） 13,262 18,325    

適格消費者団体か

らの照会への対応

件数 

－ 117件 100件 96件    経常費用（千円） 17,277 20,498    

        経常損益（千円） 1,528 82    

        
行政コスト 

（千円） 
17,277 20,498    

        従事人員数 １ ２    
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  

① 適格消費者団体と

の啓発活動等 

適格消費者団体と共

同して、適格消費者団

体による差止請求訴訟

制度の周知や消費者被

害の実態調査等を行

う。 

 

【指標】 

・適格消費者団体との

共同事業の件数 

令和５年度 １回以

上 

令和６年度から９年

度まで ２回以上 

 

【目標水準の考え方】 

適格消費者団体によ

る差止請求訴訟関係業

務の援助としては、適

格消費者団体による差

止請求訴訟制度の周知

や消費者被害の把握が

重要であることから、

これらに資するような

事業を適格消費者団体

が行い得るよう、共同

して事業を行うことが

必要である。そのため、

１年目においてまず少

なくとも１回実施し、

２年目以降少なくとも

２件以上実施するもの

とする。 

 

② 適格消費者団体へ

の情報提供 

適格消費者団体の求

めに応じ、適格消費者

団体が差止請求権を適

切に行使するために必

要な限度において、消

費生活相談等に関する

情報を提供する。 

 

 

① 適格消費者団体と

の啓発活動等 

適格消費者団体と共

同して、適格消費者団

体による差止請求訴訟

制度の周知や消費者被

害の実態調査等を行

う。 

 

【指標】 

・適格消費者団体との

共同事業の件数 

令和５年度 １回以

上 

令和６年度から９年

度まで ２回以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 適格消費者団体へ

の情報提供 

適格消費者団体の求

めに応じ、適格消費者

団体が差止請求権を適

切に行使するために必

要な限度において、消

費生活相談等に関する

情報を提供する。 

 

 

① 適格消費者団体と

の啓発活動等 

適格消費者団体と共

同して、適格消費者団

体による差止請求訴訟

制度の周知や消費者被

害の実態調査等を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 適格消費者団体へ

の情報提供 

適格消費者団体の求

めに応じ、適格消費者

団体が差止請求権を適

切に行使するために必

要な限度において、消

費生活相談等に関する

情報を提供する。 

＜指標＞ 

① 

・適格消費者団体との共

同事業の件数令和５年

度 １回以上令和６年

度から９年度まで ２

回以上 

② 

・適格消費者団体への情

報提供方法等の周知団

体数 

 

＜関連指標＞ 

② 

・適格消費者団体からの

照会への対応件数（令

和３年度実績：117件） 

＜主要な業務実績＞ 

① 適格消費者団体との啓発活動等 

適格消費者団体・特定適格消費者団体「埼玉

消費者被害をなくす会」との共同事業として、

啓発動画「消費者団体訴訟制度を知ろう」（３

回シリーズ）を制作し、当センター公式

YouTube チャンネルにおいて配信するととも

に、ＳＮＳ（Facebook、Ｘ、LINE）に記事を投

稿し、公式 YouTubeチャンネルへの遷移を促し

た。 

さらに、啓発動画と連動する形で、消費者団

体訴訟制度をＰＲするリーフレットも併せて

作成し、当センターウェブサイトに掲載すると

ともに、ＳＮＳ（Facebook、Ｘ、LINE）に記事

を投稿して、ウェブサイトへの遷移を促した。 

加えて、当センターウェブサイトにおける消

費者団体訴訟制度のページについて、コンテン

ツを拡充するとともに、トップページにバナー

を設けた。 

  なお、上記の啓発動画の配信及びリーフレッ

トの掲載について、全国の特定適格消費者団

体、適格消費者団体に案内したところ、団体の

ウェブサイトや会報等で広く周知していただ

くことができた。 

その他の取組として、消費者団体訴訟制度

（集団的消費者被害回復訴訟）に係る最高裁判

決（令和６年３月 12 日）の意義等を解説する

ことで消費者団体訴訟制度の周知を高めるた

め、ウェブ版「国民生活」に連載記事（2024年

８月号及び９月号）を掲載した。なお、８月号

では、訴訟当事者である特定適格消費者団体

「消費者機構日本」に執筆いただいた。 

 

 

 

 

 

② 適格消費者団体への情報提供 

適格消費者団体 26 団体（下記参照）に情報

提供方法等の周知を行い、団体からの求めに応

じて、計 96 件個別の照会に対応し、処理結果

情報等を含めて広く情報提供を実施した。 

 また、令和５年 12月 25日、消費者契約法及

び消費者の財産的被害等の集団的な回復のた

めの民事の裁判手続の特例に関する法律の施

行規則が改正され、両規則に基づき国民生活セ

ンターに電子メールを送信する方法により情

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ  

  適格消費者団体・特定適格消

費者団体「埼玉消費者被害をな

くす会」との共同事業を行うこ

とで、消費者団体訴訟制度に関

する３回シリーズの啓発動画の

制作を実現し、当センター公式

YouTube チャンネルへの投稿及

びＳＮＳ（Facebook、Ｘ、LINE）

での投稿によって、情報の拡散

を図ることができた。 

さらに、同団体との共同事業

として、消費者団体訴訟制度に

関する啓発用リーフレットも作

成し、当センターウェブサイト

に掲載するとともに、ＳＮＳ

（Facebook、Ｘ、LINE）に記事を

投稿することで、更なる拡散を

図ることができた。 

上記の共同事業を着実に実施

することで、多様な啓発コンテ

ンツを制作できたほか、当セン

ターウェブサイトにおける消費

者団体訴訟制度のページについ

て、コンテンツを拡充するとと

もに、トップページにバナーを

設けることで、これらの情報へ

のアクセスの利便性を高めるこ

とができた。あわせて、国民に向

けた情報周知力をより向上させ

ることができた。 

  なお、上記の啓発動画の配信

及びリーフレットの掲載につい

て、全国の特定適格消費者団体、

適格消費者団体に案内したとこ

ろ、団体のウェブサイトや会報

等で広く周知していただくこと

に繋がり、適格消費者団体によ

る差止請求訴訟制度の周知活動

に貢献することができた。 

 

  以上のように、適格消費者団

体と共同して、適格消費者団体

による差止請求訴訟制度の周知

を２回実施した。加えて、消費者

団体訴訟制度（集団的消費者被

害回復訴訟）に係る最高裁判決

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 
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【指標】 

・適格消費者団体への

情報提供方法等の周

知団体数 

 

【目標水準の考え方】 

契約法等改正法によ

って適格消費者団体に

提供する情報の範囲が

拡大された中、より的

確に情報提供ができる

よう、適格消費者団体

への情報提供方法等の

周知団体数を目標と

し、全ての適格消費者

団体（令和４年末時点：

23団体）に周知する。 

 

【関連指標】 

・適格消費者団体から

の照会への対応件数

（令和３年度実績：

117件） 

 

 

 

 

【指標】 

・適格消費者団体への

情報提供方法等の周

知団体数 

 

【関連指標】 

・適格消費者団体から

の照会への対応件数

（令和３年度実績：

117件） 

報提供申請する場合に、これまで求められてい

た電子署名・電子証明書が不要となった。 

これを受け、申請の回答についても電子メー

ルによる提供を実施した。電子メールによる回

答件数：63件。 

また「急増指標に基づく情報の提供に関する

合意書」を取交した 26 団体に対して、「急増

指標」に基づく情報提供を毎月（計 12 回）実

施した。 

●適格消費者団体（※：特定適格消費者団体） 

①消費者機構日本 ※ 

②消費者支援機構関西 ※ 

③全国消費生活相談員協会 

④京都消費者契約ネットワーク 

⑤消費者ネット広島 

⑥ひょうご消費者ネット 

⑦埼玉消費者被害をなくす会 ※ 

⑧消費者支援ネット北海道 ※ 

⑨消費者被害防止ネットワーク東海 

⑩大分県消費者問題ネットワーク 

⑪消費者支援機構福岡 

⑫消費者支援ネットくまもと 

⑬消費者ネットおかやま 

⑭佐賀消費者フォーラム 

⑮消費者市民ネットとうほく 

⑯消費者支援ネットワークいしかわ 

⑰消費者支援群馬ひまわりの会 

⑱えひめ消費者ネット 

⑲消費者支援かながわ 

⑳消費者市民サポートちば 

㉑とちぎ消費者リンク 

㉒消費生活ネットワーク新潟 

㉓消費者ネットワークかごしま 

㉔消費者市民ネットおきなわ 

㉕やまなし消費者支援ネット 

㉖なら消費者ねっと 

 

 

 

 

（令和６年３月 12日）の意義等

を解説する記事を訴訟当事者で

ある特定適格消費者団体に原稿

執筆依頼することで、消費者団

体訴訟制度の周知を高めるため

の取組を進めることができた。 

 

② 適格消費者団体への情報提供 

適格消費者団体 26団体へ情報

提供方法等の周知を行い、団体

からの求めに応じて、計 96件個

別の照会に対応し、処理結果等

を含めて広く情報提供を実施

し、うち 63件は電子メールにて

回答した。 

また、「急増指標」に基づく情

報提供を計 26団体に毎月（計 12

回）実施した。 

 

これらを踏まえ、Ａと評価す

る。 

 

＜課題と対応＞ 

① 引き続き、適格消費者団体と

の連携を深めつつ、広報部が有

する情報発信のノウハウ・リソ

ースを最大限活用し、適格消費

者団体による差止請求訴訟制度

の周知等を効率的に実施する。 

 

②適格消費者団体への情報提供 

引き続き適格消費者団体へ情

報提供方法等を周知、個別の照

会に対応し、「急増指標」に基づ

く情報提供を実施する。 

 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【21】 

６.適格消費者団体援助事業 （３）特定適格消費者団体立担保援助 

関連する政策・施策 「消費者基本計画」（令和２年３月 31日閣議決定）（令和３年６月 15日改定） 

 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

「独立行政法人国民生活センター法」（平成 14年法律第 123号）第３条、第 10条第８号 

当該項目の重要度、難易 

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（令和３年度

実績値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度  

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 

 

       予算額（千円） 14,790 18,407    

        決算額（千円） 13,262 18,325    

        経常費用（千円） 17,277 20,498    

        経常損益（千円） 1,528 82    

        
行政コスト 

（千円） 
17,277 20,498    

        従事人員数 １ ２    

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  

① 立担保の実施 

特定適格消費者団体

からセンターへ担保を

立てる要請があり、有

識者による審査を経て

センターが担保を立て

る決定をした事案につ

いては、裁判所が命じ

 

① 立担保の実施 

特定適格消費者団体

からセンターへ担保を

立てる要請があり、有

識者による審査を経て

センターが担保を立て

る決定をした事案につ

いては、裁判所が命じ

 

① 立担保の実施 

特定適格消費者団体

からセンターへ担保を

立てる要請があり、有

識者による審査を経て

センターが担保を立て

る決定をした事案につ

いては、裁判所が命じ

＜指標＞ 

－ 

 

＜関連指標＞ 

－ 

＜主要な業務実績＞ 

① 令和７年３月５日に、特定適格消費者団体

「消費者機構日本」から立担保援助要請を受

けた案件について、裁判所の担保決定に基づ

き、金融機関と国民生活センターの間で保証

限度額を 900 万円とする支払保証委託契約

を締結し、裁判所が命じた期限までに担保を

立てた。 

立担保援助の実施に当たっては、日ごろか

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ  

  令和７年３月５日に、特定適

格消費者団体「消費者機構日本」

からの立担保援助要請案件につ

いて、裁判所の担保決定に基づ

き、金融機関と当センターの間

で保証限度額を 900 万円とする

支払保証委託契約の締結を迅速

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 
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た期限までに担保を立

てる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 立担保事案の適切

な管理、求償 

担保を立てた事案に

ついて、その後の裁判

手続の経過と権利義務

関係を把握し、適切な

管理、求償を実施する。 

 

 

 

た期限までに担保を立

てる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 立担保事案の適切

な管理、求償 

担保を立てた事案に

ついて、その後の裁判

手続の経過と権利義務

関係を把握し、適切な

管理、求償を実施する。 

た期限までに担保を立

てる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 立担保事案の適切

な管理、求償 

担保を立てた事案に

ついて、その後の裁判

手続の経過と権利義務

関係を把握し、適切な

管理、求償を実施する。 

ら４つの特定適格消費者団体との密な情報

交換等に努めつつ、団体側から立担保援助要

請がなされる見込みを得た時点から、審査委

員会委員、銀行との密な調整等を事前に行っ

た結果、立担保援助決定（３月６日）から支

払保証委託契約（３月 28 日）、また、仮差

押命令（３月 31 日）まで、極めて短い期間

の中で、必要な各種手続を迅速かつ適切に実

施することができた。 

 

② 令和５年５月に特定適格消費者団体「消費

者支援機構関西」から要請を受け、立担保援

助を行った案件について、裁判の進捗状況を

定期的に確認し、第１審判決に関する情報を

得た際には迅速にセンター内部に情報共有

を行うなど、引き続き当該団体と綿密に連絡

を取り合い、裁判手続等の経過を把握した。 

 

 

かつ適切に締結し、裁判所が命

じた期限内に担保を立てた。 

 日ごろから４つの特定適格消

費者団体との密な情報交換等に

努めつつ、立担保援助要請がな

される見込みを得た時点から、

審査委員会委員、銀行との密な

調整等を事前に行ったことで、

極めて短い期間の中で、必要な

各種手続を迅速かつ適切に実施

することができた。 

 

これらを踏まえ、Ｂと評価す

る。 

 

＜課題と対応＞ 

立担保援助中の「消費者支援

機構関西」及び「消費者機構日

本」と引き続き綿密に連絡を取

り合いながら、裁判手続の経過

を把握するとともに、裁判手続

の進捗状況に応じて権利義務関

係の把握や適切な管理、求償を

実施する。 

そのほか、特定適格消費者団

体から立担保援助の要請を受け

た際には、審査委員会の開催等

含め、必要な手続を迅速かつ適

切に行い、裁判所が命じた期限

までに担保を立てる。 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

７.裁判外紛争解決手続（ＡＤ

Ｒ）事業 

裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）事業全般 

関連する政策・施策 「消費者基本計画」（令和２年３月 31日閣議決定）（令和３年６月 15日改定） 

 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

「独立行政法人国民生活センター法」（平成 14年法律第 123号）第３条、第 10条第７

号、第 11条～42条 

「消費者基本法」（昭和 43年法律第 78号）第 25条 

「消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」

（平成 25年法律第 96号）附則第６条 

当該項目の重要度、難易 

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（令和３年度

実績値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度  

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 

        予算額（千円） 196,725 129,758    

        決算額（千円） 196,685 129,181    

        経常費用（千円） 144,111 146,026    

        経常損益（千円） 38 577    

        
行政コスト 

（千円） 
144,111 146,026    

        従事人員数 ７ ６    

                                                                          

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画  

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 １．裁判外紛争解決手続

（ＡＤＲ）事業 

  ＜以下略＞ 

１．裁判外紛争解決手続

（ＡＤＲ）事業 

  ＜以下略＞ 

１．裁判外紛争解決手続

（ＡＤＲ）事業 

  ＜以下略＞ 

 （１）ＡＤＲの適切な実施及び利用しやすいＡＤＲへの改善

【Ｂ】 

（２）ＡＤＲ結果の相談業務等への活用推進【Ｂ】 

（３）和解内容の履行確保【Ｂ】 

（４）消費者裁判手続特例法への対応【‐】 

（５）国民への情報提供【Ｂ】 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 各項目を通じて、所期の目標を達成したもの

と評価した。 

 

＜課題と対応＞ 

なし 

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【22】 

７.裁判外紛争解決手続（ＡＤ

Ｒ）事業 

（１）ＡＤＲの適切な実施及び利用しやすいＡＤＲへの改善 

関連する政策・施策 「消費者基本計画」（令和２年３月 31日閣議決定）（令和３年６月 15日改定） 

 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

「独立行政法人国民生活センター法」（平成 14年法律第 123号）第３条、第 10条第７

号、第 11条～42条 

「消費者基本法」（昭和 43年法律第 78号）第 25条 

当該項目の重要度、難易 

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（令和３年度

実績値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度  

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 

申請日から手続終

了までの日数 
平均 90日以内 － 64.9日 70.7日    予算額（千円） 196,725 129,758    

和解率 60％以上 － 62.1％ 64.6%    決算額（千円） 196,685 129,181    

事前問合せ対応 

件数 
－ 1,321件 1,119件 1,000件    経常費用（千円） 144,111 146,026    

申請件数 － 136件 117件 111件    経常損益（千円） 38 577    

オンラインによる

期日の実施率 
－ 93.7% 99.3% 100％    

行政コスト 

（千円） 
144,111 146,026    

        従事人員数 ７ ６    

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 消費者被害の未然防

止、拡大防止及び再発

防止のためには、事案

に即した対応を充実さ

せることが重要であ

る。 

消費者紛争の迅速・

消費者被害の未然防

止、拡大防止及び再発

防止のためには、事案

に即した対応を充実さ

せることが重要であ

る。 

消費者紛争の迅速・

消費者被害の未然防

止、拡大防止及び再発

防止のためには、事案

に即した対応を充実さ

せることが重要であ

る。 

消費者紛争の迅速・

＜指標＞ 

・申請日から手続終了ま

での日数平均 90日以内 

・和解率 60％以上 

 

＜関連指標＞ 

・事前問合せ対応件数（令

＜主要な業務実績＞ 

・ 消費者紛争の迅速・適正な解決と同種紛争

の未然防止のため、委員会によるＡＤＲ手続

に係る事務を適切に実施した。また、開催時

間や開催方法の柔軟化を推進した。 

・ 他のＡＤＲ機関との意見交換を５回開催

した。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

当事者の意向を踏まえて手続

を柔軟に実施したことで、申請

日から手続終了までの日数につ

いて、平均 70.7日と達成目標を

クリアした。 

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 
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適正な解決と同種紛争

の発生又は拡大の防止

のため、ＡＤＲを適切

に実施し、解決水準を

確保しつつ、申請日か

ら３か月以内の手続終

了（センター法施行規

則第18条）とその期間

短縮に努めるととも

に、和解率を高めるよ

う努める。 

また、消費者がセン

ターのＡＤＲを利用し

やすくなるよう申請書

類の記入項目数、記入

内容等の簡素化を図

り、センター東京事務

所以外（都内、地方都

市）での開催や勤労者

が出席しやすい夕刻か

らの開催だけでなく、

インターネットを活用

したオンライン開催も

実施するなど、開催場

所や開催時間の柔軟化

も推進する。 

また、ＡＤＲの迅速

化を図り被害者救済の

実効性を向上させるた

め、デジタル化を通じ

た対応能力の強化に向

けた取組等を行う。 

 

【指標】 

・申請日から手続終了

までの日数 平均90

日以内 

 

【目標水準の考え方】 

申請日から手続終了

までの所要日数の実績

は、平成30年度92.3日、

令和元年度91.2日、令

和２年度93.8日、令和

３年度93.3日と年度に

より振れがあり、和解

率が上がるとその日数

は増加する傾向にあ

る。適切な解決水準を

確保することが重要と

なる中、所要日数は消

適正な解決と同種紛争

の発生又は拡大の防止

のため、ＡＤＲを適切

に実施し、解決水準を

確保しつつ、申請日か

ら３か月以内の手続終

了（センター法施行規

則第18条）とその期間

短縮に努めるととも

に、和解率を高めるよ

う努める。 

また、消費者がセン

ターのＡＤＲを利用し

やすくなるよう申請書

類の記入項目数、記入

内容等の簡素化を図

り、センター東京事務

所以外（都内、地方都

市）での開催や勤労者

が出席しやすい夕刻か

らの開催だけでなく、

インターネットを活用

したオンライン開催も

実施するなど、開催場

所や開催時間の柔軟化

も推進する。 

また、ＡＤＲの迅速

化を図り被害者救済の

実効性を向上させるた

め、デジタル化を通じ

た対応能力の強化に向

けた取組等を行う。 

 

【指標】 

・申請日から手続終了

までの日数 平均 90

日以内 

なお中期目標の目

標水準の考え方にお

ける「平均 90日以内」

に関し、「特別の事情

がある場合を除き」

とあるところ、「特別

の事情がある場合」

とは当事者に課され

た協力義務が果たさ

れなかった場合等を

いうものとする。 

 

【指標】 

・和解率 60％以上 

適正な解決と同種紛争

の発生又は拡大の防止

のため、ＡＤＲを適切

に実施し、解決水準を

確保しつつ、申請日か

ら３か月以内の手続終

了（センター法施行規

則第18条）とその期間

短縮に努めるととも

に、和解率を高めるよ

う努める。 

また、消費者がセン

ターのＡＤＲを利用し

やすくなるよう申請書

類の記入項目数、記入

内容等の簡素化を図

り、センター東京事務

所以外（都内、地方都

市）での開催や勤労者

が出席しやすい夕刻か

らの開催だけでなく、

インターネットを活用

したオンライン開催も

実施するなど、開催場

所や開催時間の柔軟化

も推進する。 

また、ＡＤＲの迅速

化を図り被害者救済の

実効性を向上させるた

め、デジタル化を通じ

た対応能力の強化に向

けた取組等を行う。 

 

 

和３年度実績：1,321

件） 

・申請件数（令和３年度実

績：136件） 

・オンラインによる期日

の実施率（令和３年度

実績：93.7％） 

・ ＡＤＲの対応能力強化に向け、ＡＤＲ手続

のオンライン化や委員と事務局間の情報共

有化を目的としたシステム構築し、運用を開

始した。 

 

 

 

 

また、当委員会への申請事案

は、消費生活センター等におい

てあっせん不調となった事案が

大半を占めている中、達成目標

数値の 60％以上を上回る和解率

を維持した。 

期日をオンラインで開催する

ことで、遠隔地の当事者につい

て、負担を軽減した上で円滑な

聴取を実現した。また、開催時間

についても、当事者のニーズに

最大限配慮し、柔軟に対応した。 

また、ＡＤＲの対応能力強化

に向け、ＡＤＲ手続のオンライ

ン化や委員と事務局間の情報共

有化を目的としたクラウドシス

テムを構築し、令和６年度から

運用を開始した。 

 

これらを踏まえ、Ｂと評価す

る。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、ＡＤＲを適切に実

施し、解決水準を確保しつつ、申

請日から手続終了までの期間短

縮に努めるとともに、和解率の

維持に努める。 

また、消費者が国民生活セン

ターのＡＤＲを利用しやすいよ

う、オンライン開催の期日を実

施するなど開催場所や開催時間

の柔軟化についても推進する。 

また、ＡＤＲの対応能力強化

に向け、デジタル化を通じた取

組等を引き続き行うとともに、

全国の消費生活センター等の相

談員向けの研修会等において、

センターＡＤＲについて一層の

周知を図っていく。 
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費者と事業者の両当事

者の都合に依存し紛争

内容も様々であるた

め、一概に短縮するこ

とが難しい面もある。

こうした状況におい

て、契約法等改正法で

は、手続は「適正かつ迅

速に」実施すること、

「当事者は適正かつ迅

速な審理を実現するた

め、委員会による手続

の計画的な実施に協力

するもの」と規定され

たことを受け、当事者

の合意がある場合又は

特別の事情がある場合

を除き、所要日数「平均

90日以内」を目標とす

る。 

 

【指標】 

・和解率60％以上 

 

【目標水準の考え方】 

和解率の実績は、平

成30年度から令和３年

度まで６割以上を示

し、特に令和２年度及

び３年度は７割以上と

なるなど、他のＡＤＲ

機関の和解率と比較し

ても良好な実績を示し

ており、引き続き、和解

率の向上に努めていく

ことが期待される。一

方で、和解率の数値の

性質からその引上げに

は一定の限界があるこ

と、和解率の数値の引

上げを過度に優先すれ

ば消費者にとり和解水

準の低下につながるお

それもあることから、

和解率については過去

の実績ベースを重視し

た目標とし、これを着

実に達成した上で更な

る高みを目指すことが

重要であることから、

過去実績と同等程度以

 

 

【関連指標】 

・事前問合せ対応件数

（令和３年度実績：

1,321件） 

・申請件数（令和３年度

実績：136件） 

・オンラインによる期

日の実施率（令和３

年度実績：93.7％） 
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上を目指した「60％以

上」を目標とする。 

 

【関連指標】 

・事前問合せ対応件数

（令和３年度実績：

1,321件） 

・申請件数（令和３年度

実績：136件） 

・オンラインによる期

日の実施率（令和３

年度実績：93.7％） 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【23】 

７.裁判外紛争解決手続（ＡＤ

Ｒ）事業 

（２）ＡＤＲ結果の相談業務等への活用推進 

関連する政策・施策 「消費者基本計画」（令和２年３月 31日閣議決定）（令和３年６月 15日改定） 

 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

「独立行政法人国民生活センター法」（平成 14年法律第 123号）第３条、第 10条、第

11条～42条 

「消費者基本法」（昭和 43年法律第 78号）第 25条 

当該項目の重要度、難易 

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（令和３年度

実績値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 
 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 

        予算額（千円） 196,725 129,758    

 

 

      決算額（千円） 196,685 129,181    

        経常費用（千円） 144,111 146,026    

        経常損益（千円） 38 577    

        
行政コスト 

（千円） 
144,111 146,026    

        従事人員数 ７ ６    

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 センターが実施した

ＡＤＲの結果を全国の

消費生活センター等の

相談業務等へ活用する

ため、消費生活相談員

等の「期日」（紛争解決

委員と消費者、事業者

との話合いの場）への

同席等や申請を支援し

た消費生活センター等

センターが実施した

ＡＤＲの結果を全国の

消費生活センター等の

相談業務等へ活用する

ため、消費生活相談員

等の「期日」（紛争解決

委員と消費者、事業者

との話合いの場）への

同席等や申請を支援し

た消費生活センター等

センターが実施した

ＡＤＲの結果を全国の

消費生活センター等の

相談業務等へ活用する

ため、消費生活相談員

等の「期日」（紛争解決

委員と消費者、事業者

との話合いの場）への

同席等や申請を支援し

た消費生活センター等

＜指標＞ 

－ 

 

＜関連指標＞ 

－ 

＜主要な業務実績＞ 

・ 申請を支援した消費生活センター等へＡ

ＤＲ結果のフィードバック、解決水準の確保

による「解決指針」の提示等の取組を行った。 

・ 地方公共団体との連携を強化するととも

に、消費生活相談員に対する裁判外紛争解決

手続制度や申請方法等の周知・啓発を図るた

め、研修会を４回開催した。 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

申請を支援した消費生活セン

ター等に対し、全件でフィード

バックを実施した。また、全国の

消費生活センターに向けて「解

決指針」の提示等を行った。 

 

これらを踏まえ、Ｂと評価す

る。 

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 
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へのＡＤＲ結果のフィ

ードバック、解決水準

の確保による「解決指

針」の提示等の取組を

行う。 

 

 

へのＡＤＲ結果のフィ

ードバック、解決水準

の確保による「解決指

針」の提示等の取組を

行う。 

 

 

へのＡＤＲ結果のフィ

ードバック、解決水準

の確保による「解決指

針」の提示等の取組を

行う。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、消費生活相談員等

の「期日」への同席等や申請を支

援した消費生活センター等への

ＡＤＲ結果のフィードバック、

解決水準の確保による「解決指

針」の提示等の取組を行う。 

 

４．その他参考情報 

 

 

  



第１．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

111 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報【24】 

７.裁判外紛争解決手続（ＡＤ

Ｒ）事業 

（３）和解内容の履行確保 

関連する政策・施策 「消費者基本計画」（令和２年３月 31日閣議決定）（令和３年６月 15日改定） 

 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

「独立行政法人国民生活センター法」（平成 14年法律第 123号）第３条、第 10条、第

11条～42条 

「消費者基本法」（昭和 43年法律第 78号）第 25条 

当該項目の重要度、難易 

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（令和３年度

実績値） 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度  令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

        予算額（千円） 196,725 129,758    

        決算額（千円） 196,685 129,181    

  

 

     経常費用（千円） 144,111 146,026    

        経常損益（千円） 38 577    

        
行政コスト 

（千円） 
144,111 146,026    

        従事人員数 ７ ６    

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 事業者による和解内

容の履行を確保し、消

費者被害の救済を実現

するため、事案の性質

に応じ、和解書の執行

証書化による履行の確

保、和解から仲裁への

移行、消費者による裁

判への積極的な支援等

事業者による和解内

容の履行を確保し、消

費者被害の救済を実現

するため、事案の性質

に応じ、和解書の執行

証書化による履行の確

保、和解から仲裁への

移行、消費者による裁

判への積極的な支援等

事業者による和解内

容の履行を確保し、消

費者被害の救済を実現

するため、事案の性質

に応じ、和解書の執行

証書化による履行の確

保、和解から仲裁への

移行、消費者による裁

判への積極的な支援等

＜指標＞ 

－ 

 

＜関連指標＞ 

－ 

＜主要な業務実績＞ 

手続が不調で終了し、訴訟提起を希望する消

費者に対し、資料提供による支援を適切に行っ

た。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

手続が不調で終了し、訴訟提

起を希望する消費者に対し、資

料提供を適切に行っている。 

 

これらを踏まえ、Ｂと評価す

る。 

 

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 
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の取組を行う。 の取組を行う。 

 

の取組を行う。 ＜課題と対応＞ 

引き続き、事案の性質に応じ、

和解書の執行証書化による履行

の確保、和解から仲裁への移行、

消費者による裁判への積極的な

支援等の取組を行う。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【25】 

７.裁判外紛争解決手続（ＡＤ

Ｒ）事業 

（４）消費者裁判手続特例法への対応 

関連する政策・施策 「消費者基本計画」（令和２年３月 31日閣議決定）（令和３年６月 15日改定） 

 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

「独立行政法人国民生活センター法」（平成 14年法律第 123号）第３条、第 10条、第

11条～42条 

「消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」

（平成 25年法律第 96号）附則第６条 

当該項目の重要度、難易 

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（令和３年度

実績値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度  令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 

        予算額（千円） 196,725 129,758    

        決算額（千円） 196,685 129,181    

        経常費用（千円） 144,111 146,026    

        経常損益（千円） 38 577    

        
行政コスト 

（千円） 
144,111 146,026    

       

 

従事人員数 ７ ６    

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 「消費者の財産的被

害等の集団的な回復の

ための民事の裁判手続

の特例に関する法律」

（平成 25年法律第 96

号。以下「消費者裁判手

続特例法」という。）は、

附則第２条により同法

の施行前事案に関する

「消費者の財産的被

害等の集団的な回復の

ための民事の裁判手続

の特例に関する法律」

（平成 25年法律第 96

号。以下「消費者裁判手

続特例法」という。）は、

附則第２条により同法

の施行前事案に関する

「消費者の財産的被

害等の集団的な回復の

ための民事の裁判手続

の特例に関する法律」

（平成25 年法律第96

号。以下「消費者裁判手

続特例法」という。）は、

附則第２条により同法

の施行前事案に関する

＜指標＞ 

－ 

 

＜関連指標＞ 

－ 

＜主要な業務実績＞ 

特例法被害救済訴訟について、対象となる事

案はなかった。しかしながら、係属中の被害救

済訴訟に関して、国民生活センター内の関連部

門を通じて情報収集を行った。 

＜評定と根拠＞ 

評定：－ 

 

特例法被害救済訴訟につい

て、対象事案はなかったが、国民

生活センター内の関連部門を通

じて情報収集を行った。 

 

＜課題と対応＞ 

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 
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消費者の請求に係る金

銭の支払義務には適用

されないことから、消

費者の財産的被害が適

切に回復されるよう、

同法附則第６条に規定

するＡＤＲ（以下「セン

ターＡＤＲ」という。）

の利用を促進し、その

必要な措置を適切に実

施する。 

このセンターＡＤＲ

の利用に際しては、第

１段階の共通義務確認

訴訟中のセンターＡＤ

Ｒの保留が有益な場合

もあることから、セン

ターは、申請又は手続

の進行を留保する仕組

み、併合手続を行う仕

組みを検討する。 

また、消費者裁判手

続特例法の施行後の事

案であってもセンター

ＡＤＲを消費者が選択

しようとする場合に

は、センターは、第２段

階の簡易確定手続への

参加の利点とセンター

ＡＤＲの選択に係る情

報提供を適切に行う。 

消費者の請求に係る金

銭の支払義務には適用

されないことから、消

費者の財産的被害が適

切に回復されるよう、

同法附則第６条に規定

するＡＤＲ（以下「セン

ターＡＤＲ」という。）

の利用を促進し、その

必要な措置を適切に実

施する。 

このセンターＡＤＲ

の利用に際しては、第

１段階の共通義務確認

訴訟中のセンターＡＤ

Ｒの保留が有益な場合

もあることから、セン

ターは、申請又は手続

の進行を留保する仕組

み、併合手続を行う仕

組みを検討する。 

また、消費者裁判手

続特例法の施行後の事

案であってもセンター

ＡＤＲを消費者が選択

しようとする場合に

は、センターは、第２段

階の簡易確定手続への

参加の利点とセンター

ＡＤＲの選択に係る情

報提供を適切に行う。 

消費者の請求に係る金

銭の支払義務には適用

されないことから、消

費者の財産的被害が適

切に回復されるよう、

同法附則第６条に規定

するＡＤＲ（以下「セン

ターＡＤＲ」という。）

の利用を促進し、その

必要な措置を適切に実

施する。 

このセンターＡＤＲ

の利用に際しては、第

１段階の共通義務確認

訴訟中のセンターＡＤ

Ｒの保留が有益な場合

もあることから、セン

ターは、申請又は手続

の進行を留保する仕組

み、併合手続を行う仕

組みを検討する。 

また、消費者裁判手

続特例法の施行後の事

案であってもセンター

ＡＤＲを消費者が選択

しようとする場合に

は、センターは、第２段

階の簡易確定手続への

参加の利点とセンター

ＡＤＲの選択に係る情

報提供を適切に行う。 

消費者裁判手続特例法附則第

６条に規定する国民生活センタ

ーＡＤＲの利用を引き続き促進

し、その必要な措置を適切に実

施するとともに、消費者裁判手

続特例法の施行後の事案であっ

ても国民生活センターＡＤＲを

消費者が選択しようとする場合

には、第２段階の簡易確定手続

への参加の利点と国民生活セン

ターＡＤＲの選択に係る情報提

供を適切に行う。 

第１段階の共通義務確認訴訟

中に、同種事案が国民生活セン

ターＡＤＲに申請された場合に

は、手続の保留が有益な場合も

あることから、申請又は手続の

進行を留保する仕組み等を検討

する。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【26】 

７.裁判外紛争解決手続（ＡＤ

Ｒ）事業 

（５）国民への情報提供 

関連する政策・施策 「消費者基本計画」（令和２年３月 31日閣議決定）（令和３年６月 15日改定） 

 

当該事業実施に係る根拠

（個別法条文など） 

「独立行政法人国民生活センター法」（平成 14年法律第 123号）第３条、第 10条第７

号、第 11条～42条 

「消費者基本法」（昭和 43年法律第 78号）第 25条 

当該項目の重要度、難易 

度 

－ 関連する政策評価・行政事

業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（令和３年度

実績値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度  

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 

記者公表件数（紛

争解決委員会事務

局公表分） 

－ ４件 ４件 ４件    予算額（千円） 196,725 129,758    

事業者名を含めた

記者公表件数（紛

争解決委員会事務

局公表分） 

－ ４件 ４件 ３件    決算額（千円） 196,685 129,181    

        経常費用（千円） 144,111 146,026    

        経常損益（千円） 38 577    

        
行政コスト 

（千円） 
144,111 146,026    

        従事人員数 ７ ６    

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 国民生活の安定及び

向上に図るために必要

と認めるときは、紛争

解決委員会の決定に従

い、センターは、結果の

概要について記者公表

を行うことにより報道

機関等を通じた国民へ

の情報提供を行う。 

国民生活の安定及び

向上に図るために必要

と認めるときは、紛争

解決委員会の決定に従

い、センターは、結果の

概要について記者公表

を行うとにより報道機

関等を通じた国民への

情報提供を行う。 

国民生活の安定及び

向上に図るために必要

と認めるときは、紛争

解決委員会の決定に従

い、センターは、結果の

概要について記者公表

を行うことにより報道

機関等を通じた国民へ

の情報提供を行う。 

＜指標＞ 

－ 

 

＜関連指標＞ 

・記者公表件数（紛争解決

委員会事務局公表分） 

（令和３年度実績：４件） 

・事業者名を含めた記者

公表件数（紛争解決委

＜主要な業務実績＞ 

紛争解決委員会において、四半期ごとに結果

概要の公表を決定し、記者公表を行った。 

また、事業者が手続に合理的な理由なく協力

しない、などの場合においては事業者名を含む

記者公表を行った。 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

紛争解決委員会では四半期毎

に結果概要の公表を決定してお

り、令和６年度は４回の公表を

行った。 

また、手続の相手方となった

事業者から手続への協力を得ら

れたことから、事業者名を含む

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 
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【関連指標】 

・記者公表件数（紛争解

決委員会事務局公表

分）（令和３年度実

績：４件） 

・事業者名を含めた記

者公表件数（紛争解

決委員会事務局公表

分）（令和３年度実

績：４件） 

 

【関連指標】 

・記者公表件数（紛争解

決委員会事務局公表

分）（令和３年度実

績：４件） 

・事業者名を含めた記

者公表件数（紛争解

決委員会事務局公表

分）（令和３年度実

績：４件） 

 員会事務局公表分（令

和３年度実績：４件） 

公表は３回に留まった。 

 

これらを踏まえ、Ｂと評価す

る。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、紛争解決委員会の

決定に従い、結果の概要につい

て記者公表を行うことにより報

道機関等を通じた国民への情報

提供を行う。 

 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【27】 

１ 業務及び運営体制の効率化 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する研究開発評価、政策 

評価・行政事業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる 

指標 
達成目標 

基準値 

（令和３年度実績

値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 （参考情報） 

         

 

 

       

         

         

         

 

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 センターに求められ

る社会的要請に対応で

きるよう、理事長のリ

ーダーシップの下、必

要に応じて、新たな社

会的要請に応える新規

事業の創設、既存事業

の廃止を含めた見直

し、人員配置や組織編

制の見直しを行う。 

また、消費生活相談

のデジタル化を進める

中で、消費生活センタ

ーとの役割分担につい

て消費者庁とともに検

センターに求められ

る社会的要請に対応で

きるよう、理事長のリ

ーダーシップの下、必

要に応じて、新たな社

会的要請に応える新規

事業の創設、既存事業

の廃止を含めた見直

し、人員配置や組織編

制の見直しを行う。 

また、消費生活相談

のデジタル化を進める

中で、消費生活センタ

ーとの役割分担につい

て消費者庁とともに検

センターに求められ

る社会的要請に対応で

きるよう、理事長のリ

ーダーシップの下、必

要に応じて、新たな社

会的要請に応える新規

事業の創設、既存事業

の廃止を含めた見直

し、人員配置や組織編

制の見直しを行う。 

また、消費生活相談

のデジタル化を進める

中で、消費生活センタ

ーとの役割分担につい

て消費者庁とともに検

 国民生活センターに求められる新たな社会

的要請に対応できるよう、新規事業創設、既存

事業の廃止を含めた見直し等を見据え、理事長

指示の下、消費生活相談のデジタル化を担当す

る部署にヒアリングを実施し、消費生活相談の

デジタル化の時期を考慮した令和７年度以降

に向けた組織改編の素案を作成するとともに、

令和７年度において、消費生活相談のデジタル

化の準備加速に備え、相談情報部にＤＸ相談対

応準備室を設置することを決定した。 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 

 理事長指示の下、消費生活相

談のデジタル化を担当する部署

へのヒアリングを実施し、消費

生活相談のデジタル化の時期を

考慮した令和７年度以降に向け

た組織改編の素案を作成すると

ともに、令和７年度において、消

費生活相談のデジタル化の準備

加速に備え、相談情報部にＤＸ

相談対応準備室を設置すること

を決定した。 

また、今後の国民生活センター

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 
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討を進め、センターが

強化・集中すべき業務

の在り方について検討

を進める。 

討を進め、センターが

強化・集中すべき業務

の在り方について検討

を進める。 

討を進め、センターが

強化・集中すべき業務

の在り方について検討

を進める。 

の業務の強化・集中につながる

組織改編・人員配置を実施した。 

 

 

これらを踏まえ、Ｂと評価す

る。 

 

＜課題と対応＞ 

今後も国民生活センターに求

められる社会的要請に対応でき

るよう、新たな社会的要請に応

える新規事業の創設、既存事業

の廃止を含めた見直し、人員配

置や組織編制の見直しの検討を

行う必要がある。 

また、消費生活相談のデジタ

ル化を進める中で、消費生活セ

ンター等との役割分担について

消費者庁とともに検討を進め、

国民生活センターが強化・集中

すべき業務の在り方について更

に検討を進める。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【28】 

２ 一般管理費（人件費を除く。）及び業務経費の削減 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する研究開発評価、政策 

評価・行政事業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる 

指標 
達成目標 

基準値 

（令和４年度実績

値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 （参考情報） 

① 

一般管理費 

当初予算額 

－ 182,446千円（a） 

177,649千円(a´) 

（181,187千円。 

新規拡充分を含む

（b）） 

 

176,458千円(b´) 

 
   

令和５年度新規拡充分 

・消費者契約法及び国民生活センター

法一部改正法対応経費 3,538千円 

一般管理費当初予算 

削減割合 

（増減額） 

△3.0％以上 
△2.6％ 

（△4,937千円） 

△2.6％ 

（△4,797千円） 

((a)と(a´)の比較) 

△2.6％ 

（△4,729千円） 

((b)と(b´)の比較) 

    

一般管理費 

決算額 
－ 256,041千円 245,978千円 239,390千円     

対前年度予算増減比【増減

額÷前年度当初予算額】 

（増減額） 

△3.0％以上 
36.6％ 

（68,658千円） 

34.8％ 

（63,532千円） 

32.1％ 

（58,203千円） 
    

② 

業務経費 

当初予算額 

 

－ 
1,600,938千円 

(Ａ) 

1,584,928千円 

(Ａ´) 

（1,729,868千円。 

新規拡充分を含む）

(Ｂ) 

1,544,938千円(Ｂ´) 

 
   

令和５年度新規拡充分 

・消費者契約法及び国民生活センター

法一部改正法対応経費 128,116千円 

・消費生活相談等デジタル化実現経費 

             16,824千円 

業務経費当初予算 

削減割合 

（増減額） 

△1.0％以上 
△1.0％ 

（△15,851千円） 

△1.0％ 

（△16,010千円） 

((Ａ)と(Ａ´)の比較) 

△10.7％ 

（△184,930千円）) 

((Ｂ)と(Ｂ´)の比較) 

    

業務経費 

決算額 

 

－ 1,463,440千円 

1,255,037千円 

（別途、消費生活相談

のサービス向上への体

制再構築経費

5,611,725千円を翌年

度繰り越し） 

 

 

1,917,032千円 

（別途、消費生活相談のサ

ービス向上への体制再構築

経費 5,609,064千円、ウェ

ブサイト改修費用 33,000

千円、越境消費者センター

及び訪日観光客消費者ホッ

トライン周知、対応力強化

費用 54,000千円、商品テ

スト機器・商品テスト施設

の整備等費用 62,540千円

を翌年度繰り越し） 

 

   

令和５年度補正予算として、 

・消費生活相談のサービス向上への体

制再構築経費   5,002,406千円 

 

令和５年度補助金として、 

・令和５年度消費生活相談機能強化促

進等補助金     900,000千円 

 

令和６年度補正予算として 

・消費生活相談のサービス向上への体

制再構築経費    246,975千円 

・ウェブサイト改修経費 33,000千円 

・越境消費者センター及び訪日観光客

消費者ホットライン周知、対応力強

化経費        54,000千円 

・商品テスト機器、商品テスト施設の

整備等経費      62,540千円 
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が別途予算措置。 

対前年度予算増減比【増減

額÷前年度当初予算額】 

（増減額） 

△1.0％以上 
△7.7％ 

（△121,625千円） 

△21.6％ 

（△345,901千円） 

10.8％ 

(187,164千円) 
    

 ③(①、②いずれかの目標

が未達成の場合) 

一般管理費及び業務経費当

初予算額 

－ 
1,783,384千円 

(α) 

1,762,577千円 

(α´) 

（1,911,055千円。新

規拡充分を含む）(β) 

1,721,396千円（β´）     

 一般管理費及び業務経費 

当初予算削減割合 

（増減額） 

△1.18％以上 
△1.17％ 

（△20,788千円） 

△1.17％ 

（△20,807千円） 

((α)と(α´)の比較) 

△9.9％ 

（△189,659千円） 

((β)と(β´)の比較) 

    

一般管理費及び業務経費 

決算額 
－ 1,719,481千円 1,501,015千円 2,156,422千円     

 対前年度予算増減比【増減

額÷前年度当初予算額】 

（増減額） 

△1.18％以上 
△3.0％ 

（△52,967千円） 

△15.8％ 

（△282,369千円） 

12.8％ 

（245,367千円） 
    

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 一般管理費（人件費

を除く。）について、毎

年度、前年度比３％以

上の削減、業務経費に

ついて、毎年度、前年度

比１％以上の削減を図

る。ただし、いずれかの

目標が未達成の場合に

おいては、一般管理費

（人件費を除く。）及び

業務経費の合計額につ

いて、前年度合計額比

1.18％以上の削減を図

る。 

なお、各年度以降で

新規に追加されるも

の、拡充分、特殊要因や

公租公課により増減す

る経費を除くことと

し、新規に追加される

ものや拡充分について

は、翌年度から同様の

方式に基づく削減によ

り効率化を達成する。 

 

【指標】 

・一般管理費増減比 -

一般管理費（人件費

を除く。）について、毎

年度、前年度比３％以

上の削減、業務経費に

ついて、毎年度、前年度

比１％以上の削減を図

る。ただし、いずれかの

目標が未達成の場合に

おいては、一般管理費

（人件費を除く。）及び

業務経費の合計額につ

いて、前年度合計額比

1.18％以上の削減を図

る。 

なお、各年度以降で

新規に追加されるも

の、拡充分、特殊要因や

公租公課により増減す

る経費を除くことと

し、新規に追加される

ものや拡充分について

は、翌年度から同様の

方式に基づく削減によ

り効率化を達成する。 

 

【指標】 

・一般管理費増減比 -

一般管理費（人件費

を除く。）について、前

年度比３％以上の削

減、業務経費について、

前年度比１％以上の削

減を図る。ただし、いず

れかの目標が未達成の

場合においては、一般

管理費（人件費を除

く。）及び業務経費の合

計額について、前年度

合計額比1.18％以上の

削減を図る。 

なお、令和５年度に

新規に追加されたも

の、拡充分、特殊要因や

公租公課により増減す

る経費を除く。 

＜指標＞ 

・一般管理費増減比 

△3.0％以上 

・業務経費増減比 

△1.0％以上 

又は 

・一般管理費及び業務経

費の合計額の増減比 

 △1.18％以上 

 

＜関連指標＞ 

・一般管理費 

・業務経費 

＜主要な業務実績＞ 

（一般管理費） 

令和６年度一般管理費当初予算額（人件費を

除く。）は、令和５年度当初予算額 181,187千

円に対し、効率化係数 3.0％以上を織り込んだ

4,729 千円減の 176,458 千円（対前年比△

2.6％、公租公課を除くと△3.0％）とした。 

引き続き効率化を図りつつも、相模原事務所

及び東京事務所において、安全・衛生面の機能

維持の観点から緊急性の高い修繕や、施設の維

持管理費及び水道光熱費等の高騰などに対応

するため、必要な経費について予算の見直しを

行い、見直し後の予算を 246,458千円とした。 

令和６年度の決算額は、239,390 千円とな

り、令和６年度見直し後予算額 246,458千円に

対し 7,068 千円減（△2.9％）、令和５年度当

初予算額 181,187 千円に対し、58,203 千円増

（32.1％）となった。 

なお、令和５年度決算額 245, 978千円と比

較すると、6,588千円減（△2.7％）となった。 

 

 

（業務経費） 

令和６年度業務経費当初予算額は、令和５年

度業務経費当初予算額 1,729,868 千円に対し

て、効率化係数 1.0％以上を織り込んだ

184,930千円減の 1,544,938千円（対前年度比

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

指標においては、一般管理費

増減比△3.0％以上、業務経費増

減比△1.0％以上、ただし、いず

れかの目標が未達成の場合は一

般管理費及び業務経費の合計額

の増減比△1.18％以上とされて

いる。 

令和６年度の一般管理費の決

算額は前年度当初予算比 32.1％

増となった。これは、安全・衛生

面の機能維持の観点から緊急性

の高い修繕に特化したものの、

施設の維持管理費等が高騰した

ことが主な要因である（当初予

算における公租公課を除く一般

管理費は前年度比△ 3.0％削

減）。 

一方で、令和６年度の業務経

費当初予算額については、前年

度比 1.0％の削減を行い、決算額

は前年度当初予算比 10.8％増と

なった。これは、令和５年度補正

予算、令和６年度補正予算で措

置され、特定の業務に指定した

消費生活相談のサービス向上へ

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 
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3.0％以上 

・業務経費増減比 -

1.0％以上 

又は 

・一般管理費及び業務

経費の合計額の増減

比 -1.18％以上 

 

 

【目標水準の考え方】 

第５期中期目標にお

いても、毎年度、一般管

理費の削減額３％以上

（効率化係数0.97）、業

務経費の削減額１％以

上（効率化係数0.99）を

原則とするが、一般管

理費と業務経費の比率

は、おおむね１：９程度

であることから、仮に

業務経費で大幅な削減

の成果を上げて目標を

大きく超過達成して

も、一般管理費でわず

かに削減目標を達成で

きなかった場合、目標

未達成との評価とな

る。このため、第５期中

期目標においても、両

経費の合計の削減金額

により目標達成の評価

を行うことも可とす

る。この方式において、

毎年度の効率化係数を

0.9882と設定する場

合、両経費を毎年度そ

れぞれ個別に削減（一

般管理費３％削減、業

務経費１％削減）する

場合よりも５年間の削

減額が大きくなること

から、両経費の合計額

の削減を前年度合計額

比1.18％以上とする目

標設定とする。 

 

【関連指標】 

・一般管理費 

・業務経費 

 

3.0％以上 

・業務経費増減比  

-1.0％以上 

又は 

・一般管理費及び業務

経費の合計額の増減

比 -1.18％以上 

 

 

【関連指標】 

・一般管理費 

・業務経費 

△10.7％）とした。 

その後、予算の効率的な執行に努めつつ、情

報・分析事業における消費生活相談のサービス

向上への体制再構築経費の確保のため予算の

組替えを行い、見直し後の予算を 1,676,103千

円とした。 

 

令和６年度においてもオンライン会議を中

心とした業務を継続し、出張回数を極力減少さ

せる一方、研修講座や各種会議におけるオンラ

インでの実施の割合を増やすなど、効果的かつ

効率的な業務運営に努めた。 

令和６年度の決算額は 1,917,032 千円とな

り、令和６年度見直し後予算額 1,676,103千円

に対し 240,929千円増（14.4％）、令和５年度

当初予算額 1,729,868 千円に対し 187,164 千

円増（10.8％）となった。これは、特定の業務

に指定して前年度からの繰越がある消費生活

相談のサービス向上への体制再構築において、

364,415千円（前年度は 4,583千円）の経費が

発生したことが増加の一因である。 

なお、令和５年度の決算額 1,255,037千円と

比較すると、661,995千円増（52.7％）となっ

た。 

 

 

（一般管理費及び業務経費） 

一般管理費及び業務経費の令和６年度当初

予算額は 1,721,396 千円とし、令和５年度

1,911,055千円から,189,659千円減（△9.9％）

となった。令和６年度決算額は 2,156,422千円

となり、令和５年度の一般管理費及び業務経費

の当初予算額 1,911,055 千円に対し、245,367

千円増（12.8％）となった。 

なお、令和５年度決算額 1,501,015千円に対

し 655,407千円増（43.7％）となった。 

 

 ※財務状況の詳細については、令和６年度

（2024 年度）独立行政法人国民生活センタ

ー事業報告書、財務諸表及び【資料 10】を参

照。 

の体制再構築において 364,415

千円（前年度 4,583 千円から

341,832千円増）を要したことが

一因であり、この経費分を除い

た既定分は 1,552,617千円で、前

年度当初予算比△10.2％であっ

た。 

加えて、一般管理費及び業務

経費の合計額は、決算額で前年

度予算比 12.8％増となったが、

業務経費のうち特定の業務に指

定し前年度からの繰越がある消

費生活相談のサービス向上への

体制再構築に係る業務に要した

経費 364,415千円を除くと、一般

管理費及び業務経費の合計額は

1,792,007千円であり、対前年度

予算比△6.2％であった。 

 

  これらを踏まえ、Ｂと評価す

る。 

 

 

＜課題と対応＞ 

令和７年度も引き続き、一般

管理費（人件費を除く。）及び業

務経費ともに指標に基づく削減

を行うとともに、業務の見直し

を図りながら効果的で効率的な

業務運営と予算執行を行う。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【29】 

３ 適正な給与水準の維持 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する研究開発評価、政策 

評価・行政事業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる 

指標 
達成目標 

基準値 

（令和３年度実績

値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 （参考情報） 

 
 

       

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 給与水準について

は、国民の理解と納得

が得られるよう、国家

公務員の給与水準を十

分に考慮し、手当を含

めた役員の報酬、職員

の給与の在り方につい

て検証を行った上で、

引き続き給与水準の適

正化を図る。なお、給与

水準の適正化に当たっ

ては、その取組状況や

検証結果について公表

する。 

給与水準について

は、国民の理解と納得

が得られるよう、国家

公務員の給与水準を十

分に考慮し、手当を含

めた役員の報酬、職員

の給与の在り方につい

て検証を行った上で、

引き続き給与水準の適

正化を図る。なお、給与

水準の適正化に当たっ

ては、その取組状況や

検証結果について公表

する。 

 

給与水準について

は、国民の理解と納得

が得られるよう、国家

公務員の給与水準を十

分に考慮し、手当を含

めた役員の報酬、職員

の給与の在り方につい

て検証を行った上で、

引き続き給与水準の適

正化を図る。なお、給与

水準の適正化に当たっ

ては、その取組状況や

検証結果について公表

する。 

＜指標＞ 

－ 

＜関連指標＞ 

－ 

 

＜主要な業務実績＞ 

 令和６年度は、「令和６年人事院勧告」を

踏まえ、国家公務員においては、令和６年 12

月に「一般職の職員の給与に関する法律等の

一部を改正する法律」（令和６年 12 月 17 日

成立）により、行政職の給与を民間水準に合

わせるための改定が行われたため、これを踏

まえた役職員の給与を改定した。それにより、

令和６年度の年齢・地域・学歴を勘案した対

国家公務員ラスパイレス指数 98.5となり、国

家公務員の給与水準と同水準となった。 

また、令和５年度より、国家公務員の定年

が段階的に引き上げられ、役職定年制が導入

されたことを踏まえ、国民生活センター職員

の定年を令和 13 年度に 65 歳とする段階的な

引き上げを実施するとともに、役職定年制度

を導入した。更に、職員の昇給に関わる勤務

評価制度を整備した。 

なお、給与水準が適切かどうかの検証結果

については、「令和６年度の役職員の報酬・給

与等について」を取りまとめ、取組状況につ

いてウェブサイト上で公表を行い、引き続き

適切な給与水準になるよう努めた。 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

独立行政法人の給与について

は、改正独立行政法人通則法に

より、国家公務員や民間の給与

や当該独立行政法人の業務の実

績等を考慮して定めることとさ

れている。 

  国民生活センターはこれま

で、人事院勧告を参考にしつつ、

特別手当の増減、管理職手当の

縮減、昇給幅の調整等の措置を

講じて、適正な給与水準になる

よう努めてきたところ、更に職

員の勤務評価制度を整備した。 

  このような状況において、令

和６年度は、年齢・地域・学歴

を勘案した対国家公務員ラスパ

イレス指数は 98.5となり、国家

公務員の給与水準と同水準であ

った。 

 

  これらを踏まえ、Ｂと評価す

る。 

 

＜課題と対応＞ 

公務員の給与改定に関する取

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 
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扱いを踏まえ、必要に応じて措

置を講じる。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【30】 

４ 適正な入札・契約の実施 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する研究開発評価、政策 

評価・行政事業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる 

指標 
達成目標 

基準値 

（令和３年度実績

値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 （参考情報） 

 

 

       

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 契約は、原則として

一般競争入札等による

競争性のあるものとす

る。「独立行政法人にお

ける調達等合理化の取

組の推進について」（平

成27年５月25日総務大

臣決定）に基づき、セン

ターが策定する「調達

等合理化計画」に基づ

く取組を着実に実施す

るとともに、その取組

状況を公表することに

より随意契約の適正化

等を推進し、契約に係

る情報の公開を引き続

き推進する。 

契約は、原則として

一般競争入札等による

競争性のあるものとす

る。「独立行政法人にお

ける調達等合理化の取

組の推進について」（平

成27年５月25日総務大

臣決定）に基づき、セン

ターが策定する「調達

等合理化計画」に基づ

く取組を着実に実施す

るとともに、その取組

状況を公表することに

より随意契約の適正化

等を推進し、契約に係

る情報の公開を引き続

き推進する。 

 

契約は、原則として

一般競争入札等による

競争性のあるものとす

る。「独立行政法人にお

ける調達等合理化の取

組の推進について」（平

成27年５月25日総務大

臣決定）に基づき、セン

ターが策定する「調達

等合理化計画」に基づ

く取組を着実に実施す

るとともに、その取組

状況を公表することに

より随意契約の適正化

等を推進し、契約に係

る情報の公開を引き続

き推進する。 

＜指標＞ 

－ 

＜関連指標＞ 

－ 

＜主要な業務実績＞ 

令和６年度における競争性のない随意契約

は３件は、各事務所における水道、料金後納郵

便の契約であり、いずれも真にやむを得ないも

のであった。 

また、競争性のある契約 31 件のうち、一者

入札、一者応募は 10 件であった。いずれの契

約も一定の公告期間を確保するとともに、仕様

書内容等についても理解しやすい内容になっ

ているか等の検討を行ったほか、契約監視委員

会において審議いただいたところ、委員から見

直し等の指摘はなかった。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

令和６年度は、「令和６年度独

立行政法人国民生活センター調

達等合理化計画」に基づき、公告

期間の確保や仕様書を理解しや

すい内容にするなどの対応を行

ったほか、契約監視委員会を４

回開催し、契約の適正化を図る

ための取組を実施してきたとこ

ろである。業務実績欄で述べて

いるとおり、競争性のない随意

契約はいずれも真にやむを得な

いものであり、契約監視委員会

においても指摘はなかったこと

から、Ｂと評価する。 

 

＜課題と対応＞ 

令和７年度においても引き続

き契約の適正化を推進するた

め、「令和７年度独立行政法人国

民生活センター調達等合理化計

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 
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画」を策定し、当該計画を着実に

実施するとともに、契約に係る

情報公開についても引き続き推

進する。さらに、監事及び会計監

査人によるチェックを実施し、

入札・契約の適正な実施を確保

することとする。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【31】 

５ 保有資産の有効活用 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する研究開発評価、政策 

評価・行政事業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる 

指標 
達成目標 

基準値 

（令和３年度実績

値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 （参考情報） 

宿泊室稼働率 34％以上 － 21.7％ 25.8％     

研修室稼働率 56％以上 － 21.4％ 24.7％     

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ポストコロナ下の施

設面での環境変化に対

応するため、相模原の

研修施設において、オ

ンライン型と集合型の

研修を組み合わせ、稼

働率と研修効果を高め

るなど、施設の有効活

用を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポストコロナ下の施

設面での環境変化に対

応するため、相模原の

研修施設において、オ

ンライン型と集合型の

研修を組み合わせ、稼

働率と研修効果を高め

るなど、施設の有効活

用を進める。 

第４期中期目標期間

中においては、新型コ

ロナウイルス感染症の

影響もあり、令和２年

度以降、目標値と実績

値が大きく乖離した。

このことを踏まえ、財

務諸表において施設の

実績稼働率が著しく低

くなったことから減損

の兆候があると判断し

た。第５期中期目標期

間における施設の有効

活用の検討に当たって

は、このような状況を

真摯に受け止めて検討

を進めていく。 

ポストコロナ下の施

設面での環境変化に対

応するため、相模原の

研修施設において、オ

ンライン型と集合型の

研修を組み合わせ、稼

働率と研修効果を高め

るなど、施設の有効活

用を進める。 

具体的には、研修受

講者に加え一般利用者

の施設利用を一層推進

するため、相模原市等

の近隣へのＰＲ活動や

ダイレクトメール等に

よる案内を実施すると

ともに、より快適な施

設利用のためのサービ

スの充実に努める。ま

た、引き続き、建物管理

等における民間委託の

活用を実施する。目標

とする施設の稼働率

は、平成30年度及び令

和元年度の実績稼働率

の平均値以上とする

＜指標＞ 

・研修室稼働率 

 

 

令和６年度は、中期目標及び各計画に沿って

施設の有効活用を進めた。 

 

令和６年度は、施設の有効活用を図るため、

以下の取組を行った。 

○ 相模原研修施設で実施する研修について

内容を充実させるとともに、施設の特性を活

用し、受講効果の高いグループワークや事例

検討などの研修手法を取り入れ実施した。 

〇相模原事務所において 27 回の講座を実施し

た。 

〇相模原施設で実施した研修を、オンライン配

信し受講機会の拡大を確保しつつ、双方の効

果的な部分を勘案しながら実施した。 

 

〇外部利用を促進するため、新たな取組として

ビル管理会社と連携して以下の営業や周知

を行った。 

検索サイトへの登録、近隣の運動施設のサイ

ト上へのバナー広告の掲載、当センターSNS

での研修施設のＰＲ、のぼりの設置、近隣の

大学や運動施設へのポスター掲示、相模原市

シティプロモーション戦略課への営業、相模

原市内 40 か所の公民館にチラシ配架、新た

な営業先の開拓（女子サッカー、ラグビーチ

ーム、近隣の大学、近隣市町の観光課、近隣

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

令和６年度は、中期目標及び

各計画に沿って施設の有効活用

を進めた。 

研修については、施設の特性

を活用した受講効果の高いグル

ープワークや事例検討などの研

修手法を取り入れ実施した。 

外部利用については、外部利

用を促進するため新たな取組を

行い、また利用者アンケートで

高い満足度を得るなどし、昨年

度より稼働率が伸びた。 

この結果、宿泊室の稼働率実

績については、25.8％（目標達成

度 75.9％）、研修室の稼働率実

績については、24.7％（目標達成

度 43.6％）となった。（数字は法

定点検や工事等利用不可日を除

いて算出） 

 

これらを踏まえ、Ｂと評価す

る。 

 

＜課題と対応＞ 

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 

第２．業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指標】 

・研修室稼働率 

 

 

【目標水準の考え方】 

相模原の研修施設の

有効活用を進める観点

から、研修室稼働率を

目標とし、35％（平成30

年度～令和３年度の平

均）以上であって中期

計画で定める稼働率以

上で稼働させる。 

 

 

 

第５期中期目標期間

中の目標とする施設の

稼働率は、第４期中期

目標期間中で、新型コ

ロナウイルス感染症の

影響が大きかった期間

を除き、平成30年度及

び令和元年度の実績稼

働率の平均値以上とす

る（平成30年度及び令

和元年度の実績稼働率

の平均値：研修室56％、

宿泊室34％）。 

 

【指標】 

・研修室稼働率 

・宿泊室稼働率 

 

（平成30年度及び令和

元年度の実績稼働率の

平均値：研修室56％、宿

泊室34％）。 

自己収入の増加を図

る観点から施設の稼働

率を高めることを目指

す。また、中長期的に

は、研修の在り方を整

理し次期中期目標に反

映できるように検討を

開始する。 

の塾） 

〇管理室独自でも、当センターウェブサイトの

改修、商品テスト施設見学に研修施設のルー

トを加えたＰＲ活動、相模原市共催事業での

施設ＰＲを行った。特に施設見学及び共催事

業参加者に対して積極的に施設のＰＲを行

った。 

〇より快適な環境を提供するため、利用者アン

ケートを実施した（満足度：研修施設

98.7％、宿泊施設 95.0％）。 

 

上記により、宿泊室の稼働率実績について

は、25.8％（目標達成度 75.9％）、研修室の稼

働率実績については、24.7％（目標達成度

43.6％）と、いずれも前年度を上回ったものの、

目標未達成となった。（実績値は、法定点検や

工事等利用不可日を除いて算出した。） 

また、減損の兆候があると判断したことを踏

まえ、研修の在り方及び宿泊施設の用途転換等

を含めた今後の相模原施設の活用について検

討を行った。    

なお、相模原施設の利用の推進のため、商 

品テスト部では、研修受講者に対し 11 件、商

品テストの講義や施設案内を行い、本施設の役

割や意義を理解してもらう取組を実施した。 

 

 

 施設の有効活用に向けて引き

続き様々な取組を行う。 

自己収入の増加を図る観点か

ら施設の稼働率を高めることを

目指し、中長期的には、研修の在

り方を整理し、宿泊施設の用途

転換等を含めた相模原施設の活

用について次期中期目標に反映

できるように検討を進める。 

 

４．その他参考情報 

 

  



第２．業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

129 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報【32】 

６ 自己収入の拡大・経費の節減 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する研究開発評価、政策 

評価・行政事業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる 

指標 
達成目標 

基準値 

（令和３年度実績

値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 （参考情報） 

         

  
 

      

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 出版物の販売、研修

受講料・宿泊料等につ

いて、受益者負担が適

正かどうか検証し、必

要に応じて見直す。 

 

出版物の販売、研修

受講料・宿泊料等につ

いて、受益者負担が適

正かどうか検証し、必

要に応じて見直す。ま

た、本中期目標期間中

において、更なる自己

収入の増加を図る観点

から、保有資産の有効

活用や、新たな収入源

の実現など、より一層

の自己収入拡大に取り

組む。 

出版物の販売、研修

受講料・宿泊料等につ

いて、受益者負担が適

正かどうか検証し、必

要に応じて見直す。ま

た、本中期目標期間中

において、更なる自己

収入の増加を図る観点

から、保有資産の有効

活用や、新たな収入源

の実現など、より一層

の自己収入拡大に取り

組む。具体的には、令和

４年度決算額から１億

円の増収を目指す。 

＜指標＞ 

－ 

 

＜関連指標＞ 

－ 

＜主要な業務実績＞ 

「くらしの豆知識」の令和６年度の発行に当

たり、令和５年度における発行経費及び発行部

数の実績に基づき単価を算出し、物価等の上昇

に伴い発行経費が増加していることを踏まえ、

販売価格を引き上げることとした。なお、令和

６年度においては、その周知を行うため販売価

格を据え置くこととし、令和７年度に発行する

「くらしの豆知識」から販売価格を引き上げる

こととした。 

また、「くらしの豆知識セレクト版」及び「多

様化・重層化するキャッシュレス決済」の発行

に当たり発行経費を踏まえ単価を算出した。 

 

令和７年度における相模原事務所研修施設

の宿泊料金について、平成 27 年４月の宿泊棟

再開時から令和６年３月までに掛かった修繕

経費及び令和５年度に要した運営経費を踏ま

え試算した。宿泊料は令和６年度に研修業務、

外部利用ともに約１割増しの料金改定を実施

しており、２年連続の料金改定は利用者からの

理解を得ることが難しいと考えられること、料

金を引上げる場合には利用者への十分な周知

期間を設けることが望ましいことから、宿泊料

金を据え置くこととした。 

また令和７年度の研修受講料について、要す

る経費等に基づき単価を試算した。研修受講料

は令和６年度に値上げをしていることから、２

年連続での値上げは受講者に負担を強いるこ

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

「くらしの豆知識」の令和６

年度の発行に当たり、令和５年

度における発行経費及び発行部

数の実績に基づき単価を算出

し、物価等の上昇に伴い発行経

費が増加していることを踏ま

え、販売価格を引き上げること

とした。なお、令和６年度におい

ては、その周知を行うため販売

価格を据え置くこととし、令和

７年度に発行する「くらしの豆

知識」から販売価格を引き上げ

ることとした。 

また、「くらしの豆知識セレク

ト版」及び「多様化・重層化する

キャッシュレス決済」の発行に

当たり発行経費を踏まえ単価を

算出した。 

令和７年度における相模原事

務所研修施設の宿泊料金につい

て試算し、令和６年度と同額に

据え置くこととした。 

また、令和７年度の研修受講

料について試算し、令和６年度

と同額に据え置くこととした。 

なお、研修事業について、原則と

して会場借料を共催先の地方公

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 
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ととなり受講者の減少にもつながりかねない

こと等を鑑み、令和７年度の研修受講料は令和

６年度と同額に据え置くこととした。 

 

〇 研修受講料(１日当たり) 

 オンライン研修：1,300円 

 集合研修   ：980円 

 

〇 宿泊料(１泊当たり) 

   研修受講者向け : 4,300円 

  一般向け       ：4,730円 

 

なお、研修経費の節減のため、令和６年度に

実施した「専門講座地域コース」の会場借料は、

原則として引き続き共催先の地方公共団体の

負担とすることとした。 

 

更なる自己収入の増加を図る観点から、保有

資産の有効活用や、新たな収入源の実現など、

より一層の自己収入拡大に取り組むため、理事

長からの特命を受けて本件を担当する審議役

を配置した。加えて、月初の役員会において収

入のある部署における前月の自己収入の状況

と取組について報告するとともに、四半期ごと

の自己収入の状況分析と今後の取組について

役員会に報告を行い、センター内の意識の醸成

を図り、役員指示の下、役職員一丸となって自

己収入拡大に向け取り組んだ。その結果、出版

収入や研修・宿泊収入の向上に努めるととも

に、新たな収入源として、役職員が外部団体等

から依頼を受けて出講や執筆をした際の謝金

等の原則受領化や寄附金の募集、キッチンカー

の場所使用料などを実現し、雑収入（事業外収

入）の増収につなげた。 

また、自己収入拡大の取組は、当センター全

体の課題であることの認識を高める観点から、

自己収入拡大にかかるアイデア募集、出版物や

宿泊施設のＰＲについての協力依頼を全役職

員に向けて行った。 

共団体の負担とし、経費節減を

図った。 

  更なる自己収入の増加を図る

観点から、保有資産の有効活用

や、新たな収入源の実現など、よ

り一層の自己収入拡大に取り組

むため、理事長からの特命を受

けて本件を担当する審議役を配

置した。加えて、月初の役員会に

おいて事業収入のある部署にお

ける前月の自己収入の状況と取

組について報告するとともに、

四半期ごとの自己収入の状況分

析と今後の取組について役員会

に報告を行い、センター内の意

識の醸成を図り、役員指示の下、

役職員一丸となって自己収入拡

大に向け取り組んだ。 

その結果、出版収入や研修・宿

泊収入の向上に努めるととも

に、新たな収入源として、役職員

が外部団体等から依頼を受けて

出講や執筆をした際の謝金等の

原則受領化や寄附金の募集、キ

ッチンカーの場所使用料などを

実現し、雑収入（事業外収入）の

増収につなげた。 

また、自己収入拡大の取組は、

当センター全体の課題であるこ

との認識を高める観点から、自

己収入拡大にかかるアイデア募

集、出版物や宿泊施設のＰＲに

ついての協力依頼を全役職員に

向けて行った。 

 

  これらを踏まえ、Ｂと評価す

る。 

 

＜課題と対応＞ 

令和７年度において、引き続

き、出版物の販売価格、研修受講

料、宿泊コスト変動など状況が

変化する都度、受益者負担が適

正かどうか前年度の検証結果を

踏まえた上で、必要に応じて見

直す。 

また、本中期目標期間中にお

いて、更なる自己収入の増加を

図る観点から、保有資産の有効

活用や、新たな収入源の実現な

ど、より一層の自己収入拡大に
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取り組む。（また、研修事業につ

いて、経費節減に向け、地方公共

団体との共催など効率化が見込

まれる方法を引き続き検討・実

施する。） 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【33】 

 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する研究開発評価、政策 

評価・行政事業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる 

指標 
達成目標 

基準値 

（令和３年度実績

値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 （参考情報） 

  
 

      

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  予算（人件費の見積

りを含む。）、収支計画

及び資金計画は、別紙

１から別紙３までのと

おりとする。 

（作成方針） 

独立行政法人会計基

準の改定等を踏まえ、

運営費交付金の会計処

理に当たっては、原則

として業務達成基準に

よる収益化を採用し、

収益化単位ごとに予算

と実績を管理する。な

お、毎年の運営費交付

金額の算定について

は、運営費交付金債務

残高の発生状況にも留

意した上で、厳格に行

うものとする。 

予算（人件費の見積

りを含む。）、収支計画

及び資金計画は別紙１

から別紙３までのとお

りとする。 

（作成方針） 

独立行政法人会計基

準の改定等を踏まえ、

運営費交付金の会計処

理に当たっては、原則

として業務達成基準に

よる収益化を採用し、

収益化単位ごとに予算

と実績を管理する。な

お、毎年の運営費交付

金額の算定について

は、運営費交付金債務

残高の発生状況にも留

意した上で、厳格に行

うものとする。 

＜指標＞ 

－ 

 

＜関連指標＞ 

－ 

＜主要な業務実績＞ 

 

別紙１から別紙３までのとおり。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

令和６年度は、運営費交付金

額の算定については、運営費交

付金債務残高の発生状況にも留

意した上で、厳格に行った。ま

た、運営費交付金収益の計上基

準については、独立行政法人会

計基準に則り、業務達成基準を

採用している（業務の進行状況

と運営費交付金の対応関係が明

確である活動を除く管理部門の

活動については、期間進行基準

を採用）。 

 

  これらを踏まえ、Ｂと評価す

る。 

 

＜課題と対応＞ 

令和７年度も引き続き、運営

費交付金額の算定については、

運営費交付金債務残高の発生状

況にも留意した上で、厳格に行

うものとする。 

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【34】 

 短期借入金の限度額 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する研究開発評価、政策 

評価・行政事業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる 

指標 
達成目標 

基準値 

（令和３年度実績

値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 （参考情報） 

 
 

       

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  短期借入金の限度額

は、８億円とする。 

（理由） 

国からの運営費交付

金の受け入れ等が３か

月程度遅延した場合に

おける資金不足や予定

外の退職者の発生に伴

う退職手当の支給等、

偶発的な出費に対応す

るため。 

短期借入金の限度額

は、８億円とする。 

（理由） 

国からの運営費交付

金の受け入れ等が３か

月程度遅延した場合に

おける資金不足や予定

外の退職者の発生に伴

う退職手当の支給等、

偶発的な出費に対応す

るため。 

＜指標＞ 

－ 

 

＜関連指標＞ 

－ 

＜主要な業務実績＞ 

該当なし 

＜評定と根拠＞ 

評定：－ 

 

＜課題と対応＞ 

短期借入金の限度額は、８億

円とし、運営費交付金の資金の

出入に時間差が生じた場合、不

測の事態が生じた場合等に充て

るために用いるものとする。 

 

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【35】 

 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合の当該財産の処分に関する計画 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する研究開発評価、政策 

評価・行政事業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる 

指標 
達成目標 

基準値 

（令和３年度実績

値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 （参考情報） 

         

   
 

     

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  なし なし ＜指標＞ 

－ 

 

＜関連指標＞ 

－ 

＜主要な業務実績＞ 

 該当なし 

＜評定と根拠＞ 

評定：－ 

 

＜課題と対応＞ 

－ 

 

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 

 

４．その他参考情報 

 

 

 

 
 
 
第６．重要な財産の処分等に関する計画 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【36】 

 重要な財産の処分等に関する計画 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する研究開発評価、政策 

評価・行政事業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる 

指標 
達成目標 

基準値 

（令和３年度実績

値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 （参考情報） 

         

    
 

    

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  なし なし ＜指標＞ 

－ 

 

＜関連指標＞ 

－ 

＜主要な業務実績＞ 

計画なし 

＜評定と根拠＞ 

評定：－ 

 

＜課題と対応＞ 

令和７年度においても、重要

な財産の処分等に関する計画が

あった場合には適切に対応す

る。 

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 

 

４．その他参考情報 

 

 
 

 

  



第６．重要な財産の処分等に関する計画第６．重要  

 

 

な財産の処分等に関する計画第７．剰余金の使途 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【37】 

 剰余金の使途 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する研究開発評価、政策 

評価・行政事業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる 

指標 
達成目標 

基準値 

（令和３年度実績

値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 （参考情報） 

         

    
 

    

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  剰余金が発生した際

は、中期計画の達成状

況を見つつ、事業の改

善・質の向上に資する

業務及び施設・設備の

整備に必要な経費に充

てる。 

剰余金が発生した際

は、中期計画の達成状

況を見つつ、事業の改

善・質の向上に資する

業務及び施設・設備の

整備に必要な経費に充

てる。 

＜指標＞ 

－ 

 

＜関連指標＞ 

－ 

＜主要な業務実績＞ 

該当なし 

＜評定と根拠＞ 

評定：－ 

 

＜課題と対応＞ 

－ 

 

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 

 

４．その他参考情報 

 

第８．財務内容の改善に関する事項 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【38】 

 財務内容の改善に関する事項 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する研究開発評価、政策 

評価・行政事業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる 

指標 
達成目標 

基準値 

（令和３年度実績

値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 （参考情報） 

         

    
 

    

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 中期目標期間におけ

る予算、収支計画及び

資金計画について、適

正に計画し健全な財務

体質の維持を図る。ま

た、「第４業務運営の効

率化に関する事項」で

定めた事項について配

慮した中期計画及び年

度計画の予算を作成

し、当該予算の範囲で

業務運営を行うととも

に、独立行政法人会計

基準等を遵守し、適正

な会計処理に努める。 

   四半期毎に予算変更を実施し、予算、収支

計画及び資金計画について適正に計画し健全

な財務体質の維持を図ったが、年度末におけ

る急な退職者の発生による退職手当の支給に

より、広報事業及び商品テスト事業における

人件費の予算が不足し、最終的に商品テスト

事業において欠損となった。 

また、独立行政法人会計基準等を遵守し、

適正な会計処理を行った。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

令和６年度は中期目標及び各

計画に沿って業務を実施したこ

とを踏まえ、Ｂと評価する。 

 

＜課題と対応＞ 

令和７年度においても、予算、

収支計画及び資金計画につい

て、適正に計画し健全な財務体

質の維持を図るとともに、独立

行政法人会計基準等を遵守し、

適正な会計処理に努める。 

 

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 

 

４．その他参考情報 

 



第９．その他業務運営に関する事項 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【39】 

１ 市場化テストの実施 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する研究開発評価、政策 

評価・行政事業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる 

指標 
達成目標 

基準値 

（令和３年度実績

値） 

 

令和５年度 
 

令和６年度 
 

令和７年度 
 

令和８年度 
 

令和９年度 （参考情報） 

         

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 「公共サービス改革

基本方針」（令和４年７

月５日閣議決定）に基

づき民間競争入札によ

り事業を実施している

相模原事務所の建物維

持管理業務及び研修宿

泊関係業務（契約期間：

令和３年４月から令和

６年３月までの３年

間）については、実施要

領に基づき適切に運営

する。 

 

「公共サービス改革

基本方針」（令和４年７

月５日閣議決定）に基

づき民間競争入札によ

り事業を実施している

相模原事務所の建物維

持管理業務及び研修宿

泊関係業務（契約期間：

令和３年４月から令和

６年３月までの３年

間）については、実施要

領に基づき適切に運営

する。 

「公共サービス改革

基本方針」（令和４年７

月５日閣議決定）に基

づき民間競争入札によ

り事業を実施している

相模原事務所の建物維

持管理業務及び研修宿

泊関係業務（契約期間：

令和３年４月から令和

６年３月までの３年

間）については、実施要

領に基づき適切に運営

する。 

＜指標＞ 

－ 

 

＜関連指標＞ 

－ 

＜主要な業務実績＞ 

相模原事務所の建物維持管理業務及び研修

宿泊関係業務について適切に実施した。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

令和６年度は中期目標及び各

計画に沿って業務を実施したこ

とを踏まえ、Ｂと評価する。 

 

＜課題と対応＞ 

令和６年度から令和８年度に

おける相模原事務所の建物維持

管理業務及び研修宿泊施設等運

営業務について、実施要領に基

づき適切に実施する。 

 

 

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 

 

４．その他参考情報 

 

 

  

第９．その他業務運営に関する事項 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【40】 

２ 情報セキュリティ対策 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する研究開発評価、政策 

評価・行政事業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる 

指標 
達成目標 

基準値 

（令和３年度実績

値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 （参考情報） 

         

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 政府機関等のサイバ

ーセキュリティ対策の

ための統一基準群を踏

まえ、センターの情報

セキュリティに係る規

定を適時適切に見直す

とともに、これらに基

づき情報セキュリティ

対策を講じ、センター

に対するサイバー攻撃

への防御力、攻撃に対

する組織的対応能力の

強化に取り組む。また、

情報セキュリティ対策

の実施状況を毎年度把

握し、ＰＤＣＡサイク

ルにより情報セキュリ

ティ対策の改善を図

る。 

 

政府機関等のサイバ

ーセキュリティ対策の

ための統一基準群を踏

まえ、センターの情報

セキュリティに係る規

定を適時適切に見直す

とともに、これらに基

づき情報セキュリティ

対策を講じ、センター

に対するサイバー攻撃

への防御力、攻撃に対

する組織的対応能力の

強化に取り組む。また、

情報セキュリティ対策

の実施状況を毎年度把

握し、ＰＤＣＡサイク

ルにより情報セキュリ

ティ対策の改善を図

る。 

政府機関等のサイバ

ーセキュリティ対策の

ための統一基準群を踏

まえ、センターの情報

セキュリティに係る規

定を適時適切に見直す

とともに、これらに基

づき情報セキュリティ

対策を講じ、センター

に対するサイバー攻撃

への防御力、攻撃に対

する組織的対応能力の

強化に取り組む。また、

情報セキュリティ対策

の実施状況を把握し、

ＰＤＣＡサイクルによ

り情報セキュリティ対

策の改善を図る。 

＜指標＞ 

－ 

 

＜関連指標＞ 

－ 

＜主要な業務実績＞ 

・ 情報セキュリティ対策推進計画に基づき、自

己点検、セキュリティ監査等の情報セキュリテ

ィ対策を実施した。また、令和６年度の情報セ

キュリティ対策の実施状況等を踏まえ、令和７

年度の情報セキュリティ対策推進計画案の検

討を行った。 

・ 当センター情報セキュリティポリシーにて

規定されている手順書、運用規程の策定等の

作業を行った。 

・ センターに対するサイバー攻撃への防御力

強化、攻撃に対する対応能力強化及び組織的

なセキュリティ強化のため、令和４年度に構

築し、運用を開始したセキュリティシステム

については、引き続き安定稼働を続けている。

また、国民生活センター全役職員に対して情

報セキュリティ研修を実施した。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

・ 情報セキュリティ対策推進計

画に基づき、自己点検、セキュリ

ティ監査等の情報セキュリティ

対策を実施した。また、令和６年

度の情報セキュリティ対策の実

施状況等を踏まえ、令和７年度

の情報セキュリティ対策推進計

画案の検討を行った。 

・ 当センター情報セキュリティ

ポリシーにて規定されている手

順書、運用規程の策定等の作業

を行った。 

・ センターに対するサイバー攻

撃への防御力強化、攻撃に対す

る対応能力強化及び組織的なセ

キュリティ強化のため、令和４

年度に構築し、運用を開始した

セキュリティシステムについて

は、引き続き安定稼働を続けて

いる。また、国民生活センター全

役職員に対して情報セキュリテ

ィ研修を実施した。 

 

これらを踏まえ、Ｂと評価す

る。 

 

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 
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＜課題と対応＞  

・ 情報セキュリティ対策の改善

のための情報セキュリティ対策

推進計画を策定し、実施する。 

・ 政府の方針を踏まえ、情報セキ

ュリティ対策の向上を図るとと

もに、職員の情報セキュリティ・

リテラシーの向上を図る。 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【41】 

３ 内部統制の充実・強化 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する研究開発評価、政策 

評価・行政事業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる 

指標 
達成目標 

基準値 

（令和３年度実績

値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 （参考情報） 

         

         

       
 

 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 「「独立行政法人の

業務の適正を確保する

ための体制等の整備」

について」（平成26年11

月28日総管査第322号

総務省行政管理局長通

知）に基づき、業務方法

書に定めた事項を確実

に実施する。内部統制

の充実・強化を図るた

め、内部統制委員会の

開催や内部通報制度の

整備・運用等によるコ

ンプライアンスの徹底

等、内部統制環境を整

備・運用するとともに

不断の見直しを行う。

また、定期的に内部監

査等によりモニタリン

グや検証を行い、監事

による監査機能を強化

する。 

「「独立行政法人の

業務の適正を確保する

ための体制等の整備」

について」（平成26年11

月28日総管査第322号

総務省行政管理局長通

知）に基づき、業務方法

書に定めた事項を確実

に実施する。内部統制

の充実・強化を図るた

め、内部統制委員会の

開催や内部通報制度の

整備・運用等によるコ

ンプライアンスの徹底

等、内部統制環境を整

備・運用するとともに

不断の見直しを行う。

また、定期的に内部監

査等によりモニタリン

グや検証を行い、監事

による監査機能を強化

する。 

「「独立行政法人の

業務の適正を確保する

ための体制等の整備」

について」（平成26年11

月28日総管査第322号

総務省行政管理局長通

知）に基づき、業務方法

書に定めた事項を確実

に実施する。内部統制

の充実・強化を図るた

め、内部統制委員会の

開催や内部通報制度の

整備・運用等によるコ

ンプライアンスの徹底

等、内部統制環境を整

備・運用するとともに

不断の見直しを行う。

また、定期的に内部監

査等によりモニタリン

グや検証を行い、監事

による監査機能を強化

する。 

＜指標＞ 

－ 

 

＜関連指標＞ 

－ 

＜主要な業務実績＞ 

令和６年度は、内部統制のうち、「リスクの

評価と対応」、「モニタリング」の観点より、

内部監査においては、各部署の支出処理、文書

管理についての監査を適切に実施し、その指摘

事項について、センター内に周知するとともに

指摘事項への改善を図った。 

内部統制委員会の実施部門である「リスク管

理委員会」において、各部署と連携してリスク

管理体制の整備を図り、特に重視すべきリスク

について改正・周知を図った。 

また、監事監査では、各部署におけるリスク

要因を分析、評価を行い、監事からの指摘事項

に対し、被監査部署において具体的対応策を策

定のうえ監事に報告を行うとともに、具体的対

応策の進捗状況について、監事に対応状況を報

告し、その後の進捗状況について監事がモニタ

リングを実施し、指摘事項に係る業務改善・推

進箇所への留意を促して、計画に沿った業務遂

行の実効性を確保した。 

会計部門においては、令和４事業年度財務諸

表について会計監査人による監査を行い、財務

諸表が適正に表示されている旨の監査報告を

受けた。 

さらに、内部統制の環境を整備・運用し不断

の見直しを行うために、内部統制委員会を開催

し、内部統制各部門における内部統制推進状況

について把握した。 

また、コンプライアンスの徹底を図るため、

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

令和６年度は、内部監査、監事

監査を適切に実施した。 

  内部統制委員会、リスク管理

委員会及びコンプライアンス委

員会の開催並びにコンプライア

ンス研修の開催等を適切に実施

し、内部統制の充実・強化を図

った。 

  これらを踏まえ、Ｂと評価す

る。 

 

＜課題と対応＞ 

令和７年度も引き続き、内部

監査、監事監査を適切に実施す

る。監事監査における指摘事項

に対し、必要な具体的対応策を

策定し、その対応状況をモニタ

リングする。 

 

 

評定  
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コンプライアンス委員会を開催するとともに、

コンプライアンス研修を実施した。 

なお、研修の形式については、管理職につい

てはワークを取り入れ、管理職としての適切な

業務指導等の理解を目的とした研修を実施し

た。職員に関しては、外部コンプライアンス委

員による講義形式の研修を実施した。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【42】 

５ 情報システムの整備及び管理 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する研究開発評価、政策 

評価・行政事業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 00 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる 

指標 
達成目標 

基準値 

（令和３年度実績

値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 （参考情報） 

ＰＭＯによるＰＪＭＯ支援

実績 
２件以上 ― 12件 10件     

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 情報システムの整備

及び管理については、

デジタル庁が策定した

「情報システムの整備

及び管理の基本的な方

針」（令和３年12月24日

デジタル大臣決定）に

のっとり、ＰＭＯがＰ

ＪＭＯを支援し、情報

システムの適切な整備

及び管理を行う。 

また、業務の効率化、

全職員のテレワーク環

境の構築、業務継続計

画の確保、働き方改革

等を実現するため、セ

ンターのＰＣ－ＬＡＮ

システムについて情報

セキュリティを確保し

つつ刷新し、電子メー

ルや電子決裁、電子的

な文書作成、予算管理

及び会計処理等のシス

テムを最適化する。 

 

【関連指標】 

・ＰＭＯによるＰＪＭ

Ｏ支援実績 

情報システムの整備

及び管理については、

デジタル庁が策定した

「情報システムの整備

及び管理の基本的な方

針」（令和３年12月24日

デジタル大臣決定）に

のっとり、ＰＭＯがＰ

ＪＭＯを支援し、情報

システムの適切な整備

及び管理を行う。 

また、業務の効率化、

全職員のテレワーク環

境の構築、業務継続計

画の確保、働き方改革

等を実現するため、セ

ンターのＰＣ－ＬＡＮ

システムについて情報

セキュリティを確保し

つつ刷新し、電子メー

ルや電子決裁、電子的

な文書作成、予算管理

及び会計処理等のシス

テムを最適化する。 

 

【指標】 

・ＰＭＯによるＰＪＭ

Ｏ支援実績 

情報システムの整備

及び管理については、

デジタル庁が策定した

「情報システムの整備

及び管理の基本的な方

針」（令和３年12月24日

デジタル大臣決定）に

のっとり、ＰＭＯがＰ

ＪＭＯを支援し、情報

システムの適切な整備

及び管理を行う。 

また、令和６年度に

おいては、業務の効率

化、全職員のテレワー

ク環境の構築、業務継

続計画の確保、働き方

改革等を実現するた

め、その環境を実現す

るために必要となる性

能や機能等を検討し、

センターのＰＣ－ＬＡ

Ｎシステムの刷新に向

けての構築に着手す

る。 

 

 

＜指標＞ 

・ＰＭＯによるＰＪＭ

Ｏ支援実績 

 

＜関連指標＞ 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

・令和６年度は、調達予定価格が 100万円を超え

る情報システム 10 案件全てにおいてＰＭＯが

支援を行うなど、情報システムの適切な整備及

び管理を行った。 

 

・その中でも、政府調達案件（調達予定価格 10

万ＳＤＲ以上）に該当するものは、以下の３件

であり、特に業務改革の内容、見込まれる費用、

効果等について確認、調整を行った。 

①電子決裁・文書管理システム②財務会計シス

テム 

③ホームページシステム 

 

・業務の効率化、全職員のテレワーク環境の構

築、業務継続計画の確保、働き方改革等を実現

するため、必要となる性能や機能等を検討し、

国民生活センターのＰＣ－ＬＡＮシステムの

刷新に向けての構築（要件定義～設計～開発～

テスト～教育）を実施した。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

・調達予定価格が 100 万円を超え

る情報システム 10案件全てにお

いてＰＭＯが支援を行うなど、

情報システムの適切な整備及び

管理を行った。 

その中でも、政府調達案件（調

達予定価格 10万ＳＤＲ以上）に

該当するものは、以下の３件で

あった。 

①電子決裁・文書管理システム 

②財務会計システム 

③ホームページシステム 

・業務の効率化、全職員のテレワー

ク環境の構築、業務継続計画の

確保、働き方改革等を実現する

ため、必要となる性能や機能等

を検討し、国民生活センターの

ＰＣ－ＬＡＮシステムの刷新に

向けての構築（要件定義～設計

～開発～テスト～教育）を実施

した。 

 

これらを踏まえ、Ｂと評価す

る。 

 

＜課題と対応＞ 

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 

第９．その他業務運営に関する事項 

 

146 

 

 

【目標水準の考え方】 

各年度のＰＭＯによ

るＰＪＭＯ支援につい

て、年間２件以上実施

することを目標とす

る。 

 

・ＰＪＭＯが検討等を行う情報シ

ステムについてＰＭＯが支援を

行うなど、情報システムの適切

な整備及び管理を行う。 

・現行ＰＣ－ＬＡＮシステムから、

次期ＰＣ－ＬＡＮシステムへの

円滑な移行を行う。 

・電子決裁、電子的な文書作成、予

算管理及び会計処理等のシステ

ムの最適化に向けた検討を進め

る。 

 

４．その他参考情報 

 

 

 



 
 
 
第 10．その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

 

147 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報【43】 

１ 施設及び整備に関する計画 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する研究開発評価、政策 

評価・行政事業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる 

指標 
達成目標 

基準値 

（令和３年度実績

値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 （参考情報） 

         

    
 

    

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  業務の目的・内容に

適切に対応するため、

長期的視野に立ちつつ

老朽化対策等の必要性

の高い施設・設備の整

備を行い、効果的かつ

効率的な運用に努め

る。 

業務の目的・内容に

適切に対応するため、

長期的視野に立ちつつ

老朽化対策等の必要性

の高い施設・設備の整

備を行い、効果的かつ

効率的な運用に努め

る。 

＜指標＞ 

－ 

 

＜関連指標＞ 

－ 

＜主要な業務実績＞ 

該当なし 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：－ 

 

＜課題と対応＞ 

－ 

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【44】 

２ 人事に関する計画 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する研究開発評価、政策 

評価・行政事業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる 

指標 
達成目標 

基準値 

（令和３年度実績

値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 （参考情報） 

         

    
 

    

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  関係行政機関等との

人事交流や消費者団体

での実務体験などを通

じ、センター職員に多

方面の業務を経験させ

るとともに、研修機会

の提供に努め、職員の

専門性の更なる向上を

図る。 

関係行政機関等との

人事交流や消費者団体

での実務体験などを通

じ、センター職員に多

方面の業務を経験させ

るとともに、研修機会

の提供に努め、職員の

専門性の更なる向上を

図る。 

＜指標＞ 

－ 

 

＜関連指標＞ 

－ 

＜主要な業務実績＞ 

関係行政機関等との人事交流では、４月か

ら職員２名を消費者庁へ出向させたほか、消

費者庁新未来創造戦略本部へ行政実務研修員

として１名派遣し、新未来創造戦略本部で実

施されている各種プロジェクトに取り組み、

消費者政策全般にわたる知見を深める経験を

させた。消費者団体での実務体験として、一

般社団法人全国消費者団体連絡会の製品安全

専門委員会への職員派遣をし、毎月１回程度

の会議に出席させ、毎年開催する PLオンブズ

報告会の参画、推進を行った。 

   

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

  令和６年度は、関係行政機関

等との人事交流として、４月か

ら職員２名を消費者庁へ出向さ

せたほか、消費者庁新未来創造

戦略本部に行政実務研修員とし

て１名職員を派遣し経験を積ま

せた。更に消費者団体での実務

体験を実施した。 

  これらを踏まえ、Ｂと評価す

る。 

 

＜課題と対応＞ 

令和７年度も引き続き、関係

行政機関等との人事交流や消費

者団体での実務体験について可

能なものを実施する。 

 

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【45】 

３ 中期目標期間を超える債務負担 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する研究開発評価、政策 

評価・行政事業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる 

指標 
達成目標 

基準値 

（令和３年度実績

値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 （参考情報） 

   
 

     

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  中期目標期間を超え

る債務負担について

は、当該債務負担の必

要性が認められる場合

には、次期中期目標期

間にわたって契約を行

うことがある。 

中期目標期間を超え

る債務負担について

は、当該債務負担の必

要性が認められる場合

には、次期中期目標期

間にわたって契約を行

うことがある。 

＜指標＞ 

－ 

 

＜関連指標＞ 

－ 

＜主要な業務実績＞ 

ＰＩＯ－ＮＥＴ2020 関連機器等コンピュー

タ等の賃貸借について、リース契約等を締結し

ている。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：－ 

 

＜課題と対応＞ 

  令和７年度以降においても、

当期中期目標期間の国民生活セ

ンターの業務を効率的に実施す

るため、コンピュータ等の賃貸

借について、次期中期目標期間

にわたって契約を行うことがあ

る。 

 

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報【46】 

４ 積立金の処分に関する事項 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する研究開発評価、政策 

評価・行政事業レビュー 

行政事業レビューシート 事業番号 0039 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる 

指標 
達成目標 

基準値 

（令和３年度実績

値） 

 

令和５年度 

 

令和６年度 

 

令和７年度 

 

令和８年度 

 

令和９年度 （参考情報） 

         

   
 

     

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標等 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  前期中期目標期間の

最終年度において、独

立行政法人通則法第 44

条第１項に規定する整

理を行ってなお積立金

があるときは、センタ

ー法第 43条第１項の規

定による内閣総理大臣

の承認を受けた金額に

ついて、直前の中期計

画においてやむを得な

い事由により中期目標

期間を超える債務負担

としている契約、前期

中期目標期間中に発生

した経過勘定等の損益

影響額に係る会計処理

等に充てることとす

る。当該金額を控除し

て、なお残余があると

きは、センター法第 43

条第３項の規定に基づ

き、その残余の額を国

庫納付する。 

－ ＜指標＞ 

－ 

 

＜関連指標＞ 

－ 

＜主要な業務実績＞ 

該当なし 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：－ 

 

 

 

＜課題と対応＞ 

－ 

評定  

＜評定と根拠＞ 

 

＜課題と対応＞ 

 

４．その他参考情報 

 

 



（単位：円）

予　算　額 決　算  額 差　　　額 備　考 予　算　額 決　算  額 差　　　額 備　考 予　算　額 決　算  額 差　　　額 備　考 予　算　額 決　算  額 差　　　額 備　考 予　算　額 決　算  額 差　　　額 備　考

【収入】

運営費交付金収入 195,394,000 195,394,000 0 1,533,790,000 1,533,790,000 0 522,203,000 522,203,000 0 358,918,000 358,918,000 0 251,315,000 251,315,000 0

事業収入等 37,497,000 37,106,635 390,365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,452,000 30,438,865 13,135

収　入　合　計 232,891,000 232,500,635 390,365 1,533,790,000 1,533,790,000 0 522,203,000 522,203,000 0 358,918,000 358,918,000 0 281,767,000 281,753,865 13,135

【支出】

業務経費 232,891,000 198,785,535 34,105,465 ※１ 1,533,790,000 1,534,228,850 △ 438,850 522,203,000 465,060,655 57,142,345 ※２ 358,918,000 314,834,927 44,083,073 ※３ 281,767,000 274,460,047 7,306,953

一般管理費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

支　出　合　計 232,891,000 198,785,535 34,105,465 1,533,790,000 1,534,228,850 △ 438,850 522,203,000 465,060,655 57,142,345 358,918,000 314,834,927 44,083,073 281,767,000 274,460,047 7,306,953

予　算　額 決　算  額 差　　　額 備　考 予　算　額 決　算  額 差　　　額 備　考 予　算　額 決　算  額 差　　　額 備　考 予　算　額 決　算  額 差　　　額 備　考

【収入】

運営費交付金収入 18,407,000 18,407,000 0 129,758,000 129,758,000 0 552,560,000 552,560,000 0 3,562,345,000 3,562,345,000 0

事業収入等 0 0 0 0 0 0 47,118,000 51,418,942 △ 4,300,942 115,067,000 118,964,442 △ 3,897,442

収　入　合　計 18,407,000 18,407,000 0 129,758,000 129,758,000 0 599,678,000 603,978,942 △ 4,300,942 3,677,412,000 3,681,309,442 △ 3,897,442

【支出】

業務経費 18,407,000 18,325,263 81,737 129,758,000 129,181,381 576,619 0 0 0 3,077,734,000 2,934,876,658 142,857,342

一般管理費 0 0 0 0 0 0 599,678,000 592,509,773 7,168,227 599,678,000 592,509,773 7,168,227

支　出　合　計 18,407,000 18,325,263 81,737 129,758,000 129,181,381 576,619 599,678,000 592,509,773 7,168,227 3,677,412,000 3,527,386,431 150,025,569

※　予算額と決算額の差額が生じた理由

　１　令和7年度への繰越分33,000,000円を含むため

　２　令和7年度への繰越分54,000,000円を含むため

　３　令和7年度への繰越分62,540,000円を含むため

決　算　報　告　書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日）

区　　　　分
広報事業経費 情報・分析事業経費 相談事業経費 商品テスト事業経費 研修事業経費

区　　　　分
適格消費者団体支援事業経費 紛争解決委員会事業経費 法　人　共　通 合　　計
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（単位：円）

計　画　額 実　績  額 差　　　額 備　考 計　画　額 実　績  額 差　　　額 備　考 計　画　額 実　績  額 差　　　額 備　考 計　画　額 実　績  額 差　　　額 備　考 予　算　額 決　算  額 差　　　額 備　考

費用の部 231,677,461 201,795,749 29,881,712 1,772,654,486 1,803,715,315 △ 31,060,829 515,519,807 493,434,807 22,085,000 374,869,943 329,766,341 45,103,602 280,500,041 260,613,121 19,886,920

　経常費用 231,664,611 201,782,898 29,881,713 1,765,265,923 1,795,258,975 △ 29,993,052 515,426,469 493,341,469 22,085,000 374,854,085 329,750,453 45,103,632 280,477,239 260,590,318 19,886,921

　　業務経費 119,232,600 78,692,140 40,540,460 ※１ 1,030,186,896 1,030,302,891 △ 115,995 345,161,708 275,244,033 69,917,675 ※２ 155,869,620 88,205,603 67,664,017 ※３ 117,671,672 110,312,834 7,358,838

　　一般管理費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　人件費 111,748,750 102,718,615 9,030,135 268,815,196 249,620,866 19,194,330 162,309,778 159,304,263 3,005,515 201,925,065 186,039,271 15,885,794 162,060,561 124,519,174 37,541,387

    賞与引当金繰入 0 10,487,271 △ 10,487,271 ※４ 0 28,285,072 △ 28,285,072 ※４ 0 35,534,520 △ 35,534,520 ※４ 0 17,114,617 △ 17,114,617 ※４ 0 12,991,863 △ 12,991,863 ※４

　　退職給付引当金繰入 0 9,113,700 △ 9,113,700 ※４ 0 22,600,000 △ 22,600,000 ※４ 0 15,289,200 △ 15,289,200 ※４ 0 21,093,000 △ 21,093,000 ※４ 0 12,009,700 △ 12,009,700 ※４

　　減価償却費 683,261 771,172 △ 87,911 466,263,831 464,450,146 1,813,685 7,954,983 7,969,453 △ 14,470 17,059,400 17,297,962 △ 238,562 745,006 756,747 △ 11,741

　財務費用 12,850 12,850 0 7,388,563 7,324,214 64,349 93,338 93,338 0 15,858 15,858 0 22,802 22,802 0

　臨時損失 0 1 △ 1 0 1,132,126 △ 1,132,126 0 0 0 0 30 △ 30 0 1 △ 1

収益の部 231,677,395 205,983,153 25,694,242 1,775,226,242 1,808,535,333 △ 33,309,091 515,510,220 496,567,565 18,942,655 374,869,861 311,309,332 63,560,529 280,499,925 267,911,823 12,588,102

　運営費交付金収益 193,774,750 148,781,990 44,992,760 ※１ 1,531,390,196 1,513,814,209 17,575,987 509,330,778 439,549,933 69,780,845 ※２ 358,153,065 256,146,327 102,006,738 ※３ 249,795,561 212,207,289 37,588,272

　自己収入 37,497,000 37,106,635 390,365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,452,000 30,438,865 13,135

　資産見返運営費交付金戻入 405,645 493,556 △ 87,911 243,836,046 243,836,046 0 6,179,442 6,193,912 △ 14,470 16,716,796 16,955,358 △ 238,562 252,364 264,105 △ 11,741

  資産見返補助金等戻入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  資産見返寄附金戻入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  賞与引当金見返に係る収益 0 10,487,271 △ 10,487,271 ※４ 0 28,285,072 △ 28,285,072 ※４ 0 35,534,520 △ 35,534,520 ※４ 0 17,114,617 △ 17,114,617 ※４ 0 12,991,863 △ 12,991,863 ※４

  退職給付引当金見返に係る収益 0 9,113,700 △ 9,113,700 ※４ 0 22,600,000 △ 22,600,000 ※４ 0 15,289,200 △ 15,289,200 ※４ 0 21,093,000 △ 21,093,000 ※４ 0 12,009,700 △ 12,009,700 ※４

　臨時利益 0 1 △ 1 0 6 △ 6 0 0 0 0 30 △ 30 0 1 △ 1

経常利益又は経常損失（△） △ 66 4,187,404 △ 4,187,470 2,571,756 4,820,018 △ 2,248,262 △ 9,587 3,132,758 △ 3,142,345 △ 82 △ 18,457,009 18,456,927 △ 116 7,298,702 △ 7,298,818

目的積立金取崩額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

当期総利益又は当期総損失（△） △ 66 4,187,404 △ 4,187,470 2,571,756 4,820,018 △ 2,248,262 △ 9,587 3,132,758 △ 3,142,345 △ 82 △ 18,457,009 18,456,927 △ 116 7,298,702 △ 7,298,818

計　画　額 実　績  額 差　　　額 備　考 計　画　額 実　績  額 差　　　額 備　考 計　画　額 実　績  額 差　　　額 備　考 予　算　額 決　算  額 差　　　額 備　考

費用の部 18,417,000 20,498,397 △ 2,081,397 140,088,042 146,026,139 △ 5,938,097 802,308,102 709,317,518 92,990,584 4,136,034,882 3,965,167,387 170,867,495

　経常費用 18,417,000 20,498,397 △ 2,081,397 140,081,296 146,019,392 △ 5,938,096 802,162,566 709,171,980 92,990,586 4,128,349,189 3,956,413,882 171,935,307

　　業務経費 1,312,000 1,162,685 149,315 67,619,540 65,763,271 1,856,269 0 0 0 1,837,054,036 1,649,683,457 187,370,579

　　一般管理費 0 0 0 0 0 0 243,506,024 234,943,888 8,562,136 243,506,024 234,943,888 8,562,136

　　人件費 17,095,000 16,347,463 747,537 60,004,534 56,605,899 3,398,635 204,994,706 312,465,142 △ 107,470,436 1,188,953,590 1,207,620,693 △ 18,667,103

    賞与引当金繰入 0 1,492,649 △ 1,492,649 ※２ 0 7,356,400 △ 7,356,400 ※２ 134,110,493 25,393,772 108,716,721 ※２ 134,110,493 138,656,164 △ 4,545,671

　　退職給付引当金繰入 0 1,485,600 △ 1,485,600 ※３ 0 3,836,600 △ 3,836,600 ※３ 109,341,600 25,896,500 83,445,100 ※３ 109,341,600 111,324,300 △ 1,982,700

　　減価償却費 10,000 10,000 0 12,457,222 12,457,222 0 110,209,743 110,472,678 △ 262,935 615,383,446 614,185,380 1,198,066

　財務費用 0 0 0 6,746 6,746 0 145,536 145,536 0 7,685,693 7,621,344 64,349

　臨時損失 0 0 0 0 1 △ 1 0 2 △ 2 0 1,132,161 △ 1,132,161

収益の部 18,417,000 20,580,134 △ 2,163,134 140,088,008 146,602,724 △ 6,514,716 802,295,081 720,823,187 81,471,894 4,138,583,732 3,978,313,251 160,270,481

　運営費交付金収益 18,407,000 17,591,885 815,115 127,776,534 123,098,249 4,678,285 404,334,706 510,389,800 △ 106,055,094 3,392,962,590 3,221,579,682 171,382,908

　自己収入 0 0 0 0 0 0 47,118,000 51,489,896 △ 4,371,896 115,067,000 119,035,396 △ 3,968,396

　資産見返運営費交付金戻入 10,000 10,000 0 670,403 670,403 0 107,390,282 107,421,826 △ 31,544 375,460,978 375,845,206 △ 384,228

  資産見返補助金等戻入 0 0 0 11,641,071 11,641,071 0 0 0 0 11,641,071 11,641,071 0

  資産見返寄附金戻入 0 0 0 0 0 0 0 231,391 △ 231,391 0 231,391 △ 231,391

  賞与引当金見返に係る収益 0 1,492,649 △ 1,492,649 ※４ 0 7,356,400 △ 7,356,400 ※４ 134,110,493 25,393,772 108,716,721 ※４ 134,110,493 138,656,164 △ 4,545,671

  退職給付引当金見返に係る収益 0 1,485,600 △ 1,485,600 ※５ 0 3,836,600 △ 3,836,600 ※５ 109,341,600 25,896,500 83,445,100 ※５ 109,341,600 111,324,300 △ 1,982,700

　臨時利益 0 0 0 0 1 △ 1 0 2 △ 2 0 41 △ 41

経常利益又は経常損失（△） 0 81,737 △ 81,737 △ 34 576,585 △ 576,619 △ 13,021 11,505,669 △ 11,518,690 2,548,850 13,145,864 △ 10,597,014

目的積立金取崩額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

当期総利益又は当期総損失 0 81,737 △ 81,737 △ 34 576,585 △ 576,619 △ 13,021 11,505,669 △ 11,518,690 2,548,850 13,145,864 △ 10,597,014

※　計画額と実績額の差額が生じた理由

　１　令和7年度への繰越分33,000,000円を含むため

　２　令和7年度への繰越分54,000,000円を含むため

　３　令和7年度への繰越分62,540,000円を含むため

　４　法人共通を各セグメントに振り替えたため

令和６年度収支計画

区　　　　分
広報事業経費 情報・分析事業経費 相談事業経費 商品テスト事業経費 研修事業経費

区　　　　分
適格消費者団体支援経費 紛争解決委員会事業経費 法　人　共　通 合　　計
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（単位：円）

計　画　額 実　績  額 差　　　額 備　考 計　画　額 実　績  額 差　　　額 備　考 計　画　額 実　績  額 差　　　額 備　考 計　画　額 実　績  額 差　　　額 備　考 計　画　額 実　績  額 差　　　額 備　考

資金支出 232,891,000 231,785,535 1,105,465 1,533,790,000 7,143,293,181 △ 5,609,503,181 522,203,000 519,060,655 3,142,345 358,918,000 377,374,927 △ 18,456,927 281,767,000 274,460,047 7,306,953

　業務活動による支出 232,613,450 198,124,366 34,489,084 1,308,790,459 1,311,050,340 △ 2,259,881 520,437,046 462,902,791 57,534,255 358,575,478 308,102,763 50,472,715 281,274,474 273,263,026 8,011,448

　投資活動による支出 0 383,619 △ 383,619 ※１ 0 0 0 0 391,910 △ 391,910 ※１ 0 6,389,642 △ 6,389,642 ※１ 0 704,495 △ 704,495

　財務活動による支出 277,550 277,550 0 224,999,541 223,178,510 1,821,031 1,765,954 1,765,954 0 342,522 342,522 0 492,526 492,526 0

　　リース債務の返済による支出 277,550 277,550 0 224,999,541 223,178,510 1,821,031 1,765,954 1,765,954 0 342,522 342,522 0 492,526 492,526 0

　翌年度への繰越 0 33,000,000 △ 33,000,000 0 5,609,064,331 △ 5,609,064,331 0 54,000,000 △ 54,000,000 0 62,540,000 △ 62,540,000 0 0 0

資金収入 232,891,000 232,500,635 390,365 1,533,790,000 7,145,514,909 △ 5,611,724,909 522,203,000 522,203,000 0 358,918,000 358,918,000 0 281,767,000 281,753,865 13,135

　業務活動による収入 232,891,000 232,500,635 390,365 1,533,790,000 1,533,790,000 0 522,203,000 522,203,000 0 358,918,000 358,918,000 0 281,767,000 281,753,865 13,135

　　運営費交付金による収入 195,394,000 195,394,000 0 1,533,790,000 1,533,790,000 0 522,203,000 522,203,000 0 358,918,000 358,918,000 0 251,315,000 251,315,000 0

　　自己収入 37,497,000 37,106,635 390,365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,452,000 30,438,865 13,135

　投資活動による収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　財務活動による収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　前年度よりの繰越金 0 0 0 0 5,611,724,909 △ 5,611,724,909 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計　画　額 実　績  額 差　　　額 備　考 計　画　額 実　績  額 差　　　額 備　考 計　画　額 実　績  額 差　　　額 備　考 計　画　額 実　績  額 差　　　額 備　考

資金支出 18,407,000 18,325,263 81,737 129,758,000 129,181,381 576,619 599,678,000 6,092,509,773 △ 5,492,831,773 3,677,412,000 14,785,990,762 △ 11,108,578,762

　業務活動による支出 18,407,000 18,325,263 81,737 129,612,286 129,035,667 576,619 596,871,560 588,535,113 8,336,447 3,446,581,753 3,289,339,329 157,242,424

　投資活動による支出 0 0 0 0 0 0 0 5,501,168,220 △ 5,501,168,220 ※１、※２ 0 5,509,037,886 △ 5,509,037,886

　財務活動による支出 0 0 0 145,714 145,714 0 2,806,440 2,806,440 0 230,830,247 229,009,216 1,821,031

　　リース債務の返済による支出 0 0 0 145,714 145,714 0 2,806,440 2,806,440 0 230,830,247 229,009,216 1,821,031

　翌年度への繰越 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,758,604,331 △ 5,758,604,331

資金収入 18,407,000 18,407,000 0 129,758,000 129,758,000 0 599,678,000 6,103,978,942 △ 5,504,300,942 3,677,412,000 14,793,034,351 △ 11,115,622,351

　業務活動による収入 18,407,000 18,407,000 0 129,758,000 129,758,000 0 599,678,000 603,978,942 △ 4,300,942 3,677,412,000 3,681,309,442 △ 3,897,442

　　運営費交付金による収入 18,407,000 18,407,000 0 129,758,000 129,758,000 0 552,560,000 552,560,000 0 3,562,345,000 3,562,345,000 0

　　自己収入 0 0 0 0 0 0 47,118,000 51,418,942 △ 4,300,942 115,067,000 118,964,442 △ 3,897,442

　投資活動による収入 0 0 0 0 0 0 0 5,500,000,000 △ 5,500,000,000 ※３ 0 5,500,000,000 △ 5,500,000,000

　財務活動による収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　前年度よりの繰越金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,611,724,909 △ 5,611,724,909

※　計画額と実績額の差額が生じた理由

　１　有形固定資産の取得のため

　２　定期預金の預入れ

　３　定期預金の払戻し

令和６年度資金計画

区　　　　分
広報事業経費 情報・分析事業経費 相談事業経費 商品テスト事業経費 研修事業経費

区　　　　分
適格消費者団体支援経費 紛争解決委員会事業経費 法　人　共　通 合　　計
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